
（平成２３年１月２６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 166 件

国民年金関係 38 件

厚生年金関係 128 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 105 件

国民年金関係 50 件

厚生年金関係 55 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

東京国民年金 事案9681 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和49 年４月から同年 12 月までの期間及び 51 年１月

から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和７年生 

住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ① 昭和37年６月から40年３月まで 

                          ② 昭和49年４月から同年12月まで 

             ③ 昭和51年１月から同年３月まで 

    私たち夫婦は、国民年金制度発足時に､加入手続を夫婦一緒に行い、加入当初は、

妻が区の集金人に夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたことを憶
おぼ

えている。

その後も妻が夫婦二人分の保険料を未納無く納付してきた。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②及び③については、申立人は、昭和40年４月以降、申立期間を除き60歳

に到達するまでの国民年金保険料を全て納付している上、当該期間はそれぞれ９か月及

び３か月と短期間であり、申立期間②の前後及び申立期間③の直前の保険料は納付済み

となっているなど、申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の妻が当該期間の保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人及びその妻は、保険料

の納付額、納付時期及び納付場所に関する記憶が曖昧である。 

また、夫婦の国民年金手帳の記号番号は、昭和 40 年９月に連番で払い出されている

ことが確認でき、当該払出時点では、当該期間の一部は時効により保険料を納付するこ

とができない期間である上、夫婦が加入手続を行ったとする国民年金制度発足当時は、

申立人は厚生年金保険に加入していたことなど、妻が当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人が居住する区及び所轄社会保険事務所（当時）において、当該期間当



                      

  

時、申立人に対して手帳記号番号が払い出された記録は無く、別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年

４月から同年12月までの期間及び51年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料

を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9682 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和49 年４月から同年 12 月までの期間及び 51 年１月

から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和８年生 

住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ① 昭和36年４月から40年３月まで 

                          ② 昭和49年４月から同年12月まで 

             ③ 昭和51年１月から同年３月まで 

    私たち夫婦は、国民年金制度発足時に､加入手続を夫婦一緒に行い、加入当初は、

私が区の集金人に夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたことを憶
おぼ

えている。

その後も私が夫婦二人分の保険料を未納無く納付してきた。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②及び③については、申立人は、昭和40年４月以降、申立期間を除き60歳

に到達するまでの国民年金保険料を全て納付している上、当該期間はそれぞれ９か月及

び３か月と短期間であり、申立期間②の前後及び申立期間③の直前の保険料は納付済み

となっているなど、申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人及びその夫は、保険料の納

付額、納付時期及び納付場所に関する記憶が曖昧である。 

また、夫婦の国民年金手帳の記号番号は、昭和 40 年９月に連番で払い出されている

ことが確認でき、当該払出時点では、当該期間の一部は時効により保険料を納付するこ

とができない期間である上、夫婦が加入手続を行ったとする国民年金制度発足当時は、

夫は厚生年金保険に加入していたことなど、申立人が当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人が居住する区及び所轄社会保険事務所（当時）において、当該期間当



                      

  

時、申立人に対して国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、別の手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年

４月から同年12月までの期間及び51年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料

を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9683 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年 10 月から 50 年 12 月までの期間、52 年１月

から同年３月までの期間及び53年１月から同年12月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和16年生 

住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ① 昭和36年６月から37年３月まで 

                          ② 昭和44年１月から49年６月まで 

             ③ 昭和49年10月から50年12月まで 

             ④ 昭和52年１月から同年３月まで 

             ⑤ 昭和53年１月から同年12月まで 

    私は、昭和 43 年３月に婚姻するまで、次兄と一緒に長兄の仕事を手伝っており、

私の国民年金については、長兄が私の国民年金の加入手続を行い、私の 20 歳から婚

姻するまでの国民年金保険料を納付してくれていた。婚姻後は、私自身が保険料を未

納無く納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③、④及び⑤については、申立人は、昭和49 年７月から当該期間を除き 60

歳に到達するまでの国民年金保険料を全て納付しており、申立期間③は 15 か月とおお

むね短期間であり、申立人の国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人が説明する

44年の転居については記載が無いものの、当該期間中の50年12月16日に次の転居先

に国民年金被保険者台帳が移管された旨の記載があり、申立人の国民年金被保険者台帳

にも、44 年の転居に係る記載は無く、次の50 年の転居先が記載されていることから、

申立人は、当該台帳移管時点で、当該期間の保険料を現年度及び過年度納付することが

可能であったと考えられる上、これらのことから当該期間直前の納付済みとなっている

49年７月から同年９月までの保険料については過年度納付されたものと推察される。 

また、申立期間④及び⑤は、それぞれ３か月及び 12 か月と短期間であり、各期間の

前後の保険料は納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さは見られない。 



                      

  

しかしながら、申立期間①及び②については、申立人及びその長兄が当該期間の保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①に

ついては、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、申立人

の国民年金手帳の記号番号は、長兄の妻と連番で昭和 37 年８月に払い出されているこ

とから、当該期間の保険料は過年度納付する必要があるものの、加入手続を行い、保険

料を納付したとする長兄は、当該期間の保険料を過年度納付した記憶が曖昧であり、手

帳記号番号が連番で払い出されている長兄の妻も当該期間の保険料は未納である。 

また、申立期間②については、申立人は、当該期間の保険料の納付額及び納付方法に

関する記憶が曖昧である上、申立人は当該期間当初に転居したと説明するが、転居に伴

う国民年金の住所変更手続に関する記憶が曖昧であり、申立人の国民年金手帳記号番号

払出簿及び国民年金被保険者台帳によると、当該期間より後の転居先の住所は記載され

ているものの、当該期間中の住所の記載は無いことから、行政側は当該期間中の申立人

の住所を把握していなかったため、申立人に対して納付書を発行していなかったものと

推察されるなど、申立人及びその長兄が申立期間①及び②の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年

10月から50年12月までの期間、52年１月から同年３月までの期間及び53年１月から

同年12月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9684 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和53 年 11 月及び同年 12 月の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和53年11月及び同年12月 

② 昭和58年６月から61年３月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を、妻の分と一緒に市役所窓口で納付書に現金を

添えて納付していた。父から常に年金は大事だから、納付するように言われていたの

で、失業期間も必ず納付するようにしていた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、当該期間前後の昭和45 年 12 月及び 55 年９月の

厚生年金保険から国民年金への切替手続を適切に行い、当該期間を除き国民年金加入期

間の国民年金保険料を全て納付している上、当該期間後の55年９月から同年12月まで

の期間については、行政側において、56 年３月 20 日に保険料の還付決議が行われてい

たことが判明したが、当該期間は本来は強制加入期間であることから、平成22年10月

18 日に当該期間に係る資格取得及び資格喪失の記録を追加するとともに、未納期間か

ら納付済期間に変更されており、申立人に係る記録管理が必ずしも適切に行われていな

かった状況が見られるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人が当該期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、当該期間に係る保険料

の納付額及び納付方法に関する記憶が曖昧である。また、申立人は、昭和 56 年１月か

ら 58 年５月まで厚生年金保険に任意加入したことにより、老齢厚生年金の受給資格期

間を満たしたため、旧国民年金法では当該期間は国民年金の任意加入適用期間となるが、

申立人が所持する年金手帳には、当該期間において任意加入した旨の記載は無いことか

ら、当該期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付することができない期間であ

るなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当



                      

  

たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年

11月及び同年12月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9685 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和48年７月から49年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和48年７月から49年３月まで 

私は、60 歳を迎える数か月前に、区役所で年金給付について確認した際、未納期

間が９か月あると知らされたが、全期間の国民年金保険料を納付してきたはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は９か月と短期間の１回のみであり、申立人は、国民年金制度が発足した昭

和36年４月以降、申立期間を除き60歳到達時まで国民年金保険料を全て納付しているな

ど、申立内容に不自然さは無く、申立期間当時に納付を行うことが困難な状況にあった

と確認される事情も見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案9688 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和39年１月から41年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年12月から41年３月まで              

    私の父は、父の経営する店で働いていた私たち兄弟それぞれの国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和39年１月から41年３月までの期間については、申立人の国民

年金手帳の記号番号は 41 年４月頃払い出されており、当該時点で当該期間の国民年金

保険料を過年度納付することが可能であったこと、申立人の父親が保険料を納付してい

たとする兄弟は、国民年金制度発足当初又は 20 歳時から保険料を納付しており、申立

人の長弟及び次弟は、国民年金手帳の記号番号の払出時点から 20 歳時まで遡って保険

料を納付していること、また、申立人は昭和40年４月から41年３月までの領収印のな

い過年度納付書を所持しており、同じく40年９月から41年３月までの領収印のない過

年度納付書を所持している申立人の長弟は、当該期間の保険料は納付済みとなっている

ことがオンライン記録から確認できることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和38年12月については、申立人の父親が当該期

間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人の手帳記号番号払出時点で38年12月の保険料は時効により納付することができない

など、申立人の父親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年

１月から41年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9689 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和51 年４月から同年６月までの期間、56 年７月から

同年９月までの期間、58年１月から同年10月までの期間、59年１月から同年３月まで

の期間及び 60 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料については、納付され

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和51年４月から54年３月まで 

             ② 昭和56年７月から同年９月まで 

             ③ 昭和58年１月から同年10月まで 

             ④ 昭和59年１月から同年３月まで 

             ⑤ 昭和60年４月から同年６月まで 

             ⑥ 平成11年４月から同年８月まで 

    私は、20 歳の頃、国民年金の加入手続をして、国民年金保険料を納付してきた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①のうち昭和 51 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料について

は、申立人の国民年金手帳の記号番号は２回払い出されており、最初の手帳記号番号は

20 歳時の 51 年３月に払い出され、当時居住していた市の国民年金被保険者名簿から、

申立人は、当該期間直前の50年12月から51年３月までの保険料を51年２月24日に

現年度納付していることが確認でき、当該期間の納付書を受け取っていたものと考えら

れること、また、当該期間は 51 年７月の転居及び厚生年金保険加入の前の期間である

ことなど、申立内容に不自然さはみられない。 

申立期間②、③、④及び⑤については、これらの期間の前後の期間の保険料は納付済

みであり、また、申立期間②直前の昭和55年４月から56年６月までの期間及び申立期

間②、③に挟まれた同年10月から57年12月までの期間の保険料は平成20年９月２日

に、申立期間④、⑤に挟まれた期間のうち59 年 10 月から 60 年３月までの期間の保険

料は61年１月21日にそれぞれ未納から納付済みに記録訂正が行われており、これらの



                      

  

期間当時の納付記録に３回も訂正がなされているなど、記録管理が不適切であった状況

が認められること、申立期間⑤直前の６か月及び直後の３か月の保険料はいずれも 60

年 12 月に現年度納付されていることが確認できることなど、これらの期間の保険料を

納付していたとする申立内容に不自然さは見られない。 

   しかしながら、申立期間①のうち昭和51年７月から54年３月までの期間については、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、申立人は転居した 51 年７月に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同

年８月に資格喪失した後、国民年金の再加入手続をせずに、再転居先の別の区で 53 年

12 月に二つ目の国民年金手帳の記号番号が払い出されていることが確認でき、その後

59 年７月に最初の手帳記号番号との統合処理が行われた際に、被保険者資格取得日が

52年９月１日から50年12月12日に記録訂正されていることから、当該記録訂正前は

52 年８月までの期間は未加入期間とされ、制度上、保険料を納付することができない

期間であったことなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間⑥については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す

関連資料が無く、申立人は、当該期間直後の平成11年９月の保険料を13年10月31日

に、その後の11年10月から同年12月までの保険料を13年11月29日にそれぞれ納付

していることが確認でき、当該納付時点で当該期間の保険料は時効により保険料を納付

できない期間であることなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年

４月から同年６月までの期間、56 年７月から同年９月までの期間、58 年１月から同年

10月までの期間、59年１月から同年３月までの期間及び60年４月から同年６月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9690 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和40年４月から41年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年４月から41年３月まで 

    私の妻は、私の国民年金保険料を長男及び自身の保険料と一緒に納付したはずであ

る。長男と妻の申立期間の保険料が納付済みであるのに、私の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は12か月と短期間であり、申立人は、国民年金制度発足当初から昭和46年

９月に厚生年金保険に加入するまで、申立期間を除き国民年金保険料を納付しており、

申立期間の前後の期間の保険料は納付済みである。 

また、申立人の妻は、申立期間当時に夫婦及び長男の保険料を一緒に納付したと説明

しており、申立人の妻及び長男が所持する国民年金手帳の昭和 40 年度印紙検認記録欄

の検認印により、いずれも昭和 40 年５月４日に申立期間の保険料を一括納付している

ことが確認できるなど、申立内容に不自然さは無く、申立期間当時に保険料を納付する

ことが困難な状況にあったと確認される事情も見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案9699 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年７月から 51 年 12 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年７月から51年12月まで 

    私は、結婚後に区役所出張所で国民年金に加入し、その後、私が夫婦二人分の国民

年金保険料を納付していた。夫の納付記録はあるのに、私の記録は抜けている部分が

ある。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間直前の昭和 43 年 10 月から 46 年６月までの期間及び申立期間直

後の52年１月から63年６月までの期間の国民年金保険料を納付しており、申立人が自

身の保険料と一緒に納付していたとする夫は、申立期間を含め43 年 10 月から 63 年６

月までの期間の保険料を納付している。 

また、申立期間直前の昭和 46 年４月から同年６月までの期間は、当初、オンライン

記録では未納期間とされていたが、申立人が所持する年金手帳及び市町村名簿に納付し

た記録があることから、平成22年７月12日に納付済みに記録が訂正されているほか、

申立人が所持する年金手帳には、夫の年金手帳と同様に申立期間当初の昭和 46 年７月

に転居したことが記載されており、住所変更を適切に行っていることが確認できるなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9700   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和58年１月から61年３月までの国民年金保険料につ

いては、付加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和45年10月から52年２月まで 

      ② 昭和58年１月から61年３月まで 

    私の夫は、時期は定かでないが婚姻後１年ぐらいに私の国民年金の加入手続を区

役所で行い、付加保険料も含めた国民年金保険料を私か夫が納付していた。申立期

間①が国民年金に未加入で保険料が未納とされ、申立期間②の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 52 年３月に払い出

されており、当該期間の国民年金保険料は現年度納付することが可能であるほか、申立

人は、送付された納付書で金融機関又は区役所支所で保険料を納付していたと説明して

おり、その内容は申立人が当時居住していた区の納付方法と合致している。また、申立

人は、52 年３月 17 日に付加保険料の納付申出を行ったことが国民年金手帳に記載され、

61 年４月から第３号被保険者に移行し付加保険料は非該当となったことがオンライン

記録で確認できるほか、52 年３月から申立期間②直前の 57 年 12 月までの期間は付加

保険料を含め保険料を全て納付しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人及びその夫が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加

入手続の時期及び場所に関する記憶が曖昧である。また、申立人の手帳記号番号は上記

のとおり、昭和 52 年３月に払い出されており、当該期間は国民年金の未加入期間であ

り、保険料を納付することができない期間であるほか、当該期間当時に申立人に別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人及

びその夫が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな



                      

  

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年

１月から 61 年３月までの付加保険料を含めて国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9701 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和45年４月から46年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年４月から46年３月まで 

    私は、国民年金に加入する前の国民年金保険料について、市役所支所の窓口で納付

するように勧奨され、未納保険料を全て納付した。その際の特例納付で納付した領収

証書を所持している。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を含む昭和39年６月から46年３月までの国民年金保険料を、第

２回特例納付の実施期間中である49年８月29日に納付したことを示す領収証書を所持

している。 

また、当該領収証書に記載された納付期間は 82 か月であるのに対し、納付額は第２

回特例納付の保険料の 70 か月分に相当するため、行政庁は納付済みの期間を納付額に

合わせ 12 か月短縮して処理しているが、当該領収証書は特例納付の申出に基づき行政

庁が当時作成したものと認められ、同一日に申立人の夫の未納保険料も全て特例納付で

納付されていることから、当時、申立人が申立期間を含む未納期間の保険料を全て納付

する意思を有していたことは明らかであるほか、納付した金額に不足があれば、その差

額は当然納付したものと考えるのが相当である。 

さらに、申立人は、国民年金に昭和 46 年８月に加入して以降、同年４月分からの国

民年金加入期間の保険料を全て納付しているなど、申立期間の保険料だけが未納となっ

ているのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9702 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年１月から同年３月まで 

           私の夫は、私の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間の１回のみであり、申立人は、申立期間を除く国民年金加

入期間の国民年金保険料を全て納付しており、申立期間当時に夫の職業及び住所に変更

はなく、申立人の生活状況に変化は見られないなど、申立内容に不自然さはなく、申立

期間当時に納付を行うことが困難な状況にあったと確認される事情も見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9707 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年４月から同年６月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①  昭和37年10月から41年８月まで 

             ②  昭和56年４月から同年６月まで 

    私の父は、国民年金制度が始まったとき、私の国民年金の加入手続をして、私が厚

生年金保険に加入するまで国民年金保険料を納めてくれていた。また、会社を退職し

た後の昭和 48 年５月からは、私が納付書により夫婦二人分の保険料を一緒に納めて

いた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。              

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、３か月と短期間であり、申立人は、昭和 48 年５月から、当

該期間を除き、60 歳に至るまでの期間の国民年金保険料を全て納付している上、当該

期間前後を通じて申立人の仕事や住所に変更はなく、生活状況に大きな変化は見られな

いなど、申立内容に不自然さは見当たらない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の父親が当該期間の保険料を納付して

いたことを確認できる関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金の

加入手続を行い、保険料を納付していたとする父親から当時の納付状況等を聴取するこ

とができないため、当時の状況が不明である。また、申立人は、当該期間において発行

された二冊の国民年金手帳を所持しているものの、それぞれの手帳の申立期間に係る印

紙検認記録欄には検認印が押されていないことから、保険料を現年度納付していなかっ

たことが確認できるなど、父親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。    

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年

４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9708 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和43年４月から44年３月までの期間及び49年10月から50年３月まで

の期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和43年４月から44年３月まで 

             ② 昭和49年10月から50年３月まで 

    私の国民年金は、母が加入手続を行い、婚姻するまでの期間の国民年金保険料を納

付してくれた。婚姻後は私が保険料を納付しており、転居先の区では、３か月ごとに

自宅に集金に来る区役所職員に納付し、夫の退職後は、夫婦二人分の保険料を納付し

ていた。時期は憶
おぼ

えていないが、途中から口座振替で納付するようになった。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 41 年７月以降、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険

料を全て納付しており、申立期間は、12 か月及び６か月とそれぞれ短期間である上、

前後の期間の保険料は納付済みである。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号の払出簿には、申立期間より前の昭和 43 年

２月 26 日に、転居に伴い転居先に申立人の国民年金被保険者台帳が移管された旨の記

載が確認できるため、申立人は転出先の区において当該期間の保険料を納付することが

できたものと推察される上、申立人が説明する納付金額は、申立期間①当時の二人分の

保険料３か月分の金額とおおむね一致している。 

さらに、当該区では、申立期間①当時は、区役所職員による保険料の集金が行われて

いたこと、申立期間②より前の昭和 48 年４月から口座振替による保険料の徴収が実施

されていたことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9709 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年３月 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付して

くれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は１か月と短期間であり、申立人は、申立期間後の国民年金保険料を 60 歳

到達時まで全て納付しており、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付した

とする申立人の母親は、任意加入した昭和36 年 11 月から 60 歳に至るまでの保険料を

全て納付している上、申立期間当時に同居していた申立人の父親も、厚生年金保険被保

険者の資格を喪失した36年５月から60歳に至るまでの保険料を全て納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 40 年９月に払い出されており、申

立人の所持する国民年金手帳によると、申立期間直後の40年４月から同年12月までの

保険料は、同年 10 月３日に現年度納付されていることが確認でき、当該払出時点及び

当該納付時点で、申立期間は保険料を過年度納付することが可能な期間であるなど、申

立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9714 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和39年４月から40年３月までの期間、45年４月から46年６月までの期

間及び 47 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和39年４月から40年３月まで 

② 昭和45年４月から46年６月まで 

③ 昭和47年４月から同年６月まで 

私の妻は、申立期間①及び②については、昭和 47 年６月頃、夫婦二人分の国民年

金保険料２万円くらいを遡って納付し、未納期間が無くなることを確認した。また、

申立期間③については、保険料を未納とした記憶が無い。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和36年４月から60歳到達時まで申立期間を除き、国民年金保険料を全

て納付している。 

申立期間①及び②については、申立人の保険料を納付したとする妻が保険料を遡って

納付したとする昭和 47 年６月頃は、申立期間①は第１回特例納付が可能な期間であり、

申立期間②は過年度納付が可能な期間である。また、申立人の妻は、区役所近くの会館

に特例納付の窓口が設けられ、夫婦それぞれ２枚の納付書を作成してもらって、その場

で納付したことなど納付場所及び納付方法について具体的に説明しており、その内容は

当時の特例納付の保険料及び過年度保険料の納付方法と合致している。さらに、申立人

の妻が納付したとする夫婦二人分の金額は、申立期間の保険料を第１回特例納付及び過

年度納付により納付した場合の保険料合計額とおおむね一致しているなど、申立内容に

不自然さは見られない。 

申立期間③については、３か月と短期間であり、当該期間の前後の期間の保険料は現



                      

  

年度納付済みであること、申立人の妻は保険料を３か月ごとに納付書により金融機関で

納付したと具体的に説明しており当時の保険料の納付方法と合致すること、納付したと

する金額は申立期間の保険料額とおおむね一致していることなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

なお、申立人の妻の申立期間の納付記録については、既に当委員会の決定に基づき、

平成21年６月24日付けで保険料を納付していたものと認められることから納付記録を

訂正することが必要である旨の通知が行われ、納付済みに訂正が行われている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9715 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの期間及び 44 年１月から同年３月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和36年４月から38年３月まで 

② 昭和44年１月から同年３月まで 

申立期間①については、私が夫婦二人分の国民年金保険料を遡って２回納付して、

領収証書を受け取った記憶がある。申立期間②については、私が夫婦二人分の保険

料を遡って金融機関で納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付している。 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 38 年

３月時点では、当該期間の保険料を過年度及び現年度納付することが可能である。また、

申立人は、38 年の加入手続時及び 38 年の夏頃の２回、自宅に来た集金人に夫婦二人分

の保険料を遡って納付したと説明しており、当時市区町村において集金人による過年度

保険料の収納が行われていたこと、申立人が納付したとする夫婦二人分の金額は当該期

間の保険料額とおおむね一致していることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

申立期間②については、当該期間は３か月と短期間であり、当該期間の前後の期間の

保険料は納付済みである上、申立人が所持する国民年金手帳の昭和 43 年度分の検認台

紙は昭和 45 年６月に切り離されており、当該時点では、当該期間の保険料の過年度納

付が可能である。また、申立人は、転居後に当該期間の保険料を集金人に納付書を作成

してもらい金融機関で納付したと説明しており、当時の過年度保険料の納付方法と合致

している上、申立人が納付したとする夫婦二人分の金額は当該期間の保険料額とおおむ

ね一致していることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

なお、申立人の夫の申立期間の納付記録については、既に当委員会の決定に基づき、



                      

  

平成22年７月28日付けで保険料を納付していたものと認められることから納付記録を

訂正することが必要である旨の通知が行われ、納付済みに訂正が行われている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案9720 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認められるこ

とから、昭和 50 年１月から同年３月までの期間の納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年１月から同年３月まで 

 私は、昭和49年12月にＡ市へ転居した折、同市で国民年金の再加入手続を行い、

納付書によりＡ市役所か郵便局で国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿によると、昭和

49 年１月 30 日に払い出されており、申立期間の国民年金保険料は、現年度納付が可能

である上、申立人は、「昭和49年12月にＡ市に転入手続をしたときに一緒に国民年金

の加入手続をした。」と述べており、昭和49年12月の保険料は納付済となっている。

また、申立人は、「納付書により市役所か郵便局で保険料を納付した。」と述べており、

Ａ市では、昭和 49 年４月から納付書制度が開始されていることから、申立人に対し、

納付書が送付されていたものと考えられる。これらのことから、申立人の申立内容に不

自然さは見受けられない。  

さらに、申立期間は３か月と短期間であり、申立期間の前後の保険料は納付済みであ

る。                                     

これらの申立内容並びにこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9725 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認められるこ

とから、昭和 40 年１月から同年３月までの期間及び 58 年１月から 59 年３月までの期

間の納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和40年１月から同年３月まで 

              ② 昭和58年１月から59年３月まで 

    私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の①の国民年金保険料を納付

してくれていた。また、申立期間の②の保険料は私が納付してきた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の①については、申立人の国民年金の加入手続を行い申立人の国民年金保険

料を納付していたとする父は、国民年金のいわゆる 10 年年金に任意加入し保険料を完

納していることから、国民年金制度に対する理解も深かったものと考えられる。また、

申立人は、「次兄と長姉の国民年金の加入手続及び保険料の納付については、私と同様

に私の父が行っていた。」と述べており、申立期間の①当時に申立人及びその父と同居

していた次兄及び長姉は、それぞれ、国民年金制度発足時及び 20 歳到達時から国民年

金に加入し申立期間の①の保険料を納付済みである。これらのことから、申立人の申立

内容に信憑性
しんぴょうせい

がうかがえる。 

さらに、申立期間の②については、申立期間の②当時の国民年金保険料の納付場所、

納付方法、納付金額に関する申立人の記憶は具体的であり、申立人の主張に一定の整合

性がみられる。 

   加えて、申立期間の①については３か月と短期間であり、申立期間の②については

15 か月と比較的短期間である上、申立人は、申立期間の①及び②を除き国民年金加入

期間の保険料を全て納付済みである。 



                      

  

これらの申立内容並びにこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9726 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認められるこ

とから、昭和 48 年４月から同年９月までの期間の納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年４月から同年９月まで 

私は、昭和 49 年１月頃、42 年４月から 48 年３月までの期間の国民年金保険料と

一緒に、申立期間の夫婦二人分の保険料を納付したはずである。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「第２回特例納付を行った昭和 49 年１月頃に、申立期間の国民年金保険

料も一緒に納付した。」と述べており、オンライン記録によれば、42 年４月から申立

期間直前の 48 年３月までの期間の夫婦二人分の保険料を特例納付していることが確認

できる。また、上述の特例納付は、将来受給する年金額を満額に近づけるために行った

ものと考えられ、申立人が申立期間の保険料を未納のままにしておいたとは考え難い。 

さらに、申立人は、特例納付及び申立期間の保険料 10 数万円を申立人の妻に渡した

こと、その後、妻が納付したことを確認したこと、これらの納付により、保険料の納付

を開始してからの期間で未納はなくなったことを具体的に記憶している上、遡って納付

したとする保険料の金額は、夫婦二人分の納付済みの特例納付保険料の金額及び申立期

間の保険料の金額を合わせた額におおむね一致する。 

加えて、申立期間は６か月と短期間である上、申立人は、申立期間を除き国民年金加

入期間の保険料を全て納付している。 

これらの申立内容並びにこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9727 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認められるこ

とから、昭和45年５月から46年３月までの期間の納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年５月から46年３月まで 

私の両親は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付し

てくれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金の手帳記号番号は、国民年金手帳払出一覧表によれば、昭和 46 年

２月から同年５月までの期間に払い出されており、当該払出時点おいて、申立期間の国

民年金保険料を納付することは可能である。 

さらに、申立人の保険料を納付していたとする両親及び申立期間当時に申立人と同居

していたとする兄は、申立期間の保険料を納付している上、申立期間の前後を通じて、

申立人の父の仕事や住所に変更はなく、生活状況に大きな変化は認められず、申立人の

申立内容に不自然さは見られない。 

加えて、申立期間は 11 か月と短期間である上、申立人は、申立期間を除き国民年金

加入期間の保険料を全て納付している。 

これらの申立内容並びにこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案9728 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、昭和 43 年１月から同年３月までの期間、61 年７月から同

年12月までの期間及び62年２月及び同年３月の期間の国民年金保険料については、納

付されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ①昭和36年４月から38年３月まで 

             ②昭和43年１月から同年３月まで 

             ③昭和45年10月から51年３月まで 

             ④昭和61年７月から同年12月まで 

             ⑤昭和62年２月及び同年３月 

私の妻は、私の国民年金保険料を私の妻の分と併せて納付していた。保険料の納付

が遅れたことはあるが、必ず納付していた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間の②、④及び⑤については、申立期間がそれぞれ３か月、６か月及び２か

月と短期間であり、オンライン記録によれば、申立人の当該申立期間の前後の期間の

国民年金保険料は納付済みである上、申立人とその妻の保険料を併せて納付していた

とする申立人の妻は、当該申立期間の保険料は納付済みである。 

２ 一方、申立期間の①及び③については、申立人と保険料を併せて納付していたとす

る申立人の妻も当該申立期間の保険料は未納であり、また、申立期間の③については、

66か月間と長期間に及んでおり、当該期間の保険料を金融機関で継続的に納付してい

ながら、納付記録が全て欠落するとは考え難い。 

加えて、申立人が、申立期間の①及び③の保険料を納付していたことを示す家計簿、

確定申告書等の関連資料も無い上、申立人の国民年金の加入時期及び当該申立期間の

保険料額の記憶は曖昧である。 

このほか、申立人の妻が申立期間の①及び③の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

３ これら申立内容並びにこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人の申立期間の②、④及び⑤の国民年金保険料については、納付されていた

ものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案9729                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認められるこ

とから、昭和38年４月から42年３月までの期間及び44年９月から同年11月までの期

間の納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和38年４月から42年３月まで 

             ② 昭和44年９月から同年11月まで 

私は、社会保険事務所（当時）において、同所の職員から昭和38年４月から44年

11月までの期間の私の国民年金保険料が、51年10月に還付されているとの説明を受

けた。このうち、42 年４月から 44 年８月までの厚生年金保険加入期間の国民年金保

険料が、厚生年金保険料との重複納付として還付されるのは理解できるが、申立期間

の①及び②の期間が納付済みの保険料を還付した上で未加入期間とされ、保険料が未

納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する２冊の国民年金手帳には、38 年度から 45 年度までの期間の国民年

金保険料収納に係る検認印が認められ、申立人が当該期間において保険料を納付してい

たことが確認できる。また、オンライン記録によれば、昭和38 年４月から 44 年 11 月

までの期間について、「誤納付による納付」を理由に、51 年９月 24 日に納付済みの保

険料の還付決議が行われ、42 年４月から 44 年８月までの厚生年金保険の加入期間を除

く申立期間の①及び②が未加入期間に変更されていることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、申立期間の①については、大学生の任意加入期間で保険料

を現年度納付しており、旧国民年金法附則第６条の２の規定によれば、被保険者が強制

加入者でなくなった場合、その者が資格を喪失するに至らなかったならば納付すべき保

険料を現年度納付しているときは、任意加入被保険者に該当する日に任意加入の申出を

したものとみなされる。このことから、当該期間は被保険者期間となり、納付済みの保

険料を還付する処理は同法の適用誤りであると認められる。 

また、申立期間の②については、強制加入被保険者期間に係る納付済みの保険料を還



                      

  

付した上、当該期間を未加入期間としていることから、明らかに誤還付であるものと認

められる。 

これらの申立内容並びにこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9734 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年６月の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年６月 

    私は、勤務先を退職した際に事務担当者から国民年金加入の手続をするよう言われ

たため、夫婦二人で国民年金の加入等の手続を行い、その後、申立期間の国民年金保

険料を納付した。申立期間の妻の保険料が納付済みであるのに、私の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１か月と短期間であり、申立人が国民年金保険料を一緒に納付したとする

申立人の妻は、当該期間について、第３号被保険者から第１号被保険者への資格種別の

変更手続を行い、保険料を納付済みである。 

 また、オンライン記録上、申立期間は未加入期間とされているが、申立人の所持する

年金手帳の国民年金の記録欄には平成８年６月 27 日資格取得及び同年７月１日資格喪

失の記載があること、申立人の妻が申立期間の自身の保険料を納付した９年９月時点で、

申立期間の保険料は同年１月に申立人に付番された基礎年金番号により過年度納付する

ことが可能であったことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案9735 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和25年生 

住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和58年７月から同年９月まで 

私は、申立期間の前後の期間の国民年金保険料を納付しており、申立期間の保険料

を未納のままにしたとは考えられない。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間の前後の期間の国民年金保険料を納付済みであり、申立期間は３

か月と短期間である上、当時申立人が居住していた市の国民年金被保険者名簿には、昭

和59 年７月に申立期間を含む 57 年７月から 59 年３月までの期間の過年度保険料納付

書が発行されたことをうかがわせる記載が認められ、当該納付書の対象期間の保険料は、

申立期間を除き全て納付されていること、当該納付書の対象期間のうち 57 年７月から

同年９月までの納付記録は、平成22年５月28日に未納から納付済みに訂正されており、

申立人に係る納付記録の管理が適切に行われていなかった状況が見られることなど、申

立内容に不自然さは無く、申立期間当時に保険料を納付することが困難な状況にあった

と確認される事情も見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料

を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9738                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年４月から 53 年３月までの期間、56 年４月か

ら同年６月までの期間及び 57 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和52年４月から53年３月まで 

             ② 昭和54年４月から55年３月まで 

③ 昭和56年４月から同年６月まで 

④ 昭和57年４月から同年６月まで 

⑤ 昭和58年１月から59年６月まで 

私は、国民年金制度発足当初に夫とともに国民年金に加入し、国民年金保険料を納

付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、申立期間①、③及び④については、申立期間は 12 か月、３か月及

び３か月とそれぞれ短期間であり、当該期間前後の期間の保険料は納付済みであるほか、

申立人と一緒に国民年金保険料を納付していたとする申立人の夫も当該期間の保険料は

納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②及び⑤については、申立人が当該期間の保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は保険料の納付時期、

納付場所、納付方法及び納付額に関する記憶が曖昧であるほか、申立期間②は申立人の

夫も当該期間の保険料が未納であり、申立期間⑤は、申立人は当該期間後の期間の保険

料を免除申請しているなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年

４月から 53 年３月までの期間、56 年４月から同年６月までの期間及び 57 年４月から

同年６月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9739 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和51年４月、53年３月及び同年10月から54年７月までの期間の国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和51年４月 

② 昭和53年３月 

③ 昭和53年10月から54年７月まで 

私は、国民年金に加入し国民年金保険料を納付することは国民の義務と聞き、保険

料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付しており、

申立期間は１か月、１か月及び10か月とそれぞれ短期間である。 

また、申立期間②と③の間の昭和53年４月から同年９月までの期間の保険料は、当初

は納付済みとされていたが、公的年金加入期間であったとして別期間への充当及び還付

処理をする決議が59年10月にされたことがオンライン記録で確認できるものの、平成22

年８月に当該処理が誤った処理であったとして再び納付済み期間と記録訂正されている

ことがオンライン記録から確認でき、申立人の記録管理が適切に行われていなかった状

況が認められるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9740                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年１月から同年３月まで 

    私の父は、私が 20 歳になったときに私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保

険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金保険料を全て

納付しているほか、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和39年12月に払い出されて

おり、申立期間の保険料は現年度納付することが可能であるなど、申立内容に不自然さ

は無く、申立期間当時に納付を行うことが困難な状況にあったと確認される事情も見ら

れない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9741                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成14年11月から15年10月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成14年11月から15年10月まで 

    私は、大学卒業後、厚生年金保険又は共済組合に加入していた期間のほかは、国民

健康保険とともに国民年金に加入し国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、平成６年７月以降、申立期間を除く

国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付している。 

また、申立期間においては、厚生年金保険被保険者である第２号被保険者から第１号

被保険者への切替手続が適切に行われていることがオンライン記録で確認できるほか、

申立人が国民年金の再加入手続とともに手続したと説明している申立期間の国民健康保

険の加入手続が平成 14 年 11 月 22 日に行われ、申立期間の国民健康保険料は納付済み

であることが当時居住していた区の記録により確認できるなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9742 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和48年７月から49年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年７月から49年３月まで 

    私の義父は、私が嫁いだ後の昭和47年12月頃に私の国民年金の加入手続を行い、

家族全員の国民年金保険料をまとめて納付していた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は９か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間の国

民年金保険料をおおむね納付しているほか、申立期間前後の期間の保険料も納付済みで

ある。 

また、義父及び義父がまとめて保険料を納付していたとする同居の義母、義兄及び夫

の申立期間のそれぞれの保険料は納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9743 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、付加保険料

を含め納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年１月から同年３月まで 

    私は、昭和 56 年８月に帰国後、新しい住所地で国民年金の再加入手続をし、第３

号被保険者の資格を取得するまで付加保険料を含めて国民年金保険料を納付していた。

申立期間の保険料が付加保険料を含め未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は昭和 45 年４月以降は申立期間を除く国

民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付しているほか、申立人は、帰国後、新しい

住所地へ転入手続をした昭和 56 年９月に国民年金の再加入手続及び付加保険料の納付

の申出をしており、当該月から付加保険料を含めた国民年金保険料を納付している。 

また、申立期間は付加年金の加入期間であること、申立期間前後の期間の付加保険料

は納付していることがオンライン記録で確認できることなど、申立内容に不自然さは見

られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の付加保険料を含め

国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9746 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和49年４月から50年７月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年４月から50年７月まで 

    私の妻は、婚姻後、夫婦二人分の国民年金保険料を集金人に納付してくれていた。

妻の保険料が納付済みとなっているのに、私の申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、16 か月とおおむね短期間であり、申立期間前後の国民年金保険料は納

付済みである上、申立人が所持する領収証書により、申立期間直前の昭和 49 年２月及

び同年３月の保険料は、同年３月14日に現年度納付されていることが確認できる。 

また、申立人の婚姻後の保険料を納付していたとする申立人の妻は、申立期間の保険

料が納付済みであり、妻が所持する領収証書により、申立期間直前の昭和 49 年２月及

び同年３月の保険料を申立人と同日に納付していること、及び申立期間の一部を含む同

年12月から51年１月までの期間の保険料を納付期限内に現年度納付していることが確

認できるなど、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたとする申立内容に不自然

さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9747 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年３月 

    私は、申立期間当時、国民年金保険料を納付書により納めていた。申立期間の保険

料をどのように納付したかについては憶
おぼ

えていないが、未納の通知は受け取ったこ

とはない。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は１か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き 60 歳に至るまで国民

年金保険料を全て納付している。 

また、申立人は、昭和 47 年３月に厚生年金保険被保険者の資格を喪失してすぐに国

民年金の加入手続を行っていることから、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出さ

れた時点で、申立期間は保険料を現年度納付することが可能である上、オンライン記録

によると、納付月が確認できる59年７月以降については、同年７月から61年９月まで

の期間の保険料は３か月ごとにいずれも初月に納付されており、同年10 月から平成 14

年６月までの期間の保険料はおおむね翌月に納付されていることが確認できるなど、申

立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案9748 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年７月から同年９月まで 

    私の妻は、いつも夫婦二人分の国民年金保険料を納付してくれていた。妻は保険料

が納付済みとされているのに、私の申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 53 年８月以降、60 歳に至るまでの国民年金加入期間については、申

立期間及び免除期間を除き国民年金保険料を全て納付している。 

また、申立期間は３か月と短期間であり、保険料を一緒に納付していたとする申立人

の妻は、昭和 52 年３月以降、免除期間を除き、申立期間を含め保険料を全て納付して

いる。 

さらに、オンライン記録によると、申立人及びその妻の納付月が確認できる昭和 59

年４月から 63 年３月までの保険料は、申立期間を除き納付月が全て同一であるなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9752 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年 11 月及び同年 12 月の国民年金保険料については、還付されてい

ないものと認められることから、還付についての記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年11月及び同年12月 

    私は、厚生年金保険加入期間中の期間について納付した国民年金保険料については、

自動的に未納期間の保険料に充当してくれるものと思っていたが、先日、還付通知

書を受け取った。申立期間の保険料が未納期間に充当されず、還付処理されること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する国民年金手帳の印紙検認記録から、申立人は、申立期間を含む昭和

44年10月から同年12月までの国民年金保険料を同年12月４日に納付していることが

確認できる。 

当該納付済保険料のうち申立期間の保険料については、申立期間が厚生年金保険加入

期間であったとして、納付後40年以上たった平成22年５月に還付決議が行われている

が、特殊台帳には、申立人が厚生年金保険に加入したことによる国民年金の資格喪失日

及びそれに伴う納付済月数を訂正した記載がある。保険料に係る還付金又は過誤納金が

ある場合において、還付を受けるべき者に納付すべき保険料があるときは、還付に代え

て、還付金等をその保険料に充当することとされており、上記特殊台帳の記載及び当時、

還付処理を行った形跡がみられないことを考慮すると、所轄社会保険事務所（当時）は、

当該資格喪失日を把握した時点で、申立人には時効期間が経過していない未納保険料が

あり、申立期間の過誤納保険料を当該未納期間の保険料に充当処理していたものと推認

される。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立期間の国民年金保険料は、還付され

ていないものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9753 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和47 年 10 月から48 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年10月から48年３月まで 

私は、婚姻後は自分で国民年金保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は６か月と短期間であり、申立人は、婚姻後は申立期間を除き国民年金加入

期間の国民年金保険料を全て納付している。 

また、申立人が当時居住していた町の国民年金被保険者名簿から、申立人は、申立期

間直前の昭和 47 年４月から同年９月までの期間の保険料を同年８月に現年度納付して

いることが確認でき、申立期間の保険料を現年度納付することが可能であったこと、申

立人が所持する領収証書から、申立期間直後の昭和48年度の保険料を49年４月に現年

度納付していることが確認でき、当該納付時点で申立期間の保険料を過年度納付するこ

とも可能であったことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9754 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成３年 11 月から４年３月までの国民年金保険料につ

いては、免除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月から４年３月まで 

私の父は、学生が強制加入になった平成３年に市役所で私の国民年金の加入手続と

国民年金保険料の免除申請手続をしてくれた。申立期間の保険料が申請免除とされず、

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成３年 11 月から４年３月までの期間については、申立人の国民

年金手帳の記号番号は、３年 12 月に払い出されており、当該払出時点で当該期間の国

民年金保険料の免除申請が可能であったこと、申立人と同様に父親が国民年金の加入手

続及び保険料の免除申請手続をしたとする申立人の弟及び妹は、それぞれ学生であった

期間は、弟は保険料の申請免除期間に、妹は学生納付特例期間になっていることなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、平成３年４月から同年 10 月までの期間については、

当該期間の保険料が免除されていたことを示す関連資料は無く、上記の手帳記号番号払

出時点で、当該期間の保険料の免除申請を遡って行うことはできないなど、当該期間の

保険料が免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成３年

11月から４年３月までの国民年金保険料を免除されていたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案9755 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和50年４月から51年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年４月から51年３月まで 

 私は、昭和 50 年４月に会社を退職した後、すぐに市役所で国民年金の加入手続を

し、国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の

国民年金保険料を全て納付している。 

また、国民年金被保険者台帳から、申立人は、申立期間直後の昭和 51 年４月以降の

保険料を現年度納付していることが確認できること、同年 12 月分の保険料は資格喪失

後の期間の保険料であったとして 52 年２月に還付されていることが確認できるが、還

付等を受けるべき者に納付すべき未納保険料があるときは、還付に代えて還付金等をそ

の保険料に充当することとされており、申立人の場合、充当処理が行われていないこと

から、当時、申立期間の保険料は納付済みであったと考えられることなど、申立内容に

不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



 

 

東京厚生年金 事案 14164～14186（別添一覧表） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：   別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

    申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社が当該賞与

について届出を行っていなかった。同社は、訂正の届出を行ったが、厚生年

金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給付に反映されないの

で、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された 2007 年度役員賞与振込先一覧及び役員賞与支給明細書

により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、＜申立期間＞（別添一覧表参照）に係る標準賞与額については、上記

賞与振込先一覧及び賞与支給明細書において確認できる保険料控除額から、＜

標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったこと及び当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していない

ことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

（注） 同一事業主に係る同種の案件 23 件（別添一覧表参照） 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所
申立期間

（賞与支給日）

14164 男 昭和15年生 平成19年6月22日 150万 円

14165 男 昭和19年生 平成19年6月22日 150万 円

14166 男 昭和21年生 平成19年6月22日 150万 円

14167 男 昭和18年生 平成19年6月22日 150万 円

14168 男 昭和20年生 平成19年6月22日 150万 円

14169 男 昭和19年生 平成19年6月22日 150万 円

14170 男 昭和19年生 平成19年6月22日 150万 円

14171 男 昭和20年生 平成19年6月22日 150万 円

14172 男 昭和20年生 平成19年6月22日 150万 円

14173 男 昭和20年生 平成19年6月22日 150万 円

14174 男 昭和21年生 平成19年6月22日 150万 円

14175 男 昭和22年生 平成19年6月22日 120万 円

14176 男 昭和22年生 平成19年6月22日 120万 円

14177 男 昭和21年生 平成19年6月22日 100万 円

14178 男 昭和22年生 平成19年6月22日 100万 円

14179 男 昭和19年生 平成19年6月22日 100万 円

14180 男 昭和23年生 平成19年6月22日 100万 円

14181 男 昭和24年生 平成19年6月22日 100万 円

14182 男 昭和23年生 平成19年6月22日 100万 円

14183 男 昭和22年生 平成19年6月22日 100万 円

14184 男 昭和23年生 平成19年6月22日 100万 円

14185 男 昭和22年生 平成19年6月22日 100万 円

14186 男 昭和23年生 平成19年6月22日 100万 円

標準賞与額

1 / 1



                      

  

東京厚生年金 事案14187 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額

に係る記録を、平成15 年 12 月５日は141 万 1,000 円、16 年 12 月５日は82 万円、17

年 12 月５日は 81 万 6,000 円、18 年 12 月５日は 100 万 9,000 円、19 年 12 月５日は

102万4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年12月５日 

         ② 平成16年12月５日 

         ③ 平成17年12月５日 

         ④ 平成18年12月５日 

         ⑤ 平成19年12月５日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。賞与から厚生年金保険料が控除されていたので、標準賞与額を

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与支給明細書、Ａ社から提出された支給控除一覧表及び入金

伝票により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与支給明細書、支給控除

一覧表及び入金伝票において確認できる総支給額及び厚生年金保険料控除額から、

平成15 年 12 月５日は141 万 1,000 円、16 年 12 月５日は82 万円、17 年 12 月５日は

81万6,000円、18年12月５日は100万9,000円、19年12月５日は102万4,000円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



                      

  

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行してい

ないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14188 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額

に係る記録を、150万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年12月10日 

Ａ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標

準賞与額の記録が無いことが分かった。賞与から厚生年金保険料が控除されていたの

で、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与支給明細書により、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の

支払を受け、標準賞与額の上限である150万円に基づく厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与支給明細書において確

認できる総支給金額及び厚生年金保険料控除額から、150 万円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行してい

ないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14189 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額

に係る記録を60万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年７月８日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録

が無いことが分かった。賞与から厚生年金保険料が控除されていたので、標準賞与額

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与明細書及び預金通帳の写しにより、申立人は、申立期間

にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与明細書において確認で

きる賞与額及び厚生年金保険料控除額から、60万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、納付したと主張しているが、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められな

い。 



                      

  

東京厚生年金 事案14190 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立人の申立期間の標

準賞与額に係る記録を51万3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年12月10日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。賞与から厚生年金保険料が控除されていたので、標準賞与額を

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給料支払明細書（賞与）及びＡ社から提出された賃金台帳によ

り、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞

与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、上記給料支払明細書（賞

与）及び賃金台帳において確認できる厚生年金保険料控除額から、51 万 3,000 円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行してい

ないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14191 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準賞与

額に係る記録を26万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年７月31日 

Ａ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標

準賞与額の記録が無いことが分かった。賞与から厚生年金保険料が控除されていたの

で、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された所得税源泉徴収簿により、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の

支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与

額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、上記所得税源泉徴収簿に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額から、26 万 2,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、申立期間当時の届出誤り



                      

  

により訂正の届出を行っており、申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないと認

めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14192 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額

に係る記録を平成15年８月29日は10万3,000円、同年12月27日は15万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年８月29日 

         ② 平成15年12月27日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。賞与から厚生年金保険料が控除されていたので、標準賞与額を

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給料支払明細書（賞与）及びＡ社から提出された所得税源泉徴

収簿兼賃金台帳により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に

係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞

与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、上記給料支払明細書（賞

与）及び所得税源泉徴収簿兼賃金台帳において確認できる厚生年金保険料控除額か

ら、平成15年８月29日は10万3,000円、同年12月27日は15万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、申立期間



                      

  

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行してい

ないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14193 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録は、事後訂正の結果、平成 18 年 12

月 15 日は 40 万円、19 年 12 月 14 日は 30 万円とされているところ、当該額は厚生

年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額は訂正前の 18 年 12 月 15 日は 32 万 9,000 円、19 年 12 月 14 日は 24 万

5,000 円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の

納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を

18年12月15日は40万円、19年12月14日は30万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成18年12月15日 

         ② 平成19年12月14日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録

が誤っていることが分かった。正しい標準賞与額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、当初のオンライン記録によると、標準賞与額は、平成18 年 12

月15日は32万9,000円、19年12月14日は24万5,000円と記録されている。 

しかしながら、Ａ社から提出された給与明細書（賞与）により、申立人は、当該期

間に同社から賞与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間に係る標準賞与額については、上記給与明細書（賞与）にお

いて確認できる支給合計額及び厚生年金保険料控除額から、平成18年12月15日

は40万円、19年12月14日は30万円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出を誤って提出したことを認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14194 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録は、事後訂正の結果、平成 18 年 12

月 15 日は 35 万円、19 年 12 月 14 日は 27 万円とされているところ、当該額は厚生

年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額は訂正前の 18 年 12 月 15 日は 28 万 3,000 円、19 年 12 月 14 日は 22 万

2,000 円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の

納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を

18年12月15日は35万円、19年12月14日は27万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成18年12月15日 

         ② 平成19年12月14日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録

が誤っていることが分かった。正しい標準賞与額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、当初のオンライン記録によると、標準賞与額は、平成18 年 12

月15日は28万3,000円、19年12月14日は22万2,000円と記録されている。 

しかしながら、Ａ社から提出された給与明細書（賞与）により、申立人は、当該期

間に同社から賞与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間に係る標準賞与額については、上記給与明細書（賞与）におい

て確認できる支給合計額及び厚生年金保険料控除額から、平成18年12月15日は

35万円、19年12月14日は27万円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出を誤って提出したことを認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14195 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録は、事後訂正の結果、平成 18 年 12 月 15

日は 23 万円、19 年 12 月 14 日は 18 万円とされているところ、当該額は厚生年金保険

法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は訂

正前の18年12月15日は18万4,000円、19年12月14日は15万円とされているが、

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を18年12月15日は23万円、19年12月14日は18万円

に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成18年12月15日 

         ② 平成19年12月14日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録

が誤っていることが分かった。正しい標準賞与額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、当初のオンライン記録によると、標準賞与額は、平成18 年 12

月15日は18万4,000円、19年12月14日は15万円と記録されている。 

しかしながら、Ａ社から提出された給与明細書（賞与）により、申立人は、当該期

間に同社から賞与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間に係る標準賞与額については、上記給与明細書（賞与）におい

て確認できる支給合計額及び厚生年金保険料控除額から、平成18年12月15日は

23万円、19年12月14日は18万円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出を誤って提出したことを認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14196 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を126 万 3,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年６月30日 

Ａ社Ｂ工場における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無いことが分かった。同社は、事後訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料

は時効により納付できず、申立期間の記録は給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳及び賞与明細書により、申立人は、申立期間に同社Ｂ工場から

賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賃金台帳及び賞与明細書において

確認できる支給合計額及び厚生年金保険料控除額から、126 万3,000円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、申立期間当時の届出誤りにより訂正の

届出を行っており、申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14197 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を124 万 9,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年６月30日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、事後訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時

効により納付できず、申立期間の記録は給付に反映されないので、給付されるよう記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳及び賞与明細書により、申立人は、申立期間に同社から賞与の

支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賃金台帳及び賞与明細書において

確認できる支給合計額及び厚生年金保険料控除額から、124 万9,000円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、申立期間当時の届出誤りにより訂正の

届出を行っており、申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14204                        

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間のうち、平成13年４月１日から15年９月１日までの期間に係る厚

生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められるこ

とから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額を 62 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年４月１日から17年９月17日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、保険料控

除額に見合う標準報酬月額と相違している。一部期間の給与明細書及び給与所得の

源泉徴収票を提出するので、当該期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほし

い。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額は、当初、平成 13 年

４月から 15 年４月までは 62 万円と記録されていたところ、同年５月12 日付けで９万

8,000 円に遡って減額訂正処理されており、同社の事業主及び取締役１名の標準報酬月

額についても、同様に遡って減額訂正処理されていることが確認できる。 

また、Ａ社の閉鎖登記簿謄本から、申立人は当該訂正処理が行われた平成 15 年５月

12 日に同社の取締役であったことが確認できるが、申立人は、同社のＢ支店での営業

担当役員であり、社会保険関係事務に関与する立場になかったとしているところ、同社

の同僚によると、申立人は同社のＢ支店勤務であり、社会保険関係の事務は全て本社で

行っていたため、関与できる立場にはなかったと供述していることから、申立人が当該

訂正処理に権限を有して関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、平成15年５月12日付けで行われた遡及訂正処理は事

実に即したものとは考え難く、社会保険事務所（当時）において当該訂正処理を行う合

理的な理由は無く、有効な記録の訂正があったとは認められない。このため、当該遡及

訂正処理の結果として、オンラインに記録されている申立人の13年４月から15年８月

までの期間に係る標準報酬月額は、事業主が当初届け出た、62 万円に訂正することが

必要である。 



                      

  

一方、申立期間のうち、平成15年９月から17年８月までの期間に係る標準報酬月額

については、上記遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成 15 年９月１

日）において、９万8,000円と記録されているところ、当該処理については上記遡及訂

正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険事務所の処理が不

合理であったとは言えない。 

 また、申立期間のうち、平成 15 年９月から 16 年 12 月までの期間に係る標準報酬月

額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立人から提出さ

れた当該期間の給与明細書における厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オ

ンライン記録の標準報酬月額と一致していることから、特例法による保険給付の対象に

当たらないため、あっせんは行わない。 

 さらに、申立期間のうち、平成 17 年１月から同年８月までの期間に係る標準報酬月

額については、同僚からも申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について明確な供述を得ることができないほか、申立人は当該期間に係る給与明細書

等を所持しておらず、このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間のうち平成15年９月から17年８月までの期間に

ついて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14205 

                       

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る記録を昭和 41 年

６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年５月31日から同年６月１日まで 

    Ａ社Ｂ支店に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間に異動はあったが、同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社Ｂ支店の元同僚の供述から判断すると、申立人が同社同支店に

継続して勤務し（昭和 41 年６月１日に同社同支店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和 41 年４

月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は既に

破産しており、申立期間当時の総務経理担当者の所在は不明であることから供述を得ることが

できないが、事業主が資格喪失日を昭和 41 年６月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険

事務所がこれを同年５月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主は、同年５

月 31 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保

険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14206～14220（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、＜申立期間

＞（別添一覧表参照）は＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

基礎年金番号 ：   別添一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ＜申立期間＞（別添一覧表参照）  

    申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社が当該賞与について

届出を行っていなかった。同社は、その後、訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料

は時効により納付できず、当該記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された「支給控除一覧表」により、申立人は、申立期間に同社から賞与

の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、「支給控除一覧表」において確認でき

る保険料控除額から、＜申立期間＞（別添一覧表参照）は＜標準賞与額＞（別添一覧表

参照）とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出していなかった

こと及び当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、



                      

  

これを履行していないと認められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成17年12月10日 100万円

平成18年７月10日 60万円

平成18年12月10日 90万円

平成19年７月10日 65万円

平成17年12月10日 50万円

平成18年７月10日 38万円

平成18年12月10日 50万円

平成19年７月10日 47万円

平成17年12月10日 50万円

平成18年７月10日 35万円

平成18年12月10日 50万円

平成19年７月10日 43万円

平成17年12月10日 30万円

平成18年７月10日 31万円

平成18年12月10日 34万円

平成19年７月10日 34万円

平成17年12月10日 25万円

平成18年７月10日 25万円

平成18年12月10日 29万円

平成19年７月10日 27万円

平成17年12月10日 20万円

平成18年７月10日 30万円

平成18年12月10日 33万円

平成19年７月10日 35万円

平成17年12月10日 27万円

平成18年７月10日 22万円

平成18年12月10日 30万円

平成19年７月10日 27万円

昭和28年生男14206

14208 男 昭和25年生

14210 女 昭和40年生

14212 女 昭和25年生

14207 男 昭和24年生

14211 男 昭和36年生

14209 男 昭和30年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成17年12月10日 30万円

平成18年７月10日 27万円

平成18年12月10日 33万円

平成19年７月10日 33万円

平成17年12月10日 20万円

平成18年７月10日 27万円

平成18年12月10日 34万円

平成19年７月10日 30万円

平成17年12月10日 30万円

平成18年７月10日 30万円

平成18年12月10日 31万円

平成19年７月10日 32万円

平成17年12月10日 30万円

平成18年７月10日 30万円

平成18年12月10日 31万円

平成19年７月10日 32万円

平成18年７月10日 50万円

平成18年12月10日 50万円

平成19年７月10日 50万円

平成18年７月10日 30万円

平成19年７月10日 50万円

14219 男 昭和38年生 平成19年７月10日 22万円

14220 男 昭和41年生 平成19年７月10日 ５万円

14214 男 昭和30年生

14216 男 昭和52年生

昭和50年生女14218

昭和48年生男14217

14215 男 昭和44年生

14213 男 昭和48年生



                      

  

東京厚生年金 事案14221 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記録を

昭和62 年３月１日、資格喪失日に係る記録を 63 年４月 16 日に訂正し、申立期間の標

準報酬月額を62年３月から同年７月までは16万円、同年８月から63年３月までは18

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和62年３月１日から63年４月16日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。会社から

提出を受けた申立期間の個人別賃金台帳兼源泉徴収簿の写しを提出するので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の厚生年金保険被保険者記録は、Ａ社Ｃ店において、

昭和 60 年 11 月 16 日に資格を取得し、62 年３月１日に資格を喪失した後、63 年４月

16日に再度資格を取得しており、申立期間の被保険者記録が無いことが確認できる。 

しかしながら、雇用保険の加入記録、Ａ社が加入していた健康保険組合の健康保険資

格証明書及びＢ社から提出された個人別賃金台帳兼源泉徴収簿によると、申立人は申立

期間もＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標

準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、Ｂ社から提出された個人別賃金台

帳兼源泉徴収簿における厚生年金保険料控除額から、昭和 62 年３月から同年７月まで



                      

  

は16万円、同年８月から63年３月までは18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、オンライン記

録のＡ社に係る被保険者縦覧照会回答票には申立人の氏名は確認できず、整理番号にも

欠番が見当たらないことから、申立人に係る記録が失われたとは考えられない上、事業

主から申立人に係る被保険者資格の取得届や喪失届が提出されたにもかかわらず、社会

保険事務所（当時）がこれを記録しないことは考え難いことから、事業主から社会保険

事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る昭和62年３月から63年３月までの保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14224 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は昭和61年３月29日であると認められることから、

申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和59年４月から同年６月までは36万

円、同年７月から60年９月までは41万円、同年10月から61年２月までは30万円と

することが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年４月30日から61年３月29日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に同社に勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員の供述から、申立人が申立期間に同社に勤務していたことが推認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人のＡ社における資格喪失日は、当初、昭和 61 年３

月29日と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（同年３月29

日）より後の同年４月30日付けで、59年７月の標準報酬月額の随時改定及び60年10月の標

準報酬月額の定時決定の記録が取り消され、資格喪失日が59年４月30日に遡って訂正された

ことが確認できる。 

一方、申立人は商業登記簿謄本により、申立期間においてＡ社の取締役であることが確認で

きるが、上記従業員は、申立人はシステム開発部門担当役員であり、社会保険の手続は代表取

締役が行っていたと回答していることから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難

い。 

これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなった後に、遡って申立人の定時決定及び随時改定の記録を取り消し、

資格喪失日を訂正する合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効なものとは認められな

いことから、申立人のＡ社における資格喪失日は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た昭

和61年３月29日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における訂正処理前のオンライン

記録から、昭和59年４月から同年６月までは36万円、同年７月から60年９月までは41万円、

同年10月から61年２月までは30万円とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案14229 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ法人に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 46 年７月１

日、資格喪失日が平成 22 年４月 26 日とされ、当該期間のうち昭和 46 年７月１日から

47 年６月１日までの期間は厚生年金保険法第75 条本文の規定により、年金額の計算の

基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の同法人における資格取得日を 46 年７

月１日とし、申立期間の標準報酬月額を同年７月は５万 6,000 円、同年８月から 47 年

５月までは３万3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年７月１日から47年６月１日まで 

Ａ法人に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いことが判

明し同法人に相談した。同法人は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、時効に

より保険料を納付できず、申立期間は給付の対象とならない記録となっているので、

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与支給明細書及びＡ法人の回答により、申立人は同法人に昭

和 46 年７月１日から継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、昭和46年７月から同年10月まで、同年12月及び47



                      

  

年１月、同年３月、同年５月の標準報酬月額については、申立人から提出された上記給

与支給明細書において確認できる保険料控除額及び報酬月額から、46 年７月は５万

6,000円、同年８月から同年10月まで、同年12月、47年１月、同年３月及び同年５月

は３万3,000円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち、昭和 46 年 11 月、47 年２月、同年４月の標準報酬月額につ

いては、申立人は、保険料控除額を確認できる給与支給明細書を保有していないが、上

記給与支給明細書において確認できる保険料控除額が、当該期間の前後の期間において

一定であることから判断して、当該期間についても同額の保険料が控除されていたもの

と認められることから、当該期間の標準報酬月額については、３万3,000円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の資格取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に誤って提出し、申立

期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行し

ていないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14230 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る記録を平成７年

11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年10月31日から同年11月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に支店間の異動はあったが同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社から提出された申立人に係る社員カード及び申立人から提

出された給与支給明細書により、申立人が同社に継続して勤務し（平成７年 11 月１日

に同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の

報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記給与支給明細書において確認

できる保険料控除額から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立てに係る届出を提出しておらず、保険料を納付していないと認めていることから、こ

れを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14234 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 43 年３月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年１月22日から同年３月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。会社都合

により同社から同社のグループ会社であるＢ社に移籍したが、申立期間も継続して勤

務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された社員情報リスト及び同社の回答から判断すると、申立人は、Ａ社

及びＢ社に継続して勤務し（昭和 43 年３月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和42年12月の

社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社が保管す

る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書において、昭和43年１月22日を

厚生年金保険の資格喪失日と届出していることが確認できることから、事業主は、届出

を誤ったとしており、申立期間に係る厚生年金保険料についても納付していないことを

認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 43 年１月及び同年２月の

保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14235～14243（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の＜申立期間＞（別添一覧表参照）の標準賞与額に

係る記録を＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  

基礎年金番号  ：    別添一覧表参照 

生 年 月 日  ：  

住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間： ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

Ａ事務所（現在は、Ｂ法人）における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立

期間の標準賞与額の記録が無いことが分かった。同事務所は、年金事務所に事後訂正

の届出を行ったものの、申立期間の記録は厚生年金保険の給付に反映されないので、

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ法人から提出された支給控除一覧表により、申立人は、＜申立期間＞（別添一覧表参照）

にＡ事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

また、＜申立期間＞（別添一覧表参照）の標準賞与額については、支給控除一覧表における

保険料控除額及び賞与額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成22年６月10日に＜申立期間＞（別

添一覧表参照）に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出していることから、社

会保険事務所（当時）は、申立人に係る＜申立期間＞（別添一覧表参照）の標準賞与額に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所
申立期間

（賞与支給日）
標準賞与額

平成17年4月8日 32万円

平成18年7月10日 107万円

平成17年4月8日 30万円

平成18年7月10日 96万円

平成17年4月8日 ８万円

平成18年7月10日 53万円

平成17年4月8日 10万円

平成18年7月10日 62万円

14239 男 昭和51年1月3日 平成18年7月10日 40万円

14240 男 昭和51年6月2日 平成18年7月10日 39万円

平成17年4月8日 20万円

平成18年7月10日 67万円

平成17年4月8日 ４万円

平成18年7月10日 33万5,000円

平成17年4月8日 ５万円

平成18年7月10日 43万円

昭和39年3月27日

昭和40年4月21日

男14235

男14236

昭和37年5月26日男14237

14238 男 昭和51年10月17日

14241 男 昭和42年11月2日

14242 女 昭和49年10月21日

14243 男 昭和51年9月18日
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東京厚生年金 事案14244 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 62 年６月１日に

訂正し、申立期間の標準報酬月額を30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和24年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和62年５月25日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に同社から同社のグループ会社であるＢ社への異動はあったが、継続して勤務してい

たので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人に係る在籍証明書及び人事記録から判断すると、申立人

は、Ａ社及びＢ社に継続して勤務し（昭和 62 年６月１日にＡ社からＢ社に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 62 年４月の

社会保険事務所（当時）の記録から、30万円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の資格喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し誤って提出したことを認めている

ことから、事業主が昭和62年５月25日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14245 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る記録を昭和45年10月

５日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和23年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和45年10月５日から46年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に同社Ｃ工場から同社Ｂ工場への異動はあったが継続して勤務していたので、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人に係る在籍証明書、人事記録及び申立人の供述から判断

すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和45年10月５日に同社Ｃ工場から同社

Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭和 46 年

９月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万5,000円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の資格取得日に係る届出を社会保険事務所に対し誤って提出したことを認めている

ことから、事業主が昭和 46 年９月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る45 年 10 月から 46 年８月までの保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14246 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る記録を昭和 44 年８月

１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和12年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和44年７月31日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場への異動はあったが継続して勤務していたので、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人に係る在籍証明書及び人事記録により、申立人は、Ａ社

に継続して勤務し（昭和 44 年８月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭和 44 年

６月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の資格喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し誤って提出したことを認めている

ことから、事業主が昭和44年７月31日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年７月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14247 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社（後に、同社Ｂ支社）における資格喪失日に係る記録を

昭和50年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を20万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ：  昭和２年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和50年３月31日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に同社Ｂ支社から同社本社への異動はあったが継続して勤務していたので、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人に係る在籍証明書及び人事記録により、申立人は、Ａ社

に継続して勤務し（昭和 50 年４月１日にＡ社（後に、同社Ｂ支社）から同社本社に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社（後に、同社Ｂ支社）にお

ける昭和50 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、20 万円とすることが妥当で

ある。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の資格喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し誤って提出したことを認めている

ことから、事業主が昭和50年３月31日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14248 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る記録を昭和45年11月

15日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和23年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和45年11月15日から同年12月16日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に同社Ｃ工場から同社Ｂ工場への異動はあったが継続して勤務していたので、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人に係る在籍証明書、人事記録及び申立人の供述から判断

すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和45 年 11 月 15 日に同社Ｃ工場から同

社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭和 45 年

12月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万3,000円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の資格取得日に係る届出を社会保険事務所に対し誤って提出したことを認めている

ことから、事業主が昭和45 年 12 月 16 日を資格取得日として届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年 11 月の保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14249 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る記録を平成３年８月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を50万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和26年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  平成３年７月31日から同年８月１日まで 

Ｃ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

にＡ社Ｂ工場から同社のグループ会社であるＣ社Ｄ社への異動はあったが継続して勤

務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人に係る在籍証明書及び人事記録により、申立人は、Ａ社

及びＣ社に継続して勤務し（平成３年８月１日にＡ社Ｂ工場からＣ社Ｄ社に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における平成３年６

月のオンライン記録から、50万円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の資格喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出したことを認

めていることから、事業主が平成３年７月 31 日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年７月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14250 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和42年12月１日に

訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和９年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和42年４月１日から同年12月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に同社の関連会社のＢ社への出向はあったが継続して勤務していたので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人に係る在籍証明書及び人事記録により、申立人は、Ａ社

及びＢ社に継続して勤務し（昭和42年12月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 42 年３月の

社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の資格喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し誤って提出したことを認めている

ことから、事業主が昭和 42 年４月１日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年４月から同年 11 月までの保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14251 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成 16 年 10 月

16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を22万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  平成16年９月16日から同年10月16日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

の源泉徴収票及び離職票等の資料を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社に係る申立人の雇用保険の記録及び同社が提出した平成16年６月から同年10月

までの賃金台帳により、申立人が申立期間に同社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の

報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であり、これらの標準報酬月額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

 したがって、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社から提出された平成16 年 10

月分の賃金台帳における報酬月額から、22万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は、申立

人の厚生年金保険の被保険者資格喪失日を平成16 年 10 月 16 日と届け出るべきところ

を、誤って同年９月 16 日と届け出たことを認めていることから、社会保険事務所（当

時）は、申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又



                      

  

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14253                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められることから、当該期間の標準賞与額の記録を 36 万円とすることが必要

である。 

また、申立人の申立期間②に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、

申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律に基づき、申立人の当該期間の標準賞与額に係る記録を 35 万

1,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の当該標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成19年７月６日 

② 平成19年12月７日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間①及び②の標準賞与額

の記録が無い。同社は、申立期間②については、年金事務所に事後訂正の届出を行っ

たものの、保険料は時効により納付できず、申立期間②は給付に反映されないので、

申立期間①を含め給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与明細書及び平成 19 年分所得税源泉徴収簿から、申立人は、

申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく

標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定



                      

  

することとなる。 

したがって、申立期間①及び②の標準賞与額については、賞与明細書及び平成 19 年

分所得税源泉徴収簿において確認できる保険料控除額から、平成19年７月６日は36万

円、同年12月７日は35万1,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出誤りにより当該期間に係る厚生年金保険料を納付していないと認めていることから、

これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14254                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められることから、当該期間の標準賞与額の記録を 40 万円とすることが必要

である。 

また、申立人の申立期間②に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、

申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律に基づき、申立人の当該期間の標準賞与額に係る記録を 41 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の当該標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成19年７月６日 

② 平成19年12月７日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間①及び②の標準賞与額

の記録が無い。同社は、申立期間②については、年金事務所に事後訂正の届出を行っ

たものの、保険料は時効により納付できず、申立期間②は給付に反映されないので、

申立期間①を含め給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与明細書及び平成 19 年分所得税源泉徴収簿から、申立人は、

申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく

標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定



                      

  

することとなる。 

したがって、申立期間①及び②の標準賞与額については、賞与明細書及び平成 19 年

分所得税源泉徴収簿において確認できる保険料控除額から、平成19年７月６日は40万

円、同年12月７日は41万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出誤りにより当該期間に係る厚生年金保険料を納付していないと認めていることから、

これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14255                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 15 万 6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和54年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年12月７日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、保険料は時効により納

付できず、申立期間は給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与明細書及び平成 19 年分所得税源泉徴収簿から、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく

標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定

することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書及び平成 19 年分所得税

源泉徴収簿において確認できる保険料控除額から、15 万 6,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出誤りにより当該期間に係る厚生年金保険料を納付していないと認めていることから、

これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14256                                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記録を

昭和63年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を19万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る昭和 63 年６月から同年８月までの期間の厚生年金保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

また、事業主が申立人に係る昭和63年９月から同年12月までの期間の厚生年金保険

料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和41年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和63年６月１日から64年１月４日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

の給与支払明細書を提出するので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した給与支払明細書及びその給与封筒から、申立人は、申立期間に、Ａ

社に勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和

63年９月１日であり、申立期間の一部においては適用事業所としての記録は無い。 

しかし、商業登記簿謄本によると、Ａ社は昭和61 年 10 月 14 日に設立されているこ

とが確認できる上、複数の従業員の供述及び雇用保険の加入記録から、申立期間当時、

申立人を含め少なくとも３人の従業員が勤務していたことが確認できることから、当時

の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。         

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書において確認できる保険

料控除額から、19万円とすることが妥当である。 

なお、昭和 63 年６月から同年８月までの期間において、申立人に係る保険料の事業

主による納付義務の履行については、事業主は、当時の資料が無いため不明としている

が、当該期間において、Ａ社は適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所



                      

  

（当時）に適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立人の当該期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

また、昭和63年９月から同年12月までの期間において、申立人に係る保険料の事業

主による納付義務の履行については、事業主は、当時の資料が無いため不明としており、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14257                      

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 53 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年10月１日から５年10月１日まで 

  Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準報酬月額が厚生

年金基金の加入員記録と比較して低いので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 オンライン記録において、申立人の申立期間の標準報酬月額は 15 万円と記録されて

いるところ、Ａ社が加入するＢ基金（申立期間当時は、Ｃ基金）の加入員記録によると、

申立人の申立期間に係る標準給与月額は、申立人が主張する 53 万円と記録されている

ことが確認できる。 

 また、Ｂ基金は、申立期間当時、社会保険事務所、健康保険組合及び厚生年金基金へ

の届出書は、複写式の様式を使用していたとしている。 

 さらに、申立人が提出した申立期間に係る辞令書によると、申立人は、申立期間当時、

Ａ社Ｄ工場の副工場長であったことが確認できる。 

 これらを総合的に判断すると、申立期間について、事業主は、申立人が主張する標準

報酬月額（53万円）に係る届出を社会保険事務所に対して行ったと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14258                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る記録を昭和 42 年

４月 29 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 6,000 円とすることが必要である。   

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。  

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年４月29日から同年５月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に異動はあったが同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、元代表者及び同僚等の供述から判断すると、申立人はＡ社に継

続して勤務し（昭和42年４月29日に同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和 42 年

５月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主が当時、

申立人に係る事務手続を誤ったと認めていることから、事業主が昭和 42 年５月１日を

資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14259                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭

和 46 年４月１日、資格喪失日が 61 年４月１日とされ、当該期間のうち、同年３月 31

日から同年４月１日までの期間は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額

の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、申立人の同社における資格喪失日を同年４月１日とし、申立期間の

標準報酬月額を32万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年３月31日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入期間が無い。同社は、

年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、年金額の計算の基礎となっていないので、

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し

（昭和 61 年４月１日にＡ社から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 61 年２月の

オンライン記録から、32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主が当時、

申立人に係る事務手続を誤ったと認めていることから、事業主が昭和61年３月31日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年３月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14260                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

の記録を59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年12月１日から11年５月１日まで 

  Ａ社に勤務した元同僚と年金記録について話をしたところ、自分の申立期間に係る

厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準

報酬月額と相違していることが分かったので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

     オンライン記録によると、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額は、

当初、59万円と記録されていたところ、平成10年12月28日付けで、９年10月１日及

び10 年 10 月１日の定時決定の記録を取り消し、８年12 月１日の随時改定、９年10 月

１日及び 10 年 10 月１日の定時決定の記録が、それぞれ９万2,000 円に遡って減額訂正

されていることが確認できる。 

     また、オンライン記録によると、Ａ社の厚生年金保険被保険者記録がある複数の従業

員についても、申立人と同様、平成10年12月28日付けで標準報酬月額の記録が遡って

減額訂正されていることが確認できる。 

     さらに、Ａ社の当時の経理担当者は、「当時、当社は、社会保険料の滞納があり、社

長が何度か社会保険事務所に行っていた。」旨供述しているところ、同社に係る社会保

険料滞納処分票の記録から申立期間当時、同社は、社会保険料の滞納があったことが確

認できる。 

     加えて、申立人と同様、平成10年12月28日付けで標準報酬月額が遡及減額訂正され

た同僚及び従業員から提出された給与明細書及び給与メモによれば、申立期間において

は、それぞれ遡及訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が控除されていたこと

が確認できる。 

     これらを総合的に判断すると、平成10年12月28日付けで行われた遡及訂正処理は事



                      

  

実に即したものとは考え難く、申立人について８年12月１日に遡って標準報酬月額の減

額処理を行う合理的な理由があったとは認められないことから、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た59万円に訂正することが必

要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案14267 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成 10 年９月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を18万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間のうち、平成 10 年２月の厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められ、同年３月から同

年８月までの厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年２月28日から同年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の賃金台帳及び複数の従業員の供述により、申立人が申立期間において同社に継

続して勤務し、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づ

く標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における賃金台帳の

保険料控除額から、18万円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録によれば、Ａ社は、申立期間のうち、平成10年３月21日から

同年９月１日までの期間において適用事業所でないことが確認できる。しかし、同社は

法人格を有していることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満た

していたものと判断される。 

なお、事業主が、申立期間のうち、平成 10 年２月における申立人に係る厚生年金保



                      

  

険料の納付義務を履行したか否かについては、事業主に文書により照会したが、回答は

無く、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判

断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 

一方、申立期間のうち、平成 10 年３月から同年８月までにおける事業主の申立人に

係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否かについては、事業主は、申立人の当該

期間において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかっ

たと認められることから、申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14271～14273（別紙一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているところ、申

立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を＜標準賞

与額＞（別紙一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  

基礎年金番号 ：     別紙一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年12月23日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に同社から支給された賞与に係る厚生年金保

険の標準賞与額の記録が無いことが判明した。同社は、年金事務所に対して訂正の届

出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間の訂正記録は給付

に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった支給控除項目一覧表及び厚生年金保険被保険者賞与支払届の写

しにより、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、その主張する標準賞与額

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記支給控除項目一覧表において確認

できる厚生年金保険料控除額及び賞与額から、＜標準賞与額＞（別紙一覧表参照）とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出していなかった

ことを認めており、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していない

ことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 標準賞与額

14271 女 昭和49年生 52万2,000円

14272 男 昭和38年生 48万1,000円

14273 男 昭和55年生 41万2,000円



 

東京厚生年金 事案 14274～14279（別紙一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているところ、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、＜標準賞与

額＞（別紙一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  

基礎年金番号 ：      別紙一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ＜申立期間＞（別紙一覧表参照） 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に同社から支給された賞与に係る厚

生年金保険の標準賞与額の記録が無いことが判明した。同社は、年金事務所

に対して訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、

申立期間の訂正記録は給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった給料台帳の写しにより、申立人は、申立期間に同社か

ら賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であるこ

とから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。し

たがって、申立期間に係る標準賞与額については、上記給料台帳の写しにおい

て確認できる厚生年金保険料控除額又は賞与額から、＜標準賞与額＞（別紙一

覧表参照）とすることが妥当である。 



 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったことを認めており、また、当該賞与に係る厚生年金保険料に

ついても、納付していないことを認めていることから、これを履行していない

と認められる。 

 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所

平成16年12月15日 47万4,000円

平成17年 7月29日 37万 円

平成17年12月26日 49万1,000円

平成18年 7月21日 52万 円

平成18年12月15日 62万 円

平成19年12月17日 59万 円

平成18年 7月21日 15万6,000円

平成18年12月15日 23万4,000円

平成19年12月17日 41万9,000円

平成18年 7月21日 14万 円

平成18年12月15日 17万 円

平成19年12月17日 30万5,000円

平成16年12月15日 44万 円

平成17年 7月29日 35万 円

平成17年12月26日 43万1,000円

平成18年 7月21日 50万 円

平成18年12月15日 55万 円

平成19年12月17日 59万 円

平成18年 7月21日 23万4,000円

平成18年12月15日 34万 円

平成19年12月17日 39万 円

平成16年12月15日 30万7,000円

平成17年 7月29日 25万3,000円

平成17年12月26日 32万 円

平成18年 7月21日 36万 円

平成18年12月15日 39万6,000円

平成19年12月17日 41万9,000円

14277

14274 男

男 昭和44年生

昭和55年生

昭和48年生男

昭和44年生

14279 女 昭和31年生

申立期間 標準賞与額

14278 男 昭和55年生

14275

14276 男



                      

  

東京厚生年金 事案14280 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認められることから、申立期間の標準賞与額に係

る記録を、平成16年12月10日は５万円、17年７月８日は15万円、同年12月９日及

び18年７月７日は18万円、同年12月８日は19万8,000 円、19年７月13日は23万

円、同年12月14日は21万7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和54年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成16年12月10日 

② 平成17年７月８日 

③ 平成17年12月９日 

④ 平成18年７月７日 

⑤ 平成18年12月８日 

⑥ 平成19年７月13日 

⑦ 平成19年12月14日 

        Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていた

が、標準賞与額の記録が無い。厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる賞

与明細書を提出するので、申立期間の標準賞与額の記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与明細書及び普通預金の記録により、申立人は、平成 16 年

12月 10日、17年７月８日、同年12月９日、18年７月７日、同年12月８日、19年７

月 13 日及び同年 12 月 14 日にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与明細書において確認できる厚生年

金保険料控除額から、平成 16 年 12 月 10 日は５万円、17 年７月８日は 15 万円、同年

12月９日及び18年７月７日は18万円、同年12月８日は19万8,000円、19年７月13



                      

  

日は23万円、同年12月14日は21万7,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の納付義務の履行については、

事業主から回答は無いが、オンライン記録により、申立期間当時、Ａ社の被保険者がい

ずれも申立人と同様、賞与の記録が複数回にわたり無く、事業主が申立人の申立期間に

係る賞与支払届を提出したにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録しな

いことは考え難いことから、事業主は申立人の申立期間に係る賞与支払届を社会保険事

務所に提出しておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人の当該標準賞与額に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、これを履行していないと認め

られる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14281 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、平成 13 年５月

を 16 万円、15 年４月から同年６月までの期間を 14 万 2,000 円に訂正することが必要

である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、

明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年５月１日から17年４月１日まで 

Ａ社で厚生年金保険の加入記録がある申立期間の標準報酬月額が実際の給与額より

低くなっている。 

平成 12 年 11 月 16 日にＢ社で採用され、仕事内容も変わらず継続して勤務してい

るにもかかわらず、申立期間は関連会社のＡ社で厚生年金保険に加入し、Ｂ社のとき

より低い標準報酬月額となっているので、同社のときと同じ標準報酬月額(16 万円)

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成 15 年４月から同年６月までの期間について、Ａ社から提出さ

れた同年分賃金台帳により、申立人は、オンライン記録よりも高い標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記平成 15 年分賃金台帳におい

て確認できる厚生年金保険料控除額から、14万2,000円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち、平成 13 年５月については、オンライン記録の申立人に係る



                      

  

標準報酬月額が同年１月から同年４月までの４か月間は16 万円、同年５月から同年 12

月までの８か月間は 11 万円と記録されているが、Ｃ県Ｄ郡Ｅ町から提出された平成14

年度住民課税証明書により、13 年分の社会保険料控除額が、21 万 6,566 円であること

が確認できるところ、当該控除額は、16 万円の標準報酬月額に基づく保険料額の５か

月分及び 11 万円の標準報酬月額に基づく保険料額の７か月分の合計額にほぼ見合う額

となっている。 

さらに、オンライン記録では、上記のとおり、平成 13 年１月から同年４月までの標

準報酬月額は 16 万円と記録されていることから判断すると、申立人は、同年５月につ

いてオンライン記録よりも高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認められることから、申立人の同年５月の標準報酬月額を 16

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主による納

付義務の履行については、事業主は不明としており、これを確認できる資料が無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、平成 13 年６月から 15 年３月まで及び同年７月から 17 年３

月までの期間については、上記平成14年度住民課税証明書、Ａ社から提出された14年

分から16年分までの賃金台帳及び17年支給控除一覧表により、申立人の厚生年金保険

料控除額に基づく標準報酬月額が、オンライン記録の標準報酬月額と同額であると判断

できることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14282 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成８年６月１日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を14万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年３月20日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

の給与明細書と社会保険料支払額が記載された預り証を提出するので、厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が平成８年５月 31 日までＡ社に継続して勤務し

ていたことが確認できる。 

さらに、申立人から提出された平成８年３月分の賃金支払明細書並びに同年４月分及

び同年５月分の社会保険料支払額が記載された預り証から、申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記賃金支払明細書及び預り証において

確認できる厚生年金保険料控除額から、14万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主に二回照会したが回答が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14289 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額については、当該期間のうち平成13年８月か

ら14年９月までは20万円に訂正することが必要である。 

また、申立人の申立期間①における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成14

年10月から15年８月までは24万円、同年９月から16年８月までは28万円、同年９月から

17年８月までは30万円、同年９月から18年８月までは32万円、同年９月から19年８月ま

では34万円及び同年９月から20年２月までは36万円とされているところ、当該額は厚生

年金保険法第75条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬

月額はそれぞれ訂正前の19万円とされているが、申立人は、申立期間①のうち、14年10

月から15年７月まで及び17年２月から20年２月までについて、その主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の当該期間における標準報酬月

額に係る記録を、14年10月から15年３月までは20万円、同年４月から同年７月までは26

万円、17年２月から18年４月までは24万円、同年５月から19年８月までは30万円及び同

年９月から20年２月までは28万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立人は、申立期間②について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立人の申立

期間に係る標準賞与額を１万9,000円とすることが必要である。 

さらに、申立人の申立期間③に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、申立人の申立期間にお

ける標準賞与額に係る記録を33万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  



                      

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成13年８月21日から20年３月１日まで 

② 平成15年７月５日 

③ 平成18年12月５日 

Ａ法人に勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額が、保険

料控除額に見合う標準報酬月額と相違し、また、申立期間②及び③の標準賞与額の記

録が無いことが分かった。同法人は、事後訂正の届出を行ったが、各申立期間の訂正

後の記録は給付に反映されないので、給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているとこ

ろ、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び厚

生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①の標準報酬月額については、平成13年８月から17年12月ま

では、申立人が保管している給与支給明細書において、また、18年１月から20年３月

までは、給与支給明細書及び事業主が提出した賃金台帳において確認できる保険料控

除額から、13年８月から15年３月までは20万円、同年４月から同年７月までは26万円、

17年２月から18年４月までは24万円、同年５月から19年８月までは30万円及び同年９

月から20年２月までは28万円とすることが妥当である。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）に誤って提出

したことを認めており、当該期間に係る厚生年金保険料を納付していないと認めてい

ることから、これを履行していないと認められる。 

なお、申立期間①のうち、平成15年８月及び同年10月から17年１月までの標準報酬

月額については、給与支給明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見

合う標準報酬月額が、オンライン記録で確認できる標準報酬月額と一致あるいは低額

であり、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

一方、当該期間のうち、平成15年９月の標準報酬月額については、申立人は同年10

月の給与支払明細書を保有していないことから、当該期間の前後の保険料控除額から

判断して、当該期間においても同額の保険料が控除されていたものと推認でき、当該

保険料控除額に見合う標準報酬月額はオンライン記録で確認できる標準報酬月額と一

致していることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間のうち平成15年９月について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、賞与支給明細書により、申立人は、平成15年７月５日に、Ａ



                      

  

法人から賞与の支払を受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間②の標準賞与額については、賞与支給明細書における保険料

控除額から、１万9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立人の申立期間に係る賞与の届出を提出しておらず、当該賞与に係る厚生年金保険

料を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

３ 申立期間③について、賞与支給明細書により、申立人は、平成18年12月５日に、Ａ

法人から賞与の支払を受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、標準賞与額については、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認め

られる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であるこ

とから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間③の標準賞与額については、賞与支給明細書における保険料

控除額から、33万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、当

該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務手

続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事務所は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14290 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち平成15年

６月及び同年７月を22万円に訂正することが必要である。 

また、申立人の申立期間①における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成16

年９月から17年８月までは26万円、同年９月から18年８月までは28万円、同年９月から

19年８月までは30万円及び同年９月から20年２月までは32万円とされているところ、当

該額は厚生年金保険法第75条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎とな

る標準報酬月額はそれぞれ訂正前の20万円とされているが、申立人は、申立期間①のう

ち、18年５月から20年２月までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間①における当該期間の標準報酬月

額に係る記録を18年５月から19年８月までは28万円、同年９月から20年２月までは26万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

また、申立人は、申立期間②について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立人の申立

期間の標準賞与額を１万5,000円とすることが必要である。 

さらに、申立人に係る申立期間③の標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、申立人の申立期間にお

ける標準賞与額に係る記録を30万4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和55年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 



                      

  

申 立 期 間 ： ① 平成14年６月21日から20年３月１日まで 

② 平成15年７月５日 

③ 平成18年12月５日 

Ａ法人に勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額が、保険

料控除額に見合う標準報酬月額と相違し、また、申立期間②及び③の標準賞与額の記

録が無いことが分かった。同法人は、事後訂正の届出を行ったが、各申立期間の訂正

後の記録は給付に反映されないので、給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているが、

特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び厚生年

金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金

保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であること

から、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①の標準報酬月額については、平成15年６月から17年12月ま

では、申立人が保管する給与支給明細書において、また、18年１月から20年２月まで

は給与支給明細書及び事業所が提出した賃金台帳において確認できる保険料控除額か

ら、平成15年６月及び同年７月は22万円、18年５月から19年８月までは28万円及び同

年９月から20年２月までは26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）に誤って提出

したことを認めており、当該期間に係る厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を除く。）を納付していないことを認めていることから、これを

履行していないと認められる。 

また、申立期間①のうち、平成 14 年６月から 15 年５月まで及び同年８月から 18

年４月までの標準報酬月額については、給与支給明細書において確認できる報酬月額

又は保険料控除額に見合う標準報酬月額が、オンライン記録で確認できる標準報酬月

額と一致あるいは低額であることから、特例法による保険給付の対象に当たらないた

め、あっせんは行わない。 

２ 申立期間②について、賞与支給明細書により、申立人は、平成15年７月５日に、Ａ

法人から賞与の支払を受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間②の標準賞与額については、賞与支給明細書における保険料

控除額から、１万5,000円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立人の申立期間に係る賞与の届出を提出しておらず，当該賞与に係る厚生年金保険

料を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

３ 申立期間③について、賞与支給明細書により、申立人は、平成18年12月５日に、Ａ

法人から賞与の支払を受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、標準賞与額については、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認め

られる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であるこ

とから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間③の標準賞与額については、賞与支給明細書における保険料

控除額から、30万4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、当

該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務手

続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事務所は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14291 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成16年９月

から17年８月までは26万円、同年９月から18年８月までは28万円、同年９月から19年８

月までは30万円及び同年９月から20年２月までは32万円とされているところ、当該額は

厚生年金保険法第75条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準

報酬月額はそれぞれ訂正前の24万円とされているが、申立人は、当該期間のうち、18年

５月から20年２月までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取

り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、申立人の申立期間①における標準報酬月額に係る記録を18年

５月から同年12月までは30万円、19年１月は28万円、同年２月から同年８月までは30万

円及び同年９月から20年２月までは28万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立人は、申立期間②について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立人の申立

期間の標準賞与額を１万6,000円とすることが必要である。 

さらに、申立人の申立期間③に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、申立人の申立期間にお

ける標準賞与額に係る記録を31万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成14年９月20日から20年３月１日まで 

② 平成15年７月５日 



                      

  

③ 平成18年12月５日 

Ａ法人に勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額が、保険

料控除額に見合う標準報酬月額と相違し、また、申立期間②及び③の標準賞与額の記

録が無いことが分かった。同法人は、事後訂正の届出を行ったが、各申立期間の訂正

後の記録は給付に反映されないので、給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているとこ

ろ、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び厚

生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①の標準報酬月額については、申立人が保管する給与支給明

細書及び事業所が提出した賃金台帳において確認できる保険料控除額及び報酬額から、

平成18年５月から同年12月までは30万円、19年１月は28万円、同年２月から同年８月

までは30万円及び同年９月から20年２月までは28万円とすることが妥当である。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立人の申立期間に係る届出を社会保険事務所（当時）に誤って提出し、また、当該

期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行

していないと認められる。 

なお、申立期間①のうち、平成14年９月から18年４月までの標準報酬月額について

は、給与支給明細書（平成16年３月から同年６月までを除く。）において確認できる

報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額が、オンライン記録で確認できる標

準報酬月額と一致あるいは低額であることから、特例法による保険給付の対象に当た

らないため、あっせんは行わない。 

一方、当該期間のうち、平成 16 年３月から同年６月までの期間に係る標準報酬月

額については、申立人は給与支払明細書を保有していないが、当該期間の前後の保険

料控除額から判断して、当該期間においても同額の保険料が控除されていたと推認で

き、当該保険料額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録で確認できる標準報酬月

額と一致していることが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、賞与支給明細書により、申立人は、平成15年７月５日に、Ａ

法人から賞与の支払を受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立



                      

  

人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間②の標準賞与額については、賞与支給明細書における保険料

控除額から、１万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立人の申立期間に係る賞与の届出を提出しておらず、当該賞与に係る厚生年金保険

料を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

３ 申立期間③について、賞与支給明細書により、申立人は、平成18年12月５日に、Ａ

法人から賞与の支払を受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間②の標準賞与額については、賞与支給明細書における保険料

控除額から、31万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、当

該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務手

続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事務所は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14292 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在はＢ社）Ｃ支店における資格取得日に係る記

録を昭和24年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を8,000円とすることが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年７月１日から25年３月１日まで 

Ａ社Ｃ支店に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申

立期間に本社・支店間の異動はあったが、継続して勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社が保管している職員台帳及び同社が作成した申立人に係る在籍証

明書から判断すると、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務し（昭和24年７月１日に同社本

社から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭和25年３月の社

会保険事務所（当時）の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

当時の資料が残っていないため保険料を納付したか否かについては不明としており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立てどおり

の被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14295 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 30 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和62年10月１日から同年11月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、それ以前

の標準報酬月額より低くなっている。申立期間も給与の減額はなかったので、正しい

記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の申立期間の標準報酬月額は 17 万円と記録されて

いるところ、厚生年金基金の加入員記録により、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は、30万円と記録されていることが確認できる。 

また、Ａ社から提出のあった厚生年金基金加入員標準給与決定通知書の訂正届の写し

により、申立人の昭和62年10月の標準報酬月額は17万円から30万円に変更されてい

ることが確認できる。 

さらに、Ａ社は、「申立期間当時、社会保険事務所及び厚生年金基金への各種届出は、

複写式の様式であった。」と回答していることから、社会保険事務所に対しても厚生年

金基金と同様に申立人の標準報酬月額の訂正の届出を行ったと判断できる。 

これらを総合的に判断すると、申立期間について、事業主は、申立人が主張する標準

報酬月額（30万円）に係る届出を社会保険事務所に対して行ったと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14296 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る記録を昭和 54 年

11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を22万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年10月31日から同年11月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に異動はあったが、同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社から提出のあった申立人に係る辞令及び従業員台帳から判

断すると、申立人が同社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間における異動日については、辞令及び従業員台帳では昭和54年10月

21 日付けの異動と記載されているが、Ａ社は、「申立人の実際の異動日は同年11 月１

日であった。」旨回答しており、申立人も、「Ｂ工場での勤務は同年10月31日までで、

Ｃ工場に同年 11 月１日に挨拶に行ったことを覚えている。」と供述していることから、

同年11月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭和 54 年

９月の社会保険事務所（当時）の記録から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和54年11月１日と届け出たにもかか

わらず、社会保険事務所がこれを同年10月31日と誤って記録することは考え難いこと

から、事業主は資格喪失日を同年10月31日として届出を行い、その結果、社会保険事

務所は申立人に係る同年 10 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険



                      

  

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14297 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社における資格喪失日に係る記

録を昭和 37 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年６月11日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に異動はあったが、同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

なお、申立期間における異動日については、Ｂ社は、当時の資料が無く不明としているが、

申立人は、「Ａ社では通常１日付けの異動であった。」と供述しており、同社Ｃ支社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿において、同社同支社における同僚の資格取得日は全て１日

付けであることが確認できることから、昭和37年７月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和 37 年５月の社

会保険事務所（当時）の記録から、１万6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は

不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判

断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立てどおり

の被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14300 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、平成６年６月 29 日であると認められることか

ら、申立期間の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年６月25日から同年６月29日まで 

昭和37年４月から平成14年６月までＢ社に勤務し、その間、同社の子会社に出向

したが、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間には、子会社であるＡ

社からＣ社に転籍したが、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社及びＡ社の回答により、申立人は、申立期間においてＡ社に継続して勤務してい

たことが推認できる。 

また、Ａ社の元総務課長は、申立人は同社では取締役総務部長であったが、取締役を

退任しても同社の社員であって、継続して勤務していたことから、申立人の申立期間に

係る厚生年金保険の被保険者記録が無いことは当時の担当者の間違いであるとしている。 

さらに、Ａ社が保管しているＣ社の会社概要により、申立人が平成６年６月 29 日に

同社の取締役に就任したことが確認でき、同日付けで同社において厚生年金保険被保険

者資格を取得していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立期間に係る申立人のＡ社における資格喪失日は平

成６年６月29日であると認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14301 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 51 年５

月１日に訂正し、申立期間に係る標準報酬月額を20万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年４月30日から同年５月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。１日も空

けること無く関連会社であるＢ社に移ったので、申立期間について厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ａ社の人事を継承したＣ社からの回答及び複数の同僚の回答か

ら判断すると、申立人が昭和51年４月30日までＡ社に勤務し、申立期間の厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、オンライン記録によれば、Ａ社は、申立期間において適用事業所としての記録

は無いが、商業登記簿謄本によると、同社は申立期間において法人格を有しており、同

社の被保険者８人全員が昭和51年４月30日に被保険者資格を喪失し、同年５月１日に

はＢ社で被保険者資格を取得していることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事

業所の要件を満たしていたものと判断される。 

   さらに、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 51 年３月

の社会保険事務所（当時）の記録から、20万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保

険料を納付したかどうかについては不明としているが、事業主は、適用事業所でありな

がら社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったことが認められることから、事業

主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14302 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は昭和24年10月１日、資格喪失日は同年11月12

日であると認められることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失

日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、3,500円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年10月１日から26年頃まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に同社に勤務

したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和24年10月１日から同年11月12日までの期間について、申立

人の詳細な記憶及びＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人は同

年10 月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年11 月 12 日に資格を喪失し

た後、遡って被保険者期間を取り消す手続が行われていることから、申立人は、当該期

間に同社に勤務していたことが確認できる。 

一方、Ａ社に係る適用事業所名簿では、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなった日は、昭和 24 年７月１日と記録されているところ、上記被保険者名簿では、

「24 年 11 月 20 日喪失」の記録を二重線で訂正し、「24 年７月１日喪失」と記載され

ていることが確認できる。 

このことから、Ａ社は当初、昭和 24 年 11 月 20 日付けで厚生年金保険の適用事業所

に該当しなくなった届出を提出したものの、その後、当該日を同年７月１日に変更した

ため、申立人の資格取得に係る記録を遡って取り消す手続が行われたと推認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について昭和24年10月１日に資格取得した旨

の記録を遡って取り消す合理的な理由は無く、当該取消処理に係る記録は有効なものと

は認められないことから、申立人のＡ社における当初の記録から資格取得日を同年 10

月１日、喪失日を同年11月12日に訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における当該取消処理前の



                      

  

社会保険事務所（当時）の記録から、3,500円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和24年11月12日から26年頃までについては、Ａ社は既

に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、同社の事業主は同社での厚生年金保

険の加入記録が無く所在が不明であることから、申立人の当該期間における勤務実態及

び保険料控除についての供述を得ることができない。 

また、上記被保険者名簿により加入記録がある同僚８人について調査したところ、７

人は所在が不明であり、住所が判明した一人は申立人を記憶していなかったことから、

これらの者から申立人の当該期間における勤務実態及び保険料控除についての供述を得

ることができない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14303 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和23 年 10 月３日から同年 11 月１日までの期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る記録を同年 11 月１日に訂正し、当該期

間の標準報酬月額を7,500円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和23 年 11 月１日から同年 12 月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立人のＡ社Ｃ工場における資格取得日に係る記録を同年 11 月１日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額を8,100円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和23年10月３日から同年11月１日まで 

② 昭和23年11月１日から同年12月１日まで 

   Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無い。しかし、同社

Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動はあったが、継続して勤務していたので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された人事記録台帳から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（昭和23年11月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、申

立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

 また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭和 23

年９月の社会保険事務所（当時）の記録から7,500円、申立期間②の標準報酬月額につ

いては、申立人の同社Ｃ工場における同年 12 月の社会保険事務所の記録から 8,100 円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不明



                      

  

としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社会保険事務所に行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認め

られない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14310 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を平成８年２月１日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を10万4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年２月１日から同年３月１日まで 

Ａ社に平成８年２月１日から10年９月30日まで勤務し、給与から厚生年金保険料

が 32 か月分控除されているにもかかわらず、厚生年金保険被保険者の資格取得日が

８年３月１日と記録され、加入月数は 31 か月しか無い。勤務した全期間の給与支払

明細書を提出するので、申立期間も厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことが認められ

る。 

一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の資格取得日は

平成８年３月１日、資格喪失日が10 年 10 月１日と記録され、被保険者月数が 31 か月

とされている。 

しかしながら、申立人が提出した平成８年２月から 10 年９月までの期間のＡ社発行

の給与支払明細書によると、申立期間の給与から厚生年金保険料が控除されていること

が確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づ

く標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額



                      

  

を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書における報酬月額

から、10万4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の資格取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に誤って提出し、申立期間に係

る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していない

と認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14311 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を100万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年２月 27 日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、社会保険事務所（当時）に事後訂正の届出を行ったも

のの、保険料は時効により納付できず、申立期間の記録は給付に反映されないので、

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成20年１月11日付け賃金台帳により、申立人は、申立期間に

同社から賞与の支払を受け、100 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業主は、申立

期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出していなかったこと、また、当該賞与に

係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認めていることから、これを履

行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14312 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を100万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和52年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年２月 27 日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、社会保険事務所（当時）に事後訂正の届出を行ったも

のの、保険料は時効により納付できず、申立期間の記録は給付に反映されないので、

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成20年１月11日付け賃金台帳により、申立人は、申立期間に

同社から賞与の支払を受け、100 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業主は、申立

期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出していなかったこと、また、当該賞与に

係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認めていることから、これを履

行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14313 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 29 万 5,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和54年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年12月12日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、記録訂正の届出を行ったが、申立期間の記録は給付に

反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を

受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確認できる賞与額

から、29万5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出しておら

ず、また、当該賞与に係る保険料を納付していないことを認めていることから、これ

を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14314 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 35 万 7,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年12月12日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、記録訂正の届出を行ったが、申立期間の記録は給付に

反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確認できる賞与額か

ら、35万7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出しておらず、

また、当該賞与に係る保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行

していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14315 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 49 万 5,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年12月12日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、記録訂正の届出を行ったが、申立期間の記録は給付に

反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確認できる賞与額か

ら、49万5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出しておらず、

また、当該賞与に係る保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行

していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14316 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 18 万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年12月12日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、記録訂正の届出を行ったが、申立期間の記録は給付に

反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確認できる厚生年金

保険料控除額から、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出しておらず、

また、当該賞与に係る保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行

していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14317 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 47 万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年12月12日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、記録訂正の届出を行ったが、申立期間の記録は給付に

反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賃金台帳により、申立人は、Ａ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準賞与

額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内

であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、賃金台帳において確認できる保険料控除額

から、47万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出しておらず、また、当該賞

与に係る保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認めら

れる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14320 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ協会Ｂ事業所における資格取得日に係る記録を昭

和49年５月31日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万8,000円とすることが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年５月 31日から同年６月５日まで 

Ａ協会に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期

間中、社内異動はあったが同協会には継続して勤務し、厚生年金保険料が給与から控

除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ協会から提出のあった人事記録から判断すると、申立人は、

同協会に継続して勤務し（昭和 49 年５月 31 日に同協会本部から同協会Ｂ事業所に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ協会Ｂ事業所における昭和

49年６月のオンライン記録から、６万8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14325 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記録を

昭和47年７月21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万5,000円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年７月21日から同年８月21日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

は、関連会社に出向していたが、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人は、Ａ社の関連会社に継

続して勤務し（昭和47年７月21日にＣ社からＡ社Ｄ支店に出向）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 47 年８月の

健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、４万5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は確認

できる資料が無く不明である旨回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14326 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ａ社本店）における資格喪失日に係る記

録を昭和 41 年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 9,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生     

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年 11月１日から 41年２月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に異動はあったが、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社本店から提出された人事記録から判断すると、申立人は、

Ａ社に継続して勤務し（Ａ社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間における異動日については、Ａ社Ｂ支店に係る事業所別被保険者名簿

の記録から、同社同支店は、昭和 41 年２月１日に厚生年金保険の適用事業所となって

いることが確認でき、同社本店は、「昭和 41 年２月１日まではＡ社Ｂ支店において厚

生年金保険に加入することができなかったため、当社において加入すべきだったと考え

られる。」と供述していることから判断すると、同年２月１日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和40年10月の

事業所別被保険者名簿の記録から、３万9,000円とすることが妥当である。      

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不明

としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て



                      

  

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14327 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を平成 19 年１月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を41万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生     

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年１月１日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に平

成 19 年１月に入社し、厚生年金保険料を控除されていたので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された給料明細書、在籍証明書、給与証明書及び「19 年賃金台帳」か

ら、申立人が同社に平成 19 年１月１日から継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給料明細書及び「19 年賃金台帳」の保

険料控除額及び報酬額から、41万円とすることが妥当である。      

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の資格取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、申立期間

に係る保険料についても納付していないことを認めていることから、これを履行してい

ないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14328 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)Ｃ出張所における資格取得日に係る

記録を昭和35 年 11 月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万2,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年11月16日から同年12月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

は、同社Ｄ出張所から同社Ｃ出張所に異動したが、継続して勤務していた。給与明細

書を提出するので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人から提出されたＡ社に係る給与明細書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（Ａ社Ｄ出張所から同社Ｃ出張所に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の異動日については、Ｂ社の担当者は、当時の関係資料が既に無いため、

判明しない旨供述しているものの、申立人は、昭和35年11月に異動した旨供述してい

ること、また、申立人から提出された同年 11 月分以降の給与明細書において、「Ａ社

Ｃ出張所」と記載されていることから判断すると、同年11月16日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書において確認できる保険料控

除額及び報酬月額から、１万2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事

業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか



                      

  

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14329 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 62 万円とされて

いるところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額

の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の16万円とされている。 

しかしながら、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（62 万

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 62 万円とすることが必要

である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年９月 19 日から20年５月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が相違していた。同社は、事後訂正の届出を行ったが、訂正後の記録は、年金給

付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初 16 万円

と記録されたが、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年

６月に62万円に訂正されたところ、厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額

の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（62 万円）ではなく、

当初記録されていた標準報酬月額（16万円）となっている。 

しかしながら、Ｂ社から提出された「給与支給額明細問い合わせ」から、申立期間に

ついて、申立人が主張する標準報酬月額（62 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



                      

  

主は、申立人の申立期間に係る報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って

提出し、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14330   

 

第１ 委員会の結論 

     申立期間①のうち、平成11年６月27日から同年７月１日までの期間について、申立

人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることか

ら、申立人のＡ事務所における資格喪失日に係る記録を同年７月１日に訂正し、同年６

月の標準報酬月額を17万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

また、申立期間②のうち、平成12年９月１日から同年10月１日までの期間について、

申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＢ事務所における当該期間の標準

報酬月額に係る記録を24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等     

氏    名 ： 女    

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：     

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成10年12月１日から11年７月１日まで  

             ② 平成11年７月１日から14年８月27日まで  

Ａ事務所に勤務した申立期間①のうち、平成 10 年 12 月から 11 年５月までの期間

について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際にもらっていた報酬月額より低くな

っている。給料支払明細書を提出するので、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。

また、同事務所に勤務した期間のうち、同年６月の厚生年金保険の加入記録が無い。

退職日が確認できる同年の給与所得の源泉徴収票及び「特定退職金共済制度退職一時

金のお支払について」の証明書を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

また、Ｂ事務所に勤務した申立期間②の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際にも

らっていた報酬月額に見合う標準報酬月額より低くなっている。給料支払明細書を提

出するので、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 



                      

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、平成 11 年６月 27 日から同年７月１日までの期間について、

雇用保険の加入記録、｢平成 11 年分給与所得の源泉徴収票｣、「特定退職金共済制度

退職一時金のお支払について」及び同年６月分の給料支払明細書から、申立人がＡ

事務所に同年６月 30 日まで勤務し、同年６月に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、     

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立人の平成 11 年６月の標準報酬月額については、給料支払明細書

において確認できる保険料控除額から、17万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立人の資格喪失日を平成11年６月27日として届け出たことを認めており、当該期

間の保険料を納付していない旨回答していることから、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る同年６月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所

が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成10年12月１日から11年６月27日までの期間につ

いて、申立人から提出された10 年 12 月から 11 年５月までの給料支払明細書による

と、報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録より高いことが確認できるも

のの、厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月

額と一致していることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 

２ 申立期間②のうち、平成 12 年９月について、申立人のＢ事務所における標準報酬

月額については、給料支払明細書の厚生年金保険料控除額から、24 万円に訂正する

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

実際の報酬額より低い報酬月額を届け出たことを認めており、給料支払明細書から確

認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額に基づく保険料を納付していな

い旨回答していることから、社会保険事務所は、申立人が主張する標準報酬月額に基

づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間②のうち、平成11 年７月から 12 年８月までの期間及び同年 10 月

から 14 年７月までの期間について、給料支払明細書によると、報酬月額に見合う標

準報酬月額は、オンライン記録より高いことが確認できるものの、厚生年金保険料控



                      

  

除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致していることか

ら、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14333 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社における資格喪失日に係る記

録を昭和 34 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年３月19日から同年４月１日まで 

Ａ社の本社から同社のＣ営業所へ転勤した時期が、厚生年金保険に未加入であるこ

とが分かった。同社には昭和28 年 11 月から平成３年 10 月まで継続して勤務してい

たので、申立期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された在籍証明書及び雇用保険の記録から判断すると、申立人がＡ社に継続し

て勤務し（同社本社から同社Ｃ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間における異動日については、Ｂ社は「現在、１日付けの異動が多いので、当

時も１日付けの異動であったと推測できる。」と回答していることから、昭和 34 年４月１日

とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和 34 年２月の社

会保険事務所（当時）の記録から、１万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保険料

を納付したか否かについては不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立てどお

りの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14334 

  

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が主張する昭和 49 年 10 月 16 日に厚生年金保険被保険者資格を取

得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められることから、申立期

間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日を同日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

については16万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和49年10月16日から同年11月16日まで 

ねんきん特別便を見て、申立期間について加入期間が無いことが分かった。Ａ社の

グループ会社には、昭和36 年４月４日の入社から平成 17 年６月 19 日の退職まで継

続して勤務し、１日も空けたことが無いので、申立期間について厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された回答書、Ｂ年金基金加入者台帳、健康保険加入証明書及び同僚の

供述から判断すると、申立人が申立期間にＣ社（現在は、Ｄ社）に継続して勤務してい

たことが認められる。  

また、Ｃ社に係る厚生年金保険被保険者原票には、申立人の資格取得日は昭和 49 年

11 月 16 日と記載されているもの、上記Ｂ年金基金加入者台帳の記録における資格取得

日は同 年 10 月 16 日となっており、Ｄ社は、申立期間当時、社会保険事務所及び当該

企業年金基金への届出書は、複写式の様式を使用していた旨回答していることから、申

立期間当時、Ｃ社においては、当該企業年金基金に提出されたものと同一のものを社会

保険事務所に届け出ていたものと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、昭和49 年 10月 16日に被保険者資格を取

得した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＢ年金基金加入者台帳の記

録から、16万円とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案14335 

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社本社における資格喪失日に係る記録を昭和 49 年

11 月１日に訂正し、当該期間における標準報酬月額の記録を、同年９月は 12 万 6,000

円、同年10月は11万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立期間②については、申立人のＡ社本社における厚生年金保険被保険者資格

取得日は、昭和50年10月１日であると認められることから、申立期間②の資格取得日

に係る記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和49年９月28日から同年11月１日まで 

               ： ② 昭和50年10月１日から同年10月４日まで 

申立期間①については、昭和 48 年３月から現在までＡ社に継続して勤務している

が、同社Ｂ工場へ転勤したときの厚生年金保険の加入記録が漏れているので、記録を

訂正してほしい。 

申立期間②については、Ａ社Ｂ工場から本社へ転勤したときの資格取得日が誤って

いるので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の加入記録、Ａ社からの回答書等から判断すると、申

立人が同社に継続して勤務し（昭和49年11月１日に同社本社から同社Ｂ工場に異動）、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。  

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和 49 年８

月及び50年10月の社会保険事務所（当時）の記録から49年９月は12万6,000円、同

年10月は11万8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ



                      

  

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

申立期間②について、雇用保険の加入記録により、申立人がＡ社に継続して勤務して

いたことが認められる。 

また、Ａ社は、「従業員の転勤、異動については、当該期間当時から原則として１日

付けであった。」と回答していることから、申立人は、同社本社に、昭和50年10月１

日から勤務していたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社本社における資格取得日は、昭和 50 年

10月１日であると認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14338 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①のうち、昭和23年12月１日から24年１月１日までの期間の厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ

支店（現在は、Ａ社Ｃ本店）における資格取得日に係る記録を23年12月１日に訂正し、当該

期間の標準報酬月額を4,200円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る記録を昭和 26 年４月

１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人の申立期間①のうちの昭和23年12月及び申立期間②に係る厚生年

金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和23年７月１日から24年１月１日まで 

             ② 昭和26年３月１日から同年４月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、両申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。昭和

23 年７月から同社Ｂ支店に勤務し、両申立期間も継続して勤務していたので、両申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社から提出された申立人の人事カードによると、入社日が昭

和23年12月１日となっており、雇用保険も資格取得日が同日となっていること及び申

立人から提出された同年 12 月分のものと認められる給与明細書で厚生年金保険料が控

除されていることが確認できることから、申立人が同日から同社Ｂ支店で勤務し、厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、昭和23年12月の標準報酬月額については、申立人から提出された給与明細書

において確認できる報酬月額及び保険料控除額から、4,200 円とすることが妥当である。 

申立期間②について、申立人は、Ａ社Ｂ支店で当該期間も継続して勤務していたと供

述しているところ、雇用保険の加入記録及び同社から提出された申立人の人事カードか

ら、申立人が、当該期間を含め昭和23年12月１日から44年７月25日まで同社に継続



                      

  

して勤務していたことが確認できる。 

また、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、従業員に照会した

ところ、複数の従業員が、申立人は申立期間②及びその前後の期間に同社同支店で内勤

の事務を行っていたと供述している。 

さらに、Ａ社Ｃ本店の現在の人事担当者は、申立人の厚生年金保険の加入記録が、昭

和24年１月１日から26年３月１日までは同社Ｂ支店、同年４月１日から36年10月５

日までは同社本社となっており、その間に当たる申立期間②の厚生年金保険の加入記録

が無いことについては不明であるが、仮に、申立人が退職後再入社したとしたら、社員

番号は変わるはずであるが、申立人の人事カードによると、社員番号は変更が無く継続

しており、申立人が同社に当該期間も継続して勤務していたことは間違いないと供述し

ている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 26 年４月１

日にＡ社Ｂ支店から同社本社へ異動）、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店の資格喪失時にお

ける昭和 26 年２月及び同社本社の資格取得時における同年４月の社会保険事務所（当

時）の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間①のうち、昭和23年12月及び申立期間②に係る保険料の事

業主による納付義務の履行については、事業主は、保険料を納付したか否かについては

不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったと

は認められない。 

一方、申立期間①のうち、昭和23年７月１日から同年12月１日までの期間について

は、Ａ社は、申立人に関する資料を上記人事カードのほかには保存しておらず、同社Ｂ

支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、従業員に照会したところ、複数の

従業員が申立人を記憶しているものの、申立人が当該期間に勤務していたことを記憶し

ている者は無く、申立人も当該期間における給与明細書を保有していないことから、申

立人の当該期間における勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認することがで

きない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14339 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所における資格取得日は昭和24年４月１日、資格喪失日は25年３月

１日であると認められることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 24 年４月は 7,800 円、同年５月か

ら25年２月までは8,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和23年９月又は同年10月から25年６月末まで 

Ａ事業所に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同事業所に勤務し

たことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ局からの回答によると、申立人のＡ事業所における厚生年金保険の資格取得日は昭

和24年４月１日、資格喪失日は25年３月１日となっており、申立人が同事業所に勤務

していたことが確認できる。 

一方、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人と生年月

日が一致し、氏名の漢字表記が一部異なる被保険者の記録があり、その資格取得日は昭

和24年４月１日、資格喪失日は25年３月１日となっていることが確認でき、また、厚

生年金保険被保険者台帳によると、申立人と生年月日及び氏名の漢字表記が一部異なる

被保険者の記録があり、その資格取得日は24年４月１日、資格喪失日は25年３月１日

となっていることが確認できるとともに、当該被保険者と生年月日及び氏名が同一の者

が厚生年金保険被保険者記号番号払出簿によると、24 年４月１日に資格取得している

ことが確認できるところ、これらの記録は基礎年金番号に未統合となっている。 

また、Ｂ局で記録されている申立人の厚生年金保険記号番号と、上記の未統合となっ

ている者の厚生年金保険記号番号は一致している。 

これらを総合的に判断すると、上記未統合の記録は申立人の記録であると認められ、

事業主は、申立人が昭和24 年４月１日に被保険者資格を取得し、25 年３月１日に資格

を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったと認められる。 

申立人の昭和24年４月から25年２月までの標準報酬月額については、上記未統合の

記録から、24年４月は7,800円、同年５月から25年２月までは8,000円とすることが



                      

  

妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 23 年９月（又は同年 10 月）から 24 年４月１日までの

期間については、Ａ事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは同年４月１日であ

り、当該期間は適用事業所となっていない。 

また、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業員に照

会したが、申立人を記憶している者が無く、昭和 23 年９月（又は同年 10 月）から 24

年４月１日までの期間及び 25 年３月１日から同年６月末までの期間については、申立

人の勤務実態について確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14341 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 17 年６月１

日に、資格喪失日に係る記録を 20 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、

17 年６月から 18 年４月までは 20 円、同年５月から 19 年４月までは 50 円、同年５月

から20年４月までは80円、同年５月から同年８月までは110円とすることが必要であ

る。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間： 昭和17年６月１日から20年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、昭和 17 年６月

に入社し、終戦により工場が閉鎖される 20 年８月まで継続して勤務していたので、

申立期間も被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時にＡ社で勤務していた従業員（Ｂ学校の同級生）は、終戦まで申立人と

一緒に同社に勤務していた旨供述している。 

また、Ａ社において昭和 16 年４月に入社し申立期間を含め厚生年金保険の加入記録

がある従業員（Ｂ学校の同級生）は、申立人は自分より１年後に入社し戦地に赴く 20

年６月１日までは、確かに勤務していた旨供述している。 

これらのことから判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社に勤務していたこと

が推認できる。 

   さらに、申立人は、申立期間当時に機関砲のやすりがけ業務を行っていたと供述して

いるところ、申立人と同職種の業務に従事していた複数の従業員は、Ａ社に係る健康保

険労働者年金保険被保険者名簿に氏名があり、いずれも労働者年金保険法の適用開始日

（昭和 17 年６月１日）前の被保険者資格取得日の記録が確認できる。このことから、

申立人は、労働者年金保険法の被保険者対象であった筋肉労働者であり、申立人と同職



                      

  

種の同僚全てに加入記録があることから、申立人も労働者年金保険に加入していたと考

えられる。 

   なお、申立人は、実家の飲食店が企業整備令により営業できなくなり、通学にも便利

であったＡ社へ昭和 17 年６月１日に志願して入社した旨供述しており、このことは、

同年５月 15 日に国家総動員法に基づく企業整備令が施行されていることから、申立人

の供述と符合し信ぴょう性がある。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は申

立期間において厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と生年月日が近く、同じ職種であ

った同僚の記録から、昭和17年６月から18年４月までは20円、同年５月から19年４

月までは 50 円、同年５月から 20 年４月までは 80 円、同年５月から同年８月までは

110円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は既に閉

鎖しており、事業主を確認することはできないが、仮に事業主から申立人に係る被保険

者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届を提出する機会

があったことになるが、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を

記録していないとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に

係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 17 年６

月から 20 年８月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案14342 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る記録を昭和 40 年

６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和40年５月30日から同年６月１日まで 

Ａ社Ｂ工場に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申

立期間に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場への異動はあったが、同社に継続して勤務してい

たので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間当時にＡ社において勤務していたＤ社（Ａ社を買収した会社）の取締役、監

査役及び同僚の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（同社Ｂ工場か

ら同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、Ａ社Ｃ工場への異動日については、申立期間当時の人事記録等の資料が無く不

明であるが、申立人及び同僚の供述から昭和40年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭和 40 年

４月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保

険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14343 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る記録を昭和 29 年４月

１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：     

生 年 月 日 ： 明治43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年３月１日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社からの回答及び申立人から提出された同社の関連会社が証明した「被保険者であった

者の職歴」から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

なお、申立期間の異動日については、Ａ社Ｃ支店が厚生年金保険の適用事業所となったの

は昭和29年４月１日であることから、同日とすることが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和29年２月の

社会保険事務所（当時）の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保険料

を納付したと回答しているが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立てどお

りの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

東京国民年金 事案9686 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年７月の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年７月 

    私は、昭和 48 年７月に会社を退職した後、すぐに国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、申立人は、保険料の納付金額及び納付方法に関する記憶が曖昧である

上、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成６年４月時点では、申立期間

は時効により保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が申立期間の保

険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、現在所持する年金手帳以外の年金手帳を所持していた記憶は無いと

説明しており、申立期間当時、申立人が居住していた市及び所轄社会保険事務所（当

時）において、申立人に対して手帳記号番号が払い出された記録は無く、申立人に別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9687 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和61年４月から同年９月まで 

私は、就職した昭和63年10月よりも前に、区の出張所で国民年金の加入手続を行

い、母が私の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、母親は、保険料を納付した時期及び納付金額の記憶が曖昧

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和63年11月に払い出されており、オンラ

イン記録によると、申立期間直後の61年10月から63年３月までの保険料を平成元年１月

20日に遡って納付していることが確認でき、当該払出時点及び当該納付時点では、申立

期間は時効により保険料を納付することができない期間であるなど、母親が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、現在所持する年金手帳以外の年金手帳を所持したことはないと説

明するなど、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9691             

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年 11 月から 63 年３月までの期間、平成元年３月から同年９月まで

の期間、７年７月から９年３月までの期間及び15 年７月から 16 年 12 月までの期間の

国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和62年11月から63年３月まで 

             ② 平成元年３月から同年９月まで 

             ③ 平成７年７月から９年３月まで 

             ④ 平成15年７月から16年12月まで 

私は、会社を退職したときに、厚生年金保険から国民年金への切替手続をして、国

民年金保険料を納付してきたはずである。申立期間①及び②が国民年金に未加入で保

険料が未納とされ、申立期間③及び④の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、20 歳になった昭和 62

年頃に国民年金に加入したと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成

５年 10 月に払い出されており、申立人は、現在所持している年金手帳のほかに手帳を

所持したことはないと説明していること、当該期間は未加入期間であり、制度上、保険

料を納付することができない期間であること、当該期間当時に申立人に別の手帳記号番

号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらないことなど、申立人が当該期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間③及び④については、上記の期間と同様、申立人が当該期間の国民年金保険

料を納付していたことを示す関連資料が無く、申立期間③については、当該期間直後の

平成９年４月から 15 年６月までの約６年間は保険料の申請免除期間とされており、当

時必ずしも安定した収入があったとは考えられないこと、申立期間④については、申立

人は、当該期間の保険料を郵便局等で納付していたと思うと説明しているが、14 年６



                      

  

月以降の分について保管されている郵便局で収納した保険料の領収済通知書の中に、当

該期間後の18年８月から19年９月までの期間の保険料に係る領収済通知書は確認でき

るが、当該期間の領収済通知書は無いことなど、申立人が、これらの期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9692 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年６月から同年９月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年６月から同年９月まで 

 私の妻は、私が申立期間直前に勤務していた会社が倒産した後、私の国民年金の加

入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間が国民年金に未加入

で保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与してお

らず、加入手続及び保険料を納付していたとする妻は、申立人の国民年金の加入手続の

時期及び保険料額についての記憶が曖昧である。 

また、オンライン記録から、申立人の妻の申立期間に係る第３号被保険者から第１号

被保険者への種別変更の届出は平成９年６月に行われ、同年７月に申立期間の自身の保

険料を過年度納付していることが確認できるが、この当時は申立人は再就職しており、

申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、申立期間は国民年金の未

加入期間のため、制度上、保険料を納付することができない期間であるなど、申立人の

妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9693 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年２月から 42 年２月までの期間、42 年６月から 44 年 11 月までの

期間、45年３月、45年７月から48年３月までの期間、52年１月から53年７月までの

期間、55 年 11 月から 61 年９月までの期間、平成元年８月から３年４月までの期間及

び３年12月から13年７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和38年２月から42年２月まで 

             ② 昭和42年６月から44年11月まで 

             ③ 昭和45年３月 

             ④ 昭和45年７月から48年３月まで 

             ⑤ 昭和52年１月から53年７月まで 

             ⑥ 昭和55年11月から61年９月まで 

             ⑦ 平成元年８月から３年４月まで 

             ⑧ 平成３年12月から13年７月まで 

    私は、昭和38年２月に会社を退職後、国民年金の加入手続をし、結婚して43年１

月に転居するまでは自分で国民年金保険料を納付し、転居後は妻が納付してきた。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人及びその妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立期間は合わせて８回、340 か月に及んで

おり、これだけの回数及び期間について、申立人が当時居住していた二つの区及びこれ

らの区を管轄する社会保険事務所（当時）が事務処理を誤ったとは考えにくい。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、２回払い出されており、昭和 40 年８月

頃に払い出された最初の手帳記号番号による保険料の納付記録が散在していることは確

認できるが、41 年５月に払い出された二つ目の手帳記号番号による納付記録は無く、

57 年 12 月作成の年度別納付状況リストでは、二つ目の手帳記号番号の納付記録欄は昭



                      

  

和 36 年度から 44 年度までは納付月数０月、45 年度以降空欄とされ、区分欄に「フザ

イ」の記載が認められるなど、当該手帳記号番号により納付したことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

申立期間のうち婚姻前の昭和42年12月までの期間については、上記の最初の手帳記

号番号が払い出された40 年８月時点で、38 年６月以前の期間は時効により保険料を納

付することができない期間であること、同年７月以降の期間の保険料は過年度保険料と

なるが、申立人は遡って納付したことはないと説明していること、当該期間当時、申立

人が居住していた区では印紙検認方式により保険料を収納していたが、申立人は、印紙

検認により保険料を納付した記憶は無いと説明していることなど、申立人が当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間のうち婚姻後の昭和 43 年１月以降の期間については、当該期間の保険料を

納付していたとする申立人の妻から保険料の納付状況等を聴取することができないため、

当時の状況が不明であること、また、妻は、婚姻前後を通じて国民年金に未加入であり、

申立人は妻の保険料を納付できる経済的な余裕は無かったと説明していること、さらに、

59 年５月 10 日作成の年度別納付状況リストには、申立人は、当該リスト作成時点では、

60 歳まで保険料を納付したとしても納付月数が受給資格期間に20 か月不足する旨の記

載があり、当該リスト作成時点より前の申立期間の保険料は未納であったと考えられる

ことなど、申立人の妻が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9694 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和41年４月から47年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年４月から47年３月まで 

私は、結婚したときに、母が国民年金の加入手続をしてくれて、妻が夫婦二人分の

国民年金保険料を一緒に納付していたはずである。妻の保険料が納付済みとされてい

るのに、私の申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は２回払い出されており、最

初の手帳記号番号は、昭和36年12月に妻と連番で払い出されていることが当時居住し

ていた区の国民年金の手帳記号番号払出簿から確認できるが、同払出簿の申立人欄には

「不在」の印が押されており、夫婦一緒に昭和36年度から39年度までの保険料が納付

された後は未納となっており、申立人に不在扱いとされた期間があったと考えられるこ

と、また、二つ目の手帳記号番号は、転居後の46年12月頃に払い出されており、当該

転居先の区では国民年金の加入申出があった場合には、当該区の国民年金被保険者名簿

と照合し当該申出者が被保険者とされていない場合に新規手帳記号番号を払い出してい

たとしていることから、上記払出時点までは、申立人は転居先の区において被保険者と

して管理されておらず、申立人の保険料を収納することができなかったこと、仮に申立

期間の保険料が納付されていたとすれば、二つ目の手帳記号番号が払い出されることは

無かったことなど、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9695 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和41年４月から49年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年４月から49年３月まで 

私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた。

保険料の未納があると集金人が集金に来ていたので、未納期間があるはずがないし、

加入手続が遅れたのであれば、特例納付を利用して遡って保険料を納付してくれたは

ずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付状況等に関する記憶が曖昧であり、

申立期間当時に保険料を納付していたとする母親から当時の納付状況等を聴取すること

ができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 50 年４月に払い出さ

れており、申立人は、母親から保険料を遡って納付したとは聞いていないとしているこ

と、過去に所持していた年金手帳の冊数の記憶は曖昧であり、申立期間当時に申立人に

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、

申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9696 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和59年12月から60年３月までの期間、60年12月から61年３月までの

期間及び61 年 12 月から 62 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和59年12月から60年３月まで 

           ② 昭和60年12月から61年３月まで 

           ③ 昭和61年12月から62年３月まで 

    私は、昭和59年４月から63年３月まで市役所の非常勤職員として勤務しており、

勤め先の施設が閉鎖される毎年度 12 月から３月までの期間は、国民年金の加入手続

をし、国民年金保険料を納付していた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、厚生年金保険から国民年金への切替手続及び保険料の

納付状況等に関する記憶が曖昧である。 

また、オンライン記録から、申立期間①に係る昭和 60 年４月１日の被保険者資格喪

失、申立期間②に係る60年12月26日の資格取得及び61年４月１日の資格喪失、申立

期間③に係る61 年 12 月 26 日の資格取得は、62 年５月 13 日に記録追加されているこ

とが確認でき、当該記録追加時点までは、申立期間を含む59 年 12 月から 62 年３月ま

での期間は全て未納期間とされており、当該記録追加時点では、申立期間①の保険料は

時効により納付することができず、申立期間②及び③の保険料は過年度保険料となるが、

申立人は、保険料を遡って納付したとは説明していないこと、申立期間③後の62 年 12

月から 63 年３月までの施設閉鎖期間は申請免除期間とされていること（62 年度の保険

料の免除申請手続は上記の記録追加後の 62 年７月に行われ、当初、同年度全期間につ

いて申請免除期間とされていたが、平成13年４月23日に厚生年金保険被保険者期間の

記録追加に伴い、申請免除期間は、当該４か月間に記録訂正が行われた。）など、申立



                      

  

人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9697 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年８月から 46 年 11 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年８月から46年11月まで 

    私は、兄から母が昭和 41 年９月に私の国民年金の加入手続をして、申立期間の国

民年金保険料を納付していたはずだと聞いている。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、保険料を納付していたとする母親から当時の納付状況等を聴取することがで

きないため、当時の状況が不明である。 

   また、申立人は、申立期間の保険料を母親が納付していたと説明しているが、申立人

の母親は、申立期間後の昭和 49 年３月に高齢任意加入手続をしていることが確認でき、

申立期間当時は国民年金に未加入であったこと、申立人は、兄から母親がどのように保

険料を納付していたかは何も聞いていないことなど、申立人の母親が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9698 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年 11 月から 62 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年11月から62年３月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す所得税の確定申告書を所持

している。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、厚生年金保険から国民年金に切替手続をした時期、国民年金保険料の納付

状況、納付金額等に関する記憶が曖昧である。 

   また、申立人は、申立期間当時の昭和 61 年分の確定申告書（申立人の居住地を管轄

する税務署等の文書収受印は押されていない）を所持しており、社会保険料控除として

当該年１年分の国民年金保険料の支払額が記載されているが、申立人が当時居住してい

た市の国民年金被保険者名簿には厚生年金保険被保険者資格喪失後の60年11月１日の

国民年金被保険者資格取得の届出は62年２月17日に受付されていることが確認できる

ことから、61 年中に当該申告書に記載されている国民年金保険料を納付することがで

きないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9703（事案5897の再申立て）                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年１月から 60 年 10 月までの国民年金保険料については、重複して

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年１月から60年10月まで 

私は、昭和 49 年 1 月から居住していた区で国民年金保険料を納付していた。また、

私の実家に居住する姉も、36 年４月から 61 年１月まで、実家が所在する町で私の保

険料を納付してくれていたので、還付の記録のない49 年１月から 60 年 10 月までの

保険料は重複して納付しているはずである。申立期間の保険料が重複納付とされてい

ないことに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を重複して納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の実家が所在

する町の被保険者名簿には、申立人が実家で居住していた昭和 36 年４月から申立期間

後の 61 年１月までの保険料が納付済みと記録されており、当該期間中に区への転出手

続がとられた形跡は無く、申立人が居住する区で当該期間の保険料を納付することはで

きなかったと考えられるなど、申立人が当該期間の保険料を重複して納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 21

年10月28日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対し申立人は、当該期間の保険料を重複して納付していたと主張するものの、

委員会の当初の決定を変更するに足りる新たな資料の提出や具体的な説明は無く、その

他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人が、

申立期間の国民年金保険料を重複して納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9704                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和36年４月から46年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から46年９月まで 

私は、義父から義妹も国民年金に加入しているからと加入を勧められ、国民年金の

加入手続をした。国民年金保険料は金融機関の職員が集金に来てくれたので、職員に

納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確

定申告書等)が無く、申立人は、国民年金の加入手続を行った場所、保険料の納付額及

び申立期間当時に申立人が居住していた区が昭和 45 年３月末まで実施していた印紙検

認による保険料の納付に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和46年10月に払い出されており、申立

人が所持する国民年金手帳には同時期に国民年金の資格を取得したことが記載されてい

ること、申立期間は国民年金に未加入期間であり保険料を納付できない期間であること、

申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出された記録が無いこと、申立人は、

義父から義妹が国民年金に加入したので申立人も加入するよう勧められたと説明してい

るが、義妹の加入年月日は申立期間の後半であることなど、申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9705    

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年 11 月から 53 年３月までの期間、56 年９月から 57 年４月までの

期間及び 57 年６月から同年８月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和52年11月から53年３月まで 

              ② 昭和56年９月から57年４月まで 

             ③ 昭和57年６月から同年８月まで              

    私は、昭和52年11月に会社を退職後、実家に戻り国民年金の加入手続をし、国民

年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入時期、保険料の納付方法、納付場所及び

納付額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 53 年６月

頃に払い出されており、当該払出時点では当該期間の保険料は過年度納付することは可

能であるものの、申立人は当該期間の保険料を遡って納付した記憶が曖昧であるなど、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間②及び③については、申立人が所持する年金手帳の「国民年金の記

録」欄には、昭和56年７月６日に資格を喪失し、62年12月21日に第１号被保険者の

資格を取得したことが記載されており、当該期間は国民年金に未加入期間であり保険料

を納付することはできないなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9706 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和42年２月から61年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年２月から61年３月まで 

 私は、厚生年金保険の適用会社を退職後、国民年金の加入手続を行い、国民年金保

険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、昭和 39 年に国民年金の加入手続を行っているので申

立期間の保険料を納付したのではないかと説明しているが、保険料の納付場所、保険料

額及び申立人が申立期間当時に居住していた区が 45 年３月まで実施していた印紙検認

による保険料の納付方法等に関する記憶が曖昧であるほか、申立期間は230 か月と長期

間であり、これだけの長期間において、行政側が保険料の収納事務の処理を誤るとは考

えにくいなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 9710 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 17 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年１月から同年３月まで 

    私は、平成 17 年１月、会社を退職し転居してすぐに、厚生年金保険から国民年金

への切替手続を行い、再就職するまでの３か月間の国民年金保険料を納付した。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険から国民年金への切替手続を

行った場所、保険料の納付場所、納付時期、納付額等の記憶が曖昧である。 

また、申立期間については、オンライン記録によると、申立人が、申立期間直前の平

成17年１月14日に厚生年金保険被保険者資格を喪失したことにより、国民年金の加入

勧奨事象が発生したとして、社会保険事務所（当時）から申立人に対して第１号・第３

号被保険者取得勧奨が行われた後、同年８月に勧奨関連対象者一覧が作成されているこ

とが確認できるため、同年同月まで厚生年金保険から国民年金への切替手続が行われて

いなかったものと考えられる。 

さらに、申立人の申立期間に係る平成17年１月14日の資格取得及び同年４月１日の

資格喪失の記録は、20 年５月 14 日に追加されていることが確認でき、当該記録が追加

されるまで申立期間は未加入期間であったため、納付書は発行されず、保険料を納付す

ることができなかったものと考えられる上、記録追加された時点では、申立期間は時効

により保険料を納付することができない期間であることなど、申立人が申立期間の保険

料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 9711 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和59年４月から同年12月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年４月から同年12月まで 

    私は、昭和60年又は61年の春に国民年金の加入手続を行うとともに、国民年金の

加入年数が25年以上となるように59年４月以降の未納であった申立期間の国民年金

保険料を遡って一括納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、申立人は、遡って一括納付した期間、納付月数及び納付額の記憶が曖

昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和61年12月時点では、申

立期間のうち 59 年９月以前の保険料は時効により納付することができない上、オンラ

イン記録によると、申立期間直後の 60 年１月から 61 年３月までの保険料は、62 年３

月２日に一括で過年度納付されていることが確認でき、当該納付時点では、申立期間は

時効により保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が申立期間の保険

料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人が居住する区及び所轄社会保険事務所（当時）において、申立期間前

後を通じて、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出された記録は無く、申立人に別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9712 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年 10 月から 61 年９月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和58年10月から61年９月まで 

私は、昭和 61 年夏ごろに、区役所で国民年金の加入について相談したところ、担

当者から「前の３年分の国民年金保険料を納付しないと加入しても年金を受給できず

意味がない。」という説明を受け、３年分の保険料を３分割した納付書を作成しても

らった後に遡って一括で納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和63年９月から同年11月までの

頃に払い出されていることが確認でき、当該払出時点では、申立期間の大部分は時効に

より保険料を納付することができない期間である上、申立人が納付したと説明する金額

は、申立期間直後の61年10月から当該払出時点までの保険料を遡って納付した場合の金

額とおおむね一致するなど、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9713 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和57年４月から60年２月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年４月から60年２月まで 

私の妻は、私が昭和 57 年４月に退職した後、私の国民年金の加入手続を行い、申

立期間の国民年金保険料を妻の分と一緒に納付してくれていた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておら

ず、保険料を納付していたとする妻は、納付額の記憶が曖昧である。 

また、申立人は、昭和 57 年４月１日に退職した時点で、既に老齢厚生年金保険の受

給資格期間を満たしていたため、旧国民年金法では申立期間は国民年金の任意加入適用

期間となるが、オンライン記録によると、申立人は任意加入手続を申立期間直後の 60

年３月 16 日に行っていることが確認できることから、申立期間は未加入期間であり、

制度上、保険料を納付することができない期間であるなど、申立人の妻が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人が居住する市及び所轄社会保険事務所（当時）において、申立期間当

時、申立人に対して国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、別の手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9716 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年 11 月から 52 年９月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年11月から52年９月まで 

    私は、会社退職後、国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、申立人は、昭和 50 年に会社を退職した後に国民年金の加入手続

を行ったと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の 54 年

７月に払い出されている。 

また、申立人は、申立期間直後の昭和 52 年 10 月から 54 年３月までの期間の保険料

を過年度納付しているが、申立期間の保険料を納付するためには、当時実施されていた

第３回特例納付による以外なく、申立人は当該払出時点で 60 歳到達時まで保険料を納

付すれば、国民年金の受給資格期間を満たすことから、特例納付をしなければならない

状況にはなかったこと、申立人は遡って保険料を納付した期間の記憶は曖昧であること

など、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9717 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和44年１月から52年８月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年１月から52年８月まで 

私の両親は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付

しているはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計

簿、確定申告書等)は無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、申立人の保険料を納付していたとする両親から当時の納付状況等を聴取する

ことができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成元年８月に払い出されており、当該払

出時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であること、

申立人は、当該払出時に交付された年金手帳以外に別の年金手帳を受領、所持した記憶

は無く、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらないことなど、申立人の両親が申立期間の保険料を納付したことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9718 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 39 年 12 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36月４月から39年12月まで 

    私は、昭和 40 年１月に就職するまでは、市役所で国民年金の加入手続を行い、母

が国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立人の保険料を納付していたとする母親からは当時の納

付状況等を聴取することができないため当時の状況が不明である。 

また、申立期間当時、申立人が居住していた市では、集金人による印紙検認方式で保

険料を収納していたが、申立人は集金人に保険料を納付していた記憶は無いこと、申立

人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 54 年５月に払い出されており、申

立期間の保険料を納付するためには、当時実施されていた第３回特例納付による以外に

ないが、申立人は、申立期間の保険料を遡って納付したとは聞いていないとしているこ

となど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9719 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、還付されて

いないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年７月から同年９月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料を納付した領収証書を持っている。昭和 54 年４

月から同年９月の保険料は還付されていると言われたが、領収証書を所持している

申立期間の保険料について還付とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する領収証書により、申立人は、昭和54年９月29日に申立期間の国民

年金保険料を納付していることが確認できるが、59 年６月 11 日に作成された「還付・

充当・死亡一時金リスト」には、申立期間を含む 54 年４月から同年９月までの期間の

保険料は、55 年２月 28 日に、当該期間が厚生年金保険加入期間であることを理由に還

付決議が行われた旨が記載されており、同リストの申立人の手帳記号番号、氏名、還付

対象期間及び金額等の記載内容に特に不自然、不合理な点は認められず、ほかに申立人

に対する申立期間を含む当該期間の保険料の還付を疑わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9721 

                              

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年４月から同年７月まで 

    私は、平成９年３月 19 日に、戸籍抄本を取りに区役所に行き、その際、国民年金

保険料の未納がないか否かを確認したら、申立期間の保険料が未納であると言われ

たので、その場で同保険料を納付した。その証拠として、そのときに、訂正された

年金手帳を受け取った。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「平成９年３月 19 日に、区役所に行き、申立期間の国民年金保険料を納

付した。」と主張している。 

しかしながら、平成９年３月の時点において、申立期間の保険料は、制度上、時効に

より納付することができない。なお、申立期間は、平成９年４月 22 日に、当初、第１

号被保険者の資格喪失日及び第３号被保険者の資格取得日であった昭和 61 年４月１日

を、同年８月１日に遡って訂正したことにより、未納期間として記録整備されたもので

ある。 

また、申立人は申立期間の保険料を納付した証拠として、そのときに訂正されたとす

る年金手帳を提出しているが、同手帳の「国民年金の記録」欄の訂正は、申立人の被保

険者資格についての記載であり、納付記録を示すものではない。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す家計簿、確定申告書等

の関連資料が無い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これらの申立内容並びにこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めること

はできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9722 

                              

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年11月から49年６月まで 

    私は、私が20歳になった昭和41年頃に、父から「国民年金に加入しておいたから

ね。」と言われた。当時、我が家の家計は一切父が取り仕切っていたことから、私

の父は、Ａ区において私の国民年金の加入手続を行い、私の国民年金保険料を納付

してくれたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の父は、私が20歳になった昭和41年頃にＡ区で私の国民年金の加入

手続を行い、私の国民年金保険料を納付してくれたはずである。」と主張している。 

しかしながら、申立人の国民年金の手帳記号番号はオンライン記録及び国民年金手帳

記号番号払出簿によると、Ｂ市において申立人の弟と連番で払い出されていることが確

認でき、昭和 51 年８月頃に払い出されていることが推認でき、また、申立人に対して

別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらないことから、当

該払出しの時点で、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である。 

さらに、申立人の弟の申立期間に係る保険料は、オンライン記録によれば、申立人の

弟が20 歳になった昭和 44 年＊月から申立期間の終期である 49 年６月までの期間にお

いて未納となっていることが確認できる上、申立人の弟の保険料は、申立人と同様に

49年７月から納付が開始されている。 

加えて、申立人の父が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

家計簿、確定申告書等の関連資料は無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の

納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付したとする

父は既に死亡しており、申立期間当時の申立人の加入手続及び納付状況について確認す

ることができない。 

このほか、申立人の父が申立人の申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ



                      

  

る周辺事情は見当たらない。 

これらの申立内容並びにこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めること

はできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9723 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和39年６月から41年３月まで 

     私の父は、私が仕事を辞めた直後の昭和 39 年６月頃に、Ａ町で私の国民年金の加

入手続を行い、私の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の父は、私が仕事を辞めた直後の昭和 39 年６月頃に、国民年金の加

入手続を行い、私の国民年金保険料を納付してくれていた。」と主張している。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳の記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿に

よると、昭和 42 年１月頃に、申立人の弟と連番で払い出されていることが確認できる

上、申立人の弟は、申立期間が未加入期間となっており、申立人と同様に 41 年４月か

ら国民年金保険料の納付が開始されている。 

また、申立人は、「現在所持する年金手帳の前に、灰色の年金手帳を所持していた記

憶がある。」と説明しているものの、申立期間当時に申立人が居住していた地域の年金

事務所における昭和 39 年６月前後の払出簿を調査したが、申立人の氏名は確認できな

い上、申立人は申立期間前後で住所等の移動は無く、同じ町で短期間に手帳記号番号が

二度払い出されることは考え難いことから、申立期間当時、申立人に対して別の手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、前述の申立人の手帳記号番号が払い出された時点で、申立期間のうち、昭和

39 年６月から同年９月までの期間は、時効により納付することができない期間である。

また、申立期間のうち、39 年 10 月から 41 年３月までの期間は、社会保険事務所（当

時）等が発行した納付書により過年度納付が可能な期間であるものの、申立人は、「近

所に住む町会の人が、自宅に国民年金保険料の集金に来ていたのを憶
おぼ

えているが、そ

れ以外は分からない。」と述べており、申立期間当時、Ａ町の納付組織における集金人



                      

  

は、過年度分の保険料を受領することはできなかったものと考えられることから、申立

人の当該期間の保険料の納付方法に係る記憶は整合性に欠ける面がある。 

加えて、申立人の父が申立人の申立期間の保険料を納付していたことを示す家計簿、

確定申告書等の関連資料が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関

与しておらず、申立人の申立期間の保険料を納付したとする申立人の父は既に死亡して

おり、申立人の申立期間の納付状況等について確認することができない。 

このほか、申立人の父が、申立人の申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これらの申立内容並びにこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めること

はできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9724 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和45年２月から47年３月まで 

 私の母は、私が会社を退職した後の昭和 45 年２月頃、私の国民年金の加入手続を

行い、国民年金保険料は自宅に来る班の集金人に納付してくれていた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の母は、私が会社を退職した後の昭和 45 年２月頃に、国民年金に加

入手続を行い、国民年金保険料は自宅に来る班の集金人に納付してくれていた。」と主

張している。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳の記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿に

よれば、昭和47年５月31日に払い出されていることが確認できる上、申立期間当時、

申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

さらに、手帳記号番号が払い出された時点で、申立期間のうち、昭和 45 年２月及び

同年３月の期間は、時効により保険料を納付することができない期間である。また、申

立期間のうち、45 年４月から 47 年３月までの期間は、社会保険事務所（当時）等が発

行した納付書により過年度納付が可能な期間であるものの、申立人は、「母が、自宅に

来る班の集金人に保険料を納付しているのを見たことがあるが、それ以外は分からな

い。」と述べており、申立期間当時、Ａ町の納付組織における集金人は、過年度分の保

険料を受領することはできなかったものと考えられることから、申立人の当該期間の保

険料の納付方法に係る記憶は整合性に欠ける面がある。 

加えて、申立人の母が申立期間の保険料を納付していたことを示す家計簿、確定申告

書等の関連資料が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与してお

らず、申立期間の保険料を納付したとする申立人の母は既に死亡しており、申立人の申



                      

  

立期間の納付状況等について確認することができない。 

このほか、申立人の母が申立人の申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これらの申立内容並びにこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めること

はできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9730 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年１月から56年１月まで 

私は、昭和 48 年に会社を退職した際、同社の経理課から「今後は国民年金に切り

替えるように。」と言われ、また、義理の妹にも勧められたことから、51 年１月に

国民年金に加入し、国民年金保険料を納付してきた。申立期間が国民年金に未加入で

保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人には平成９年１月に厚生年金保険の記号番号が基礎

年金番号として付番されていることが確認できるものの、申立期間当時に国民年金の手

帳記号番号が払い出された記録は確認できないことから、申立期間は、国民年金に加入

していない期間であり、制度上、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す家計簿、確定申告書等

の関連資料が無い上、申立人は国民年金への加入手続並びに保険料の納付方法及び納付

金額の記憶が曖昧である。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は

見受けられない。 

これらの申立内容並びにこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めること

はできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9731 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年４月から３年２月まで 

    私の母は、私が大学を卒業した平成２年３月に区役所の出張所の窓口で国民年金の

加入手続を行い、同窓口で申立期間の国民年金保険料を納付してくれた。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金の手帳記号番号は、オンライン記録によれば、平成５年３月以降に払い出

されており、また、申立人の国民年金保険料を納付したとする申立人の母は、「申立人の所持

する年金手帳は１冊のみであり、ほかの手帳を所持したことは無い。」と述べており、申立期

間当時、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。これらのことから、当該手帳記号番号の払出時点においては申立期間の保険料は時効によ

り納付することはできない。 

さらに、オンライン記録によれば、申立人は、平成３年３月から４年３月までの期間の保険

料を５年４月 27 日に過年度納付し、４年４月から５年３月までの期間の保険料を５年４月に

現年度納付していることが確認できる。このことから、国民年金の手帳記号番号の払出時点に

おいて、申立人の申立期間に係る保険料は時効により納付することができず、当該時点で納付

が可能な申立人の未納期間に係る全ての保険料が納付されたと考えるのが自然である。 

加えて、申立人の母が申立期間の保険料を納付していたことを示す家計簿、確定申告書等の

関連資料が無い。 

このほか、申立人の母が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は見

受けられない。 

これらの申立内容並びにこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断すると、申

立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9732 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から46年12月まで 

    私の妻は、昭和 46 年１月に私の申立期間に係る国民年金保険料の納付書が届いた

ため、47 年１月以降の保険料とともに申立期間の保険料を２か月分ずつ納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付したとする申立人の妻は、「遡って保

険料を納付することを申し出た記憶は無いが、昭和 46 年１月に夫の申立期間に係る保

険料の納付書が届いたため、47 年１月以降の保険料とともに、申立期間の保険料を２

か月分ずつ納付した。」と述べている。 

しかしながら、申立人の申立期間について、特例納付以外の方法により保険料の納付

の時効期間である２年を超えて国民年金の納付書が送付されることは考え難い。また、

申立期間当時、申立期間の保険料は３か月分ごとに納付する方法がとられており、申立

人の妻が主張する保険料の納付方法は申立期間当時の納付方法と相違する。 

さらに、申立人は、「申立期間の保険料額は、昭和36年４月から40年３月までの期

間が月額 2,000 円、40 年４月から 46 年 12 月までの期間が月額5,000 円であり、合計

50 万 1,000 円だった。」と述べているが、申立人の申立期間の保険料額の合計は、第

１回特例納付による納付の場合及び第２回特例納付による場合のいずれの場合において

も、申立人の申立期間に係る納付金額の記憶と大きく相違する。 

加えて、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す家計簿、確定申告

書等の関連資料が無い。 

このほか、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情は見受けられない。 

これらの申立内容並びにこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する



                      

  

と、申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めること

はできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9733 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年12月から４年９月まで 

    申立期間は、強制加入期間であり、私が所持する年金手帳にもその記載がある。強

制加入期間であれば国民年金保険料の納付書が届くはずであり、納付しなければ督促

状が届き、さらに延滞金も発生しているはずであるが、その記憶は無い。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間は、平成６年12月28日に、申立期間の

直後の４年 10 月から５年４月までの期間の厚生年金保険被保険者の記録が追加され、

さらに、同日付けで６年 11 月の第３号被保険者の資格取得の記録が追加されるまで、

国民年金には加入していなかった期間であることが確認できる。このことから、申立期

間当時において、申立人の申立期間に係る国民年金保険料の納付書は、発行されていな

かったものと認められる。 

また、申立人の所持する国民年金の領収書によれば、平成６年５月から同年 10 月ま

での期間の保険料が前述の記録が追加される直前の同年12月22日に一括納付されたこ

とが確認できるが、この一括納付の時点では申立人の申立期間の保険料は時効のため納

付できない。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す家計簿、確定申告書等

の関連資料は無い上、申立人は、申立期間に係る再加入手続並びに保険料の納付場所及

び納付金額等の記憶が曖昧である。 

このほか、申立人が申立人の申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情は見受けられない。 

これらの申立内容並びにこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人の申立期間の国民年金保険料については、納付されていたものと認めること



                      

  

はできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9736 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年１月から 10 年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年１月から10年３月まで 

私は、国民の義務と思い、国民年金に加入した。申立期間が国民年金に未加入で国

民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入時期及び申立期間当時の保険料の納付

状況等に関する記憶が曖昧である。 

また、申立期間当時に、申立人が居住していた市及び所轄社会保険事務所（当時）に

おいて、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出されていた記録は無い上、申立人も

当時年金手帳を受領、所持した記憶は無く、手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらないこと、申立期間は未加入期間であり、制度上、保険料を

納付することができない期間であることなど、申立人が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9737 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 47 年 10 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から47年10月まで 

    私は、昭和 36 年４月から区の集金人に国民年金保険料を納付していた。子出産前

頃から保険料を納付していない時期もあったが、45 年から 46 年頃に過去の未納分を

まとめて納付し、その後は定期的に納付した。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は申立期間当初は区の集金人に保険料を納付していたとし

ているが、当時の納付方法である印紙検認の記憶は無いと説明している。 

また、申立人は、昭和 45 年から 46 年頃に子を出産（37 年＊月）する前頃から納付

していなかった保険料をまとめて区役所内の金融機関で納付したとしているが、当時は

第１回特例納付実施時期であったものの、当時申立人が居住していた区では、区役所内

の金融機関で特例納付の保険料を納付することができなかったとしていること、申立人

の国民年金手帳の記号番号は 36 年４月に払い出されているが、手帳記号番号払出簿に

は不在及び転出の印が押されており、転出先の区の転入者台帳整理カードにも不在の印

が押されていることから、転居の際に住所変更手続がなされず不在者扱いとなっていた

と考えられること、まとめて納付した後は定期的に納付したとしているが、保険料の納

付時期及び納付額についての記憶は曖昧であることなど、申立人が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9744 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年１月から 45 年２月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年１月から45年２月まで 

 私の夫は、昭和 38 年３月に市役所支所に婚姻届を提出した際、職員に私の国民年金

の加入を勧められたため加入手続をし、その後は私が国民年金保険料を納付してきた。

申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付額及び納付方法に関する記憶が曖昧であ

る。 

また、国民年金の加入時期について、申立人は昭和 38 年の婚姻届提出時に夫が加入手

続をしたと説明しているが、申立人は 45 年３月 11 日に国民年金に任意加入し、同年３

月から保険料を納付していることがオンライン記録で確認できるほか、申立期間は国民

年金の未加入期間であるため、保険料を納付することができない期間であること、申立

期間当時に申立人に別の国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9745 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年１月から 56 年 10 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年１月から56年10月まで 

    私は、昭和 50 年１月に会社を退職後に、時期は定かでないが、国民年金と国民健

康保険に一緒に加入し国民年金保険料を納付してきた。申立期間が国民年金に未加

入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確

定申告書等)が無く、申立人は、申立期間の保険料の納付頻度及び納付額に関する記憶

が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和59年10月頃に払い出さ

れており、当該払出時点では申立期間は未加入期間で保険料を納付することができない

期間であるほか、申立人は、申立期間当初に自身の国民年金手帳を受け取った記憶が無

く、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらないなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9749 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和43年７月から47年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年７月から47年６月まで 

私は、「国民年金保険料を納めないと年金がもらえなくなる」旨が記載された通知

を受け取り、これまで未納となっていた期間の保険料を区の出張所で一括納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、申立人は、保険料の納付時期、納付方法及び納付額についての記憶が

曖昧である上、遡って過年度分の保険料を納付する場合は国庫金の納付となるが、申立

人が保険料を納付したとする区の出張所では、国庫金の収納業務を行っていないため、

保険料を納付することはできない。 

また、申立人は、「国民年金保険料を納めないと年金がもらえなくなる」旨が記載さ

れた通知を受け取って未納分の保険料を納付したと説明しており、オンライン記録によ

ると、申立人は、申立期間以前の昭和36年４月から41年９月までの期間、42年１月から

同年３月までの期間及び同年10月から43年３月までの期間の保険料を、第２回特例納付

により遡って納付していることが確認でき、当該特例納付を行ったことによって、申立

人は60歳到達時までの納付可能期間が308か月となり、年金を受給するために必要な受

給資格期間300か月を満たしていることなど、申立人が申立期間の保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9750 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年度のうち３か月及び昭和 38 年４月から 40 年３月までの期間の国

民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和37年度のうち３か月 

             ② 昭和38年４月から40年３月まで 

私の父又は母は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれ

ていた。私が、昭和37年11月に婚姻し、上京した後は、自身が納付書により金融機

関で保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、納付書により金融機関で保険料を納付していたと説明

するが、申立期間当時、申立人が居住していた区における保険料の納付方法は印紙検認

方式であり、当時の納付方法と異なる上、申立人は印紙検認により保険料を納付した記

憶が無いと説明している。 

また、申立人は、これまでに遡って保険料を２、３万円納付したことがあると説明し

ているものの、納付時期及び納付対象期間が不明であり、説明する納付額は、申立期間

の保険料を過年度納付又は第１回特例納付により納付した場合の金額とも大きく異なる

など、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9751 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和45年７月から47年８月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年７月から47年８月まで  

    私は、最初に勤めた会社を退職した際に、会社から年金を含めた退職後の手続につ

いて説明を受け、国民年金の加入手続を行い、専門学校に通いながら国民年金保険料

を納付していた記憶がある。申立期間が国民年金に未加入で、保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確

定申告書等)が無く、申立人は、申立期間の加入手続を行った時期、場所、国民年金手

帳の交付、保険料の納付時期、納付場所及び納付額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立期間は未加入期間であるため、制度上、保険料を納付することができない

期間であり、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 50 年８月時点では、

時効により保険料を納付することができないなど、申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間当時、申立人が居住していた市及び所轄社会保険事務所（当時）に

おいて、申立人に対して手帳記号番号が払い出された記録は無く、別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9756（事案1090の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年４月から 49 年 12 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年４月から49年12月まで 

    私は、昭和 50 年頃、新聞に入っていたチラシを見て、区役所かその出張所で国民

年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を一括納付した。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

本件申立てについては、「申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は国民年金加入手続、保

険料の納付場所について記憶が曖昧であり、一括して納付したとする保険料額は、申立

期間の保険料額と異なる上、国民年金手帳の記号番号が申立人と連番で払い出されてい

る夫は、申立期間の自身の保険料が未納となっていることなど、申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。」として、既に当委員会の決

定に基づく平成20年９月18日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われて

いる。 

これに対して、申立人は、申立期間の保険料を一括納付したと主張しているが、申立

人から新たな資料、情報の提出はなく、また、申立人は、当委員会における口頭意見陳

述において、一括納付したとする保険料額を変更して説明しているが、当該金額につい

て自身の分の保険料か夫婦二人分の保険料かの記憶は曖昧であり、領収証書を受領した

記憶も無く、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないこと

から、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできな

い。 



                      

  

東京国民年金 事案9757 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和36年４月から41年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から41年３月まで 

    私の妻は、昭和 41 年５月に転居手続をした際に、夫婦二人分の国民年金の加入手

続を行ったところ、転居前の期間の国民年金保険料が未納であることを指摘され、

市役所で２、３回程度に分割して納付した。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、保険料を納付したとする妻は、遡って納付した時期及び納付し

た期間についての記憶が曖昧である。 

また、申立人及びその妻の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和41年６月に

連番で払い出されており、当該払出時点では申立期間のうち39年３月以前の期間は、時

効により保険料を納付することができない期間であること、申立人の所持する国民年金

手帳には「国民年金保険料納付記録」の表が記載されており、昭和36年度から38年度欄

に「時効消滅」との記載があること、当該払出時点で、申立期間のうち39年度以降の保

険料は過年度保険料となるが、申立人の妻が納付場所としている市役所では過年度保険

料を収納していなかったことなど、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9758 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和36年４月から41年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から41年３月まで 

    私は、昭和 41 年５月に転居手続をした際に、夫婦二人分の国民年金の加入手続を

行ったところ、転居前の期間の国民年金保険料が未納であることを指摘され、市役

所で２、３回程度に分割して納付した。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、保険料を遡って納付した時期及び納付した期間につい

ての記憶が曖昧である。 

また、申立人及びその夫の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和41年６月に

連番で払い出されており、当該払出時点では申立期間のうち39年３月以前の期間は、時

効により保険料を納付することができない期間であること、申立人の夫の所持する国民

年金手帳には「国民年金保険料納付記録」の表が記載されており、昭和36年度から38年

度欄に「時効消滅」との記載があること、当該払出時点で、申立期間のうち39年度以降

の保険料は過年度保険料となるが、申立人が納付場所としている市役所では過年度保険

料を収納していなかったことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9759 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年 12 月から 62 年７月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年12月から62年７月まで 

私は、昭和 62 年８月に区役所出張所で第３号被保険者の手続を行った際、国民年

金手帳の記載を訂正してもらい、申立期間の国民年金保険料を遡って納付した。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は、第３号被保険者資格取得の

届出を行った昭和 62 年９月に払い出されており、申立人が所持する年金手帳から、

「初めて被保険者となった日」は当初申立期間直後の 62 年８月１日と記載されていた

ことが確認できる。 

しかし、その後、当該年金手帳に記載された「初めて被保険者となった日」は昭和

62 年８月１日から 61 年 12 月 28 日に訂正され、「国民年金の記録」欄の62 年８月１

日から平成元年１月26日までの第３号被保険者資格期間及び同日から元年10月２日ま

での第１号被保険者期間の記載は取り消され、申立期間が第１号被保険者期間として新

たに記載されていることから、これらの訂正は元年 10 月以降に行われたものと考えら

れ、当該記録訂正時点では、申立期間は昭和 62 年７月を除き、時効により保険料を納

付することができない期間である。 

また、オンライン記録から、申立期間は平成３年12月17日に記録追加されているこ

とが確認でき、当該記録追加時点で、申立期間は時効により保険料を納付することがで

きない期間であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9760 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和55年３月から56年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年３月から56年６月まで 

    私は、21 歳のときに国民年金に加入し、父又は私が20 歳からの国民年金保険料を

遡って納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親及び申立人が申立期間の国民年金保料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、父親又は自身が20歳時まで遡って保険

料を納付したと主張しているが、申立人の父親は遡って納付した記憶は曖昧であり、申

立人は、申立期間の保険料額、保険料の納付場所、納付方法等の記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和56年９月に払い出されており、申立

人の父親が所持する昭和56年度の保険料の領収証書には、第１期分欄は領収印が無く、

第２期分欄は申立人の居住地の近接地の金融機関支店の領収印が、第３期及び４期分欄

は実家所在地の金融機関支店の領収印が押され、57年度の保険料の領収証書には、同支

店の領収印が押されており、納付開始当初は申立人が、その後は申立人の父親が保険料

を納付していたと推測されるが、これらの納付状況は、61年度までの納付状況が記録さ

れている国民年金被保険者名簿の昭和56年６月まで未納、同年７月から57年３月まで定

額納付及び昭和57年度が定額完納との記載内容と一致しているなど、申立人の父親及び

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9761 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 15 年 12 月から 21 年２月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和53年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年12月から21年２月まで 

私は、申立期間が国民年金に未加入で国民年金保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、当時の保険料の納付状況等に関して、電話及び文書による照会に

対する申立人の協力が得られないことから、当時の状況が不明である。 

また、オンライン記録から、申立人は、平成15年12月１日から国民年金未適用者で

あったため、申立人に対して加入勧奨が行われていたこと、未適用者一覧表が作成され

た22年２月23日時点でも申立人は未加入で、その後も加入手続が取られていなかった

ことが確認でき、申立期間は未加入期間であり、保険料を納付することができない期間

であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9762 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年２月から同年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年２月から同年９月まで 

    私は、昭和 48 年１月末で会社を退職した際に、母から国民年金への加入を勧めら

れて加入手続をし、国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、保険料額及び保険料の納付時期に関する記憶が曖昧で

ある。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和52年２月15日に任意加入したことに

より払い出されており、当該払出時点では、申立期間は未加入期間であり、保険料を納

付することができない期間であったこと、オンライン記録から、申立期間に係る48年２

月１日の資格取得及び同年10月27日の資格喪失は、平成13年11月に記録追加されたこと

が確認でき、当該記録追加時点では、申立期間は時効により保険料を納付することがで

きない期間であること、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案9763 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和42年４月から47年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年４月から47年３月まで 

    私の義母は、私と夫の国民年金の加入手続をしてくれ、夫婦二人分の国民年金保険

料を納付してくれていた。昭和 46 年頃からは、私が夫婦二人分の保険料を納付して

いた。申立期間の保険料が私の分だけ未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の義母及び申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の

うち昭和 46 年頃までの保険料納付に関与しておらず、加入手続及び保険料を納付して

いたとする義母から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不

明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和47年12月に払い出さ

れており、当該払出時点で、45 年９月以前の期間は時効により保険料を納付すること

ができない期間であること、同年 10 月以降の期間の保険料は過年度納付することが可

能であるが、申立人は、保険料を遡って納付した記憶は無いと説明していること、申立

人は、上記手帳記号番号払出時に交付されたとみられる国民年金手帳以外の国民年金手

帳を所持していたことはないと説明しており、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番

号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人の義母及び

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9764 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和45年４月から53年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年４月から53年３月まで 

私たち夫婦は、国民年金に加入したとき、昭和 36 年まで遡って全ての期間の国民

年金保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、また、申立人及びその妻の国民年金手帳の記号番号は、第３回特

例納付実施期間中の昭和 55 年６月頃に連番で払い出され、申立人は、36 年４月から申

立期間直前までの期間の保険料を特例納付し、申立期間直後の期間の保険料を過年度納

付していることが確認でき、申立人は、当該特例納付等をしなければ 60 歳到達時まで

保険料を納付したとしても国民年金の受給資格期間を満たさないことから、受給資格期

間を満たすために必要となる納付月数を考慮して特例納付等をしたと考えられ、夫婦の

上記の手帳記号番号による 60 歳到達時の保険料納付済月数は、いずれも受給資格期間

の300 か月を若干超える 310 か月であること（妻については、平成22 年６月に別の手

帳記号番号による納付記録と統合されて納付済月数は319か月）など、申立人が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案9765 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和44年１月から53年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年１月から53年３月まで 

私たち夫婦は、国民年金に加入したとき、昭和 36 年まで遡って全ての期間の国民

年金保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、また、申立人及びその夫の国民年金手帳の記号番号は、第３回特

例納付実施期間中の昭和55年６月頃に連番で払い出され、申立人は、36年４月から43

年３月までの期間の保険料を特例納付し、申立期間直後の期間の保険料を過年度納付し

ていることが確認でき、申立人は、当該特例納付等をしなければ 60 歳到達時まで保険

料を納付したとしても国民年金の受給資格期間を満たさないことから、受給資格期間を

満たすために必要となる納付月数を考慮して特例納付等をしたと考えられ、夫婦の上記

の手帳記号番号による 60 歳到達時の保険料納付済月数は、いずれも受給資格期間を満

たす300 か月を若干超える 310 か月であること（申立人については、平成22 年６月に

別の手帳記号番号による納付記録と統合されて納付済月数は319か月）など、申立人が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案9766 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年８月から 53 年 12 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年８月から53年12月まで 

私の母は、私が共済組合員資格を喪失した昭和 47 年８月に国民年金の加入手続を

行い、私の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、加入手続及び保険料を納付したとする母親は、加入手続等の時期の記憶が曖

昧である。 

また、申立人は、共済組合員資格を喪失した昭和 47 年８月に母親が国民年金の加入

手続を行ってくれたと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間

後の 56 年３月に払い出されており、当該払出時点では、申立期間は時効により保険料

を納付することができない期間であること、加入手続時に区役所職員から２年分の未納

保険料を納付できると言われ、遡って納付したとする申立人の母親の記憶は、当該払出

時点で納付可能であった 54 年１月以降の保険料が過年度納付されている納付記録と合

致していること、申立人が所持する年金手帳は 49 年以降に発行されていたオレンジ色

の手帳１冊のみで、母親は、当該手帳のほかに申立人の手帳を受け取ったことはないと

しており、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらないことなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9767 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和36年４月から37年５月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から37年５月まで 

私は、区役所で国民年金の加入手続をし、自宅に来ていた集金人に国民年金保険料

を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人が居住していた区では、申立期間当時は印紙検認方式によ

り現年度保険料を収納していたが、申立人が所持する国民年金手帳の申立期間に係る昭

和36年度及び37年度の印紙検認記録欄に検認印は無く、印紙検認台紙は割印の上切り

離されていることから、申立人は、申立期間の保険料を現年度納付はしていなかったと

考えられること、申立人は、申立期間の保険料を遡って納付したとは主張していないこ

となど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案9768 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和36年４月から38年８月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から38年８月まで 

私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付して

くれていた。私は、昭和36年４月から38年７月までの期間は厚生年金保険に加入し

ていたので、この期間の申立期間の保険料を還付してほしい。また、厚生年金保険に

加入していない期間の申立期間については、国民年金に未加入で保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納

付に関与しておらず、加入手続及び保険料を納付していたとする母親から当時の状況等

を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、昭和 36 年４月に母親が国民年金の加入手続をしてくれたと主張し

ているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の38年10月に払い出され

ていること、申立人が所持する年金手帳には、初めて被保険者となった日が 38 年９月

１日と記載されており、申立期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付すること

ができない期間であること、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人の母親が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14198 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和31年５月１日から32年７月１日まで 

             ② 昭和32年７月１日から33年11月１日まで 

年金記録を確認したところ、脱退手当金を受給していることを知った。 

しかし、申立期間①及び②の事業所を退職するときには、脱退手当金の説明は無く、

脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、脱退手当金の支給

記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る最終事業所の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿に記載され

ている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和33年11月１

日の前後２年以内に資格喪失した者 56 名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、

43 名に脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち38 名が資格喪失日から６か月以内

に脱退手当金の支給決定がなされている上、当該支給決定の記録がある者のうち２名は、

事業所が請求手続をした旨の供述をしており、当該事業所の社会保険事務の経験のある

従業員は、退職時に健康保険証を回収し、当時、年金受給の資格を得られないであろう

者には、脱退手当金について説明を行い、脱退手当金の代理請求を行っていたと供述し

ていることを踏まえると、申立人についても、事業主による代理請求がなされた可能性

が高いものと考えられる。 

また、申立期間①及び②に係る脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間

に係る最終事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 33

年12月18日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人の脱退手当金が支給決定されたのは通算年金制度創設前であり、20

年以上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給できなかったのであるから、

申立期間①及び②の事業所を退職後、昭和 56 年５月まで厚生年金保険の加入歴の無い

申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取して



                      

  

も受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び

②に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14199 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年８月１日から38年８月26日まで 

厚生年金保険の記録を確認したところ、申立期間について、脱退手当金を受給して

いることを知った。 

しかし、申立期間の事業所を退職するときには、脱退手当金の説明は無く、脱退手

当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を

取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の申立人の氏名は、申立期間の事業所を退

職後の昭和38年９月30日に氏名変更が行われていることが確認でき、申立期間の脱退

手当金は氏名変更年月日と同日に支給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の

請求に伴い氏名変更が行われたと考えるのが自然である。 

また、申立人の申立期間に係る事業所の事業所別被保険者名簿には、脱退手当金が支

給されていることを意味する表示が記されているとともに、申立期間に係る厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和38年９月30日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14200 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年７月１日から同年12月１日まで 

厚生年金保険の記録を確認したところ、申立期間について、厚生年金保険の加入記

録が無いことを知った。昭和 42 年７月１日からＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務してい

たので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に昭和42年７月１日から勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ｂ社は、「申立期間当時の従業員に関する人事記録等の資料を保有

していないことから、申立人の当該期間に係る勤務の状況について確認することができ

ない。」と回答している。 

また、当該事業所は、「申立期間当時の保険外交員の場合は、成績などで総合的に決

定される資格制度があり、入社してから３か月間から６か月間は、一定の資格に達する

まで厚生年金保険には加入させていない取扱いであり、その間は厚生年金保険料の控除

はしていない。」と回答している。 

さらに、当該事業所に係る事業所別被保険者名簿において、申立人と同時期に被保険

者資格を取得した複数の同僚は、「自分が入社してから、厚生年金保険に加入するまで

は、３か月程度の試用期間があった。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14201 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年11月10日から36年５月１日まで 

社会保険事務所（当時）で年金相談をしたときに、脱退手当金を受給していること

を知った。 

しかし、脱退手当金を受給した覚えはないので、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている女性の

うち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 36 年５月１日の前後２年

以内に資格喪失した者13 名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、10 名に脱退手

当金の支給記録が確認でき、全員が資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定

がなされていることを踏まえると、申立人についても、事業主による代理請求がなされ

た可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱

退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立

期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険

者資格喪失日から約６か月後の昭和36 年 10 月 30 日に支給決定されているなど、一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14202 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年３月29日から36年８月17日まで 

平成 22 年５月に、厚生年金保険期間照会の回答書を見て、申立期間について脱退

手当金を受給していることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給していないので、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る事業所の事業所別被保険者名簿に記載されている女性のうち、申立人

の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和36年８月17日の前後２年以内に資格喪

失した者 70 名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、65 名について脱退手当金の

支給決定がなされている上、そのうち３名は、事業所が脱退手当金の請求手続をしたと

供述していることなどを踏まえると、申立人についても、事業主による代理請求がなさ

れた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給決定されたとする

昭和37 年７月 31 日の前の同年５月 23 日に、脱退手当金の算定のために必要となる標

準報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録され

ている上、申立人の申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申

立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14203 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和32年３月29日から34年８月13日まで 

             ② 昭和35年４月１日から40年２月２日まで 

60 歳になり年金受給の手続をしたときに、申立期間①及び②の年金記録が無いと

言われ、その後に調べた結果、脱退手当金が支給されていることを初めて知った。 

しかし、申立期間②の事業所は転職するために辞め、脱退手当金の制度を数年前ま

で知らず、脱退手当金の手続をしていないので、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る最終事業所の事業所別被保険者名簿には、脱退手当金が支給

されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間①及び②に

係る脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、申立期間①及び②

の被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわらず、申立期間②後の被保険者

期間は別の番号となっており、脱退手当金を受給したために番号が異なっているものと

考えるのが自然である上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14222 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年１月１日から６年８月１日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、実際の給与の報酬月額と相違しているので、正しい標準報酬月額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初、

平成５年１月から６年７月までは 53 万円と記録されていたものが、同社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった同年８月１日の後の同年10月４日付けで、遡って41万円

に減額訂正処理されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、申立期間及び当該訂正の処理

が行われた平成６年 10 月４日において、同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、Ａ社が平成５年から６年頃に厚生年金保険料を滞納しており、保険

料納付の督促を受けて社会保険事務所（当時）に行ったことがあること、及び同社の代

表者印は自らが常に管理し、ほかの者が代表者印を使用することはなかったことを供述

していることから、申立人が、同社の代表取締役として、標準報酬月額の減額訂正につ

いて関与していなかったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人はＡ社の代表取締役として、自らの標準

報酬月額に係る減額訂正に関与しながら、その減額処理が有効なものではないと主張す

ることは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に

係る記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14223 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年８月11日から61年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

昭和60年８月11日から勤務していたので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員の供述から判断すると、申立人は、申立期間に同社に勤務していたこ

とはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社の当時の事業主は、同社は従業員の出入りが激しかったので、従

業員の入社後、すぐには厚生年金保険に加入させていなかったと供述している。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立人と同じ昭和 61 年３月１日に被

保険者資格を取得していることが確認できる元従業員は、申立人より１か月ほど前の昭

和 60 年７月に入社し、同社は入社後約３か月から６か月の試用期間が設けられており、

その間は厚生年金保険に加入できず、入社してから半年経過後に厚生年金保険に加入し

たと供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14225 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年７月１日から16年２月１日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、実際に給与から控除されていた保険料に基づく標準報酬月額と相違している。

平成 12 年からの確定申告書を提出するので、調査して正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額は、平成 13 年７月の随

時改定により36万円、同年11月の随時改定により９万8,000円となり、14年10月及

び 15 年９月の定時決定は適切な時期に処理されており、遡って訂正されるなど不自然

な点は見当たらない。 

また、申立人は平成12年から16年までの所得税の確定申告書（控）を提出している

が、記載されている社会保険料控除額から試算した標準報酬月額は、オンライン記録の

標準報酬月額と相違無いことが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は会社設立時から同社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなるまでの間も、継続して代表取締役であったことが確認で

きるところ、「社会保険手続は顧問税理士に委任していたので覚えていない、事業所印

は自分で押していた。」と供述している。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間についてその主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14226 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年５月１日から平成２年５月31日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤務してい

たのは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社で勤務していた複数の従業員の回答により、勤務期間は特定できないものの、申

立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、昭和63年４月15日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ており、申立期間のうち、同年４月15日から平成２年５月31日までの期間は適用事業

所となっていない。 

また、Ａ社の当時の事業主は、「会社は昭和 63 年３月に倒産し、関係資料が無く、

詳細は不明であるが、社会保険は本人の了承の下、全ての保険料は控除していない。し

たがって、本人は厚生年金保険料を控除されていないはずである。」と回答している。 

さらに、Ａ社の厚生年金保険の取扱いについて、当時の社会保険担当者は、「同社の

社員であれば必ず加入しており、資格取得手続もきちんと行っていたと思う。会社が意

図的に抜いた記憶は無く、申立人一人だけ抜いたというのは考えにくい。」と回答して

いる。 

加えて、申立人は、申立期間の全期間を含む昭和 61 年４月１日から平成 22 年５月

20日までの間、国民健康保険に加入していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14227 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和27年９月23日から28年７月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。同社に勤務していたのは確かなので申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社は、「昭和27年から28年当時の書類が見当たらないため、申立人の入社、在籍

及び雇用形態等の確認はできないが、失業保険被保険者名簿により、資格取得年月日は

28 年５月１日と確認できることから、当社への入社は同年５月と考えるのが妥当と推

察される。」と回答し、同名簿を提出していることから、入社日を特定することはでき

ないものの、申立期間のうち、同年５月１日からの勤務は確認できる。 

しかしながら、Ｂ社は社会保険の取扱いについて、「当時は、失業保険に加入してか

ら厚生年金保険に加入するまで２か月から５か月ぐらいの期間の相違がある。昭和 29

年６月頃からは同時に加入している。」旨回答しており、申立人について、「昭和 28

年５月及び同年６月は試用期間で社会保険料を徴収せず、７月に正式採用し、社会保険

資格取得届を提出、保険料も徴収と考えるのが妥当と推察される。」と回答している。 

また、Ａ社において被保険者資格がある元従業員５人の雇用保険の加入記録を照会し

たところ、一人について記録を確認することができたが、雇用保険の資格を取得してか

ら厚生年金保険の資格を取得するまでの間、４か月相違していることが確認できること

から、同社の従業員について、必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させる扱いで

はなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



                      

  

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14228 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年３月29日から同年５月９日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。保険

料を控除されていたと思うので、申立期間も厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元代表者は、「当時の資料は既に破棄しているため申立期間の勤務は確認でき

ないが、当社を退職した時期は昭和 47 年３月頃で、退職後は別の会社で勤務してい

た。」と供述しており、また、同社の元従業員は、「申立人の退職年月までは覚えてい

ない。」と供述していることから、申立人が申立期間に同社に勤務していたことを確認

することができない。 

さらに、Ａ社の元社会保険担当者は、「従業員が退職した場合は、すぐに管轄の社会

保険事務所（当時）に資格喪失届を提出していた。」と供述しているところ、申立人が

被保険者資格を喪失した時期と元代表者が供述している申立人の退職時期は一致してい

る。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14231 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和25年４月１日から29年４月７日まで 

             ② 昭和29年４月７日から33年３月31日まで 

ねんきん定期便によると、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険

の加入記録が無い。就職のために昭和25年４月に上京し、同社に入社して33年３月

まで継続勤務していたので、当該期間も厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

また、申立期間②の厚生年金保険の標準報酬月額が１万円になっているが、当時は

１万5,000円ぐらい支給されていたので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の同僚の供述により、期間は特定できないが、申立人が

同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社が厚生年金保

険の適用事業所となったのは昭和 29 年４月７日であり、申立期間①は適用事業所とな

っていないことが確認できる。 

また、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、事業主は既

に死亡し、さらに、同社が適用事業所となった昭和 29 年４月７日に資格を取得してい

る被保険者のうち、所在が確認できる従業員１名は、「申立人を記憶していない。」と

回答していることから、申立人の厚生年金保険料の控除について確認することができな

い。 

さらに、上記同僚は、「申立人より早く入社したが、申立期間①当時、Ａ社は社会保

険に加入しておらず、私が昭和 28 年に退職した後、同社は社会保険に加入したと聞い



                      

  

た。」と供述している。 

加えてＡ社に係る上記被保険者名簿から住所が確認できる従業員に、申立期間①の厚

生年金保険料の控除について確認できる給与明細書等の資料の有無について照会したが、

資料は得られなかった。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

申立期間②については、申立人は、昭和29年４月から33年２月まで、厚生年金保険

の標準報酬月額が１万円となっているが、月額１万5,000円の給料を支給されていたと

申し立てている。 

しかし、申立人は、Ａ社における厚生年金保険料の控除を確認できる給与明細書等の

資料を保有しておらず、申立人の報酬月額及び厚生年金保険料の控除額について確認す

ることができない。 

また、Ａ社に係る上記被保険者名簿によると、事業主及び親族を除く従業員の標準報

酬月額については、昭和 29 年４月７日の資格取得時及び同年 10 月の定時決定時が

4,000 円から7,000 円、30 年 10 月の定時決定時が5,000 円から7,000 円、31 年 10 月

の定時決定時が8,000円から１万円、32年10月の定時決定時が7,000円から１万円と

記録されており、申立人の主張する１万5,000円の給料を支給されていた従業員はいな

いことが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る上記被保険者名簿では、申立人について、標準報酬月額が遡って

訂正が行われる等の不自然な処理は見当たらない。 

このほか、申立期間②について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料の事業主による給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺

事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間②について、その主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14232 

 

第１ 委員会の結論   

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年１月１日から39年12月31日まで 

Ａ軍Ｂ基地内にあったＣ店に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間に同事業所に勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和35年１月１日から39年12月31日まで、Ａ軍Ｂ基地内にあったＣ店

に勤務していたと申し立てている。 

しかし、申立期間当時、Ｄ軍施設に勤務する日本人従業員の労務管理については、当

該施設が所在する都道府県に置かれた渉外労務管理事務所において行われていたが、申

立期間当時のＡ軍Ｂ基地内に係る社会保険事務を引き継いだＥ省Ｆ局Ｇ事務所は、「申

立人の記録は確認できない。また、基地に入っている業者はいるが、労務管理事務所で

は、その契約までは管理していないので分からない。」と供述している。 

また、申立人が申立期間に勤務していたとするＣ店は、オンライン記録及び適用事業

所検索システムによると、厚生年金保険の適用事業所となった記録が確認できない。 

さらに、Ｃ店の所在地を管轄する法務局に商業登記の記録が無く、同店の代表者を特

定することができないため、申立人の同事業所における勤務状況や厚生年金保険の適用

について確認することができない。 

加えて、申立人は、Ｃ店における上司及び同僚について、その名字しか記憶していな

いため人物を特定することができず、申立人の同事業所における勤務状況について確認

することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



                      

  

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14233 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年４月１日から同年12月10日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 37 年３月に結婚したが、生活のため同年４月１日から同年 12 月 10

日までの期間もＡ社を退職せず継続して勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社の申立期間当時の人事責任者は、「申立人は結婚により当社を退職した

と記憶している。」と供述しており、また、同社の申立期間当時の経理担当者も、「申

立人は、結婚してすぐに退職したと思う。」と供述している。さらに、申立人は、結婚

により健康保険証の氏名が変更したこと、及び同社が昭和 37 年９月１日にＢ区からＣ

区への移転に伴う健康保険証の記号が変更していたことについて、記憶が無い旨供述し

ていることから、申立期間当時、申立人は、結婚により同社を一時退職していたことが

考えられる。 

また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所で無くなっており、当時の事業主及び社

会保険事務担当者は既に亡くなっていることから、申立人の申立期間に係る勤務状況や

厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、申立人が派遣されていたデパートで一緒に勤務していたと記憶している同僚

は、「申立人を記憶していない。」と供述していることから、申立人の申立期間におけ

る勤務状況について確認することができない。 

加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿により、申立期間当時、同社に勤務してい

た従業員22名のうち、連絡の取れる14名に申立人の勤務状況について照会したところ、

11名の従業員は、「申立人の申立期間の勤務について不明。」と回答している。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14252 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成12年10月31日から同年11月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いことが分か

った。その後、同社は事後訂正の届出を行ったが、申立期間は年金額の計算の基礎と

ならない期間となっているので、計算される基礎期間に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された退職証明書に「平成12 年 10 月 31 日退職」と記載されているこ

とから、申立人が申立期間に同社に勤務していたことが確認できる。また、同社は、平

成 22 年 10 月 25 日付けで、申立人に係る厚生年金保険被保険者の資格喪失日を 12 年

10 月 31 日から同年 11 月１日に訂正する届けを年金事務所に行い記録訂正されている

が、厚生年金保険法第75条本文の規定により、保険給付には反映されない。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、あっせんの対象となるためには、事業主が、被保険者の給与

から厚生年金保険料を控除していたと認められることが必要とされているが、申立人か

ら提出された給与明細書によると、平成12年10月の厚生年金保険料は給与から控除さ

れていないことが確認できる。 

このことについて、Ａ社の事務担当者は、申立人は平成12 年 10 月 31 日付けで退職

したが、誤って同年10月30日退職として厚生年金保険被保険者資格の喪失手続を行っ

たことから、同年10月の厚生年金保険料を給与から控除していない旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14261                                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年３月１日から６年３月25日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与の額より少ない

ことが分かった。同社では自分が取締役（取締役が申立人一人になる平成６年４月５

日までは代表取締役）であったが、このような届出を行ったことはないので、申立期

間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成６年３

月 25 日より後の同年４月７日付けで、申立人の標準報酬月額は、４年３月から５年７

月までの期間については 53 万円から８万円に、同年８月から６年２月までの期間につ

いては50万円から８万円に遡って減額訂正処理されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、上記標準報酬月額の遡及減額

訂正処理が行われた時期においては、同社の唯一の取締役であり、申立期間においては、

同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、上記標準報酬月額の遡及減額訂正に係る届出を行った記憶は無い旨

主張しているが、複数の従業員は、社会保険事務の権限を有していたのは申立人であっ

たとしている上、申立人自身も、「Ａ社の代表者印は自分で管理していた。会社を社会

保険の適用事業所から外す時期は、自分が社会保険事務を行っていた。滞納保険料を支

払ったところ、社会保険事務所（当時）の職員から保険料の支払に残は無いと言われ

た。」旨回答していることから、申立人が上記標準報酬月額の遡及減額訂正に関与して

いたと考えられる。 

なお、金融機関から提出された、Ａ社に係る預金口座の取引推移一覧から、同社は、

申立期間当時、社会保険料の滞納があったことが推認できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の取締役として自らの標準報酬

月額の減額訂正処理について関与しながら、当該減額訂正処理が有効なものではないと

主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬

月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14262                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年11月25日から同年12月21日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には申立期間を含め継続して勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録によると、申立人のＡ社における退職日は昭和60 年 11 月 24 日

となっており、申立期間の勤務を確認することができず、申立人を記憶する複数の従業

員も、申立人の退職時期については分からないとしている。 

また、Ａ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書による

と、申立人の同社における資格喪失日は昭和60 年 11 月 25 日となっており、オンライ

ン記録と合致している。 

さらに、Ａ社の代表者は、「申立人は昭和60 年 11 月 24 日に退職しており、申立期

間の厚生年金保険料は控除していない。」旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14263                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年10月21日から55年５月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

が発行した昭和 54 年分の源泉徴収票を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した昭和54年分の源泉徴収票から、申立人は、Ａ社に同年11月１日か

ら継続して勤務していたことが確認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社は昭和 55 年５月１日に厚生年金保険の適用

事業所となっており、申立期間においては、同社は適用事業所としての記録は無い。 

また、Ａ社の複数の元従業員は、「昭和 55 年５月１日より前の期間については、厚

生年金保険料の控除はなかったと思う。」旨供述している。 

さらに、申立人が提出した昭和 54 年分の源泉徴収票に記載されている社会保険料額

は、申立期間前に勤務していた事業所において控除されたものであることが推認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14264                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年10月１日から11年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が当時の給与額よりも低い記

録となっている。当時の雇用保険高年齢雇用継続給付支給決定通知書及び雇用保険受

給資格者証を提出するので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した雇用保険高年齢雇用継続給付支給決定通知書に記載されている賃金支払額

及び雇用保険受給資格者証における退職６か月前の賃金日額から算出した給与支給額は、オン

ライン記録にある標準報酬月額より高い額であることが確認できる。 

しかし、Ａ社は、「申立人の標準報酬月額が減額されているのは、申立人が 60 歳到達によ

る退職を機に平成10年10月に勤務形態が契約社員に変更になったためであり、また、雇用保

険高年齢雇用継続給付支給決定通知書に記載された賃金支払額及び雇用保険受給資格者証にお

ける退職６か月前の賃金日額から算出した給与支給額がオンライン記録にある標準報酬月額よ

り高いのは、残業代により賃金が増加したためかと思われる。」旨回答している。 

また、Ａ社から提出された申立人に係る平成10年分給与支払報告書及び平成11年分源泉徴

収票に記載された社会保険料等の金額は、オンライン記録の標準報酬月額より算出される社会

保険料の金額とおおむね一致することが確認できる。 

なお、Ａ社が加入するＢ基金から提出された申立人に係る加入員記録によると、申立期間に

おける標準給与月額はオンライン記録と一致していることが確認できる。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断すると、申立人

は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14265                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年４月13日から42年４月１日まで 

Ａ会の委員として勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が

無い。勤務していたことは確かであり、人事記録を提出するので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した人事記録及びＢ省Ｃ局の回答から、申立人は、昭和40年４月13日

から継続してＡ会の委員として勤務していたことが確認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ会の社会保険事務を行っていたＤ省Ｃ局は昭和

42 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間においては、同局

は適用事業所としての記録は無い。 

また、申立人と同時期にＡ会の委員となっている５人については、申立人と同様、昭

和 42 年４月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる上、

そのうちの一人については、同年４月１日前の期間においては、国民年金に加入しその

保険料を納付していることがオンライン記録から確認できる。 

さらに、申立人の前任者９人についても、委員在任期間中に厚生年金保険の被保険者

資格を取得した記録は確認できない。 

なお、Ｂ省Ｃ局は当委員会の照会に対し、「厚生年金保険の適用事業所になる前の期

間については、保険料控除は考え難い。」旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14266  

                                     

第1 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第2 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立の要旨等 

申 立 期 間 ： 平成４年８月31日から同年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申

立期間も同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第3 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人は、平成４年８月 31 日までＡ社に継続して勤務し

ていたことが確認できる。 

しかし、オンラインに記録によると、Ａ社は平成４年８月 31 日に厚生年金保険の適

用事業所ではなくなっており、申立期間においては、同社は適用事業所としての記録は

無い。 

また、申立人と同様、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日に厚生年金保

険の資格を喪失した複数の従業員に照会したところ、当該複数の従業員は給与明細書を

所持しておらず、退職月の保険料控除については不明としている。 

なお、当時の代表者は既に亡くなっているため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険

の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14268 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年２月１日から同年７月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業所に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額

が、実際の報酬月額より低くなっている。昭和 41 年２月１日に同社Ｄ支社から同社

Ｃ営業所長に栄転し、報酬月額が下がることはあり得ないので、申立期間の標準報酬

月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社は、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる資料を保有しておらず、Ａ

社Ｃ営業所における給与からの保険料控除額について、確認することができない。 

また、オンライン記録によると、申立人の記憶するＡ社Ｃ営業所長だった同僚は、申

立人の異動日と同日の昭和 41 年２月１日付けで同営業所から同社Ｅ営業所に異動して

いるところ、当該同僚の申立期間の標準報酬月額は、申立人と同様に従前の５万 2,000

円から４万8,000円に下がっていることが確認できる。 

さらに、申立人及び上記同僚は、申立期間に係る保険料控除額を確認できる資料を保

有していないことから、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認すること

ができない。 

加えて、Ａ社Ｃ営業所に係る事業所別被保険者名簿を確認したところ、遡って申立人

の標準報酬月額の訂正が行われた形跡は無く、不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14269 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年12月31日から61年１月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。同社には昭和60 年 12 月 31 日まで勤務していたので、申立期間も厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社が保管している人事資料では、申立人のＡ社における退

職日は昭和60年12月30日と記録されており、申立期間の勤務が確認できない。 

また、Ｂ社は、申立期間当時の賃金台帳等の資料は保管していないとしていることか

ら、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、Ｂ社は、定年退職者は月末を退職日としていることから、退職月の給与から

退職月の厚生年金保険料を控除しているが、自己都合による希望退職者の場合は、退職

者本人の申出日どおりの退職日により被保険者資格を喪失させているとしている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14270 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和47年８月１日から同年11月１日まで 

             ② 昭和48年３月１日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には正社員として入社したので、各申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 雇用保険の加入記録により、申立期間①のうち、昭和47年９月１日から同年11月

１日までの期間については、申立人が同社に勤務していたことが確認できるが、同年

９月１日よりも前の期間については、複数の元従業員に照会したが、申立人の入社日

についての供述を得ることができなかった。 

しかし、Ａ社が保管する申立人に係る「被保険者資格取得確認および標準報酬決定

通知書」により、申立人の同社における厚生年金保険被保険者資格取得日は昭和 47

年11月１日であることが確認できる。 

また、Ａ社は、厚生年金保険の被保険者資格を取得していない従業員の給与から厚

生年金保険料を控除することは無く、申立人についても、申立期間①の給与から厚生

年金保険料を控除した記録は無いとしており、申立期間①当時、社会保険担当であっ

た元従業員も、厚生年金保険に加入していない従業員の給与から厚生年金保険料を控

除することは無かったと供述している。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

２ 雇用保険の加入記録によれば、申立人のＡ社における離職日は昭和48年２月28日

とされており、申立人の申立期間②における社での勤務は確認できない。 

また、Ａ社が保管する申立人に係る被保険者資格喪失確認通知書により、申立人が



                      

  

昭和48年２月28日に退職し、同年３月１日に被保険者資格を喪失していることが確

認できる。 

さらに、Ａ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者原票により、申立人に係る健康

保険証の返納処理は、昭和48年３月６日に行われていることが確認できる。 

加えて、複数の元従業員に、申立期間②における申立人の勤務実態について照会し

たが、申立人の退職日についての供述を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人 

が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14283 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年４月から11年３月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には、高校生のときからアルバイトとして勤務していたが、労働時間が長かったため

厚生年金保険に加入し、保険料が控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社での在籍期間について、Ｂ社からの「平成７年２月13日から10年４月

30日までの期間及び同年５月18日から12年３月24日までの期間」との回答及び同社

から提出された申立人に係る平成７年分から 11 年分までの源泉徴収票により、当該期

間に申立人がＡ社に勤務していたことは確認できる。 

また、申立期間のうち、平成７年２月 13 日以前の期間については、Ａ社の同僚の

「自分が高校生のバイトとして勤務していた１年後に申立人が同じ高校生のバイトとし

て入社してきた。」との供述により、期間は特定できないが、申立人が同社に高校生の

アルバイトとして勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社は、同社におけるアルバイト社員の厚生年金保険の加入条件について、

「高校生でないこと、契約時間が週 30 時間以上であること」と回答しているところ、

申立人は、平成７年３月までは高校生であり、また、同社から提出された給与明細書に

より、申立人の同年２月分から11年２月分まで（平成10年３月分及び同年４月分を除

く）の期間の給与から、厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

また、Ｂ社は、平成７年２月分から11年２月分までの上記給与明細書のうち10年３

月分及び４月分の給与明細書が無いことについて、勤務が無いためと回答している。 

さらに、平成７年分から 10 年分までの上記源泉徴収票では、給与から社会保険料が

控除されていないことが確認できる。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14284 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年７月１日から60年３月１日まで              

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。社会保険事務所

（当時）で健康保険被保険者証を受け取った記憶もあり、同社における勤務状況並び

に健康保険証について記載している昭和59年及び60年の手帳を提出するので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された昭和59年及び60年の手帳の記録及びＡ社の申立期間当時の事

業主の妻の供述により、申立人が申立期間に同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社の事業主の妻は、「当社は数年前に倒産したので、資料は何も残ってい

ない。申立人に係る厚生年金保険の加入状況等について不明である。また、当社では入

社後３か月間は見習期間があり、しばらくの間は社会保険には加入させていなかった。

社会保険に加入させていない者から保険料を控除することはない。」と供述しているた

め、同社の事業主の妻から、申立人の厚生年金保険の加入状況について確認することが

できない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、同社の複数の元同僚及び元従業員に、

同社の入社日と厚生年金保険の取扱いについて照会したところ、４名は、「入社後しば

らく（最短で４か月、最長で６年４か月）してから厚生年金保険に加入させてくれた。

厚生年金保険料が控除されたのは加入後である。」と供述していることから、同社の従

業員から、申立人の厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

さらに、申立人は、「健康保険被保険者証を受領した記憶があり、手帳にも記載して

いる。」と主張しているが、手帳には「Ｂ保険事務所（保険証）」と記載されているの

みで、この記載からは申立人が自分の健康保険被保険者証を受け取ったことを確認する

ことができない。 



                      

  

加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の健康保険被保険者証の番号に欠番は無く、

同名簿の記載内容に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14285 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年４月から34年12月まで 

Ａ社Ｂ支社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社Ｃ支社

で面接を受け採用され、同社Ｂ支社で営業担当として勤務した。在籍の証として写真

を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ支社における申立人の上司の供述により、申立人は、申立期間当時、同社Ｂ支

社に営業担当として勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社Ｂ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、同支社の厚生年

金保険の適用年月日は昭和 34 年４月 26 日と記録されており、申立期間のうち、33 年

４月から34年４月26日までの期間は適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、同社は昭和61年10月＊日に合併・解散して

おり、同社から厚生年金保険の取扱いについて確認することができないため、上記被保

険者名簿により、申立期間当時に同社Ｂ支社で被保険者資格を取得している 13 名の従

業員に照会したところ、１名は、「自分は、昭和 34 年に同社に入社したが、入社当時、

外勤社員は業務委託契約のため、社会保険に加入できず、組合を結成し、会社と交渉し

た結果、35年７月１日から社会保険に加入できることになった。」と回答している。 

さらに、上記被保険者名簿により、Ａ社Ｂ支社における昭和 35 年７月１日時点の被

保険者48名のうち、同日に被保険者資格を取得した者は33名確認でき、このうち連絡

先が判明した従業員に照会したところ、回答のあった５名は、いずれも「昭和 35 年７

月以前に同社に入社し、仕事は外勤の営業担当であった。」と回答していることから、

同社では、同年７月１日までは営業担当の従業員を厚生年金保険に加入させなかったと

考えられる。 

加えて、Ａ社Ｂ支社及び同社Ｃ支社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立



                      

  

期間の整理番号に欠番は無く、申立人及び写真の同僚は上記名簿に名前が見当たらない

ことが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年10月１日から10年１月30日まで 

Ａ社に代表取締役として勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

月額と相違している。経営が悪化して社会保険料を滞納していたので、滞納整理のた

めの減額訂正であることは理解しているが、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、平成８年

10 月から９年 12 月までは 59 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなった 10 年１月 30 日の後の同年３月３日付けで、遡って 11 万

8,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、申立人は昭和54 年 12 月 31 日から同社の

代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「Ａ社の社会保険の届出事務は自分が行い、社会保険料の滞納を整

理するために自らの標準報酬月額を調整して滞納保険料を相殺することに同意した。」

と回答している。 

さらに、Ａ社の従業員は、「同社では申立人が社会保険事務及び給与計算を担当して

いた」と回答している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、社会保険

の届出事務に権限を有し、自らの標準報酬月額の減額訂正処理に同意しながら、当該減

額訂正処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14287 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年６月１日から51年１月20日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

を退職後に同社から「1/28」と日付が記載された手紙が送られていることから、昭和

51 年１月 20 日頃まで同社に勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に申立人と同時期に入社した複数の同僚の供述から、期間は特定できないが申立

人が申立期間に同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社の当時の給与担当者は、「同社では、雇用保険と社会保険にはセットで

加入させている。」と回答しているところ、申立人の同社における雇用保険の加入記録

は、資格取得日が昭和50 年５月 15 日、離職日が同年５月 31 日と記録され、厚生年金

保険の記録と一致していることが確認できる。 

また、申立期間当時、同社で厚生年金保険に加入した複数の従業員も雇用保険と厚生

年金保険の記録は一致していることが確認できる。 

さらに、申立人から提出された「1/28」と記載のある手紙を書いたＡ社の総務担当者

は、「入社間もない時期で、上司に言われるままに記入しているだけなので、覚えてい

ない。」と回答しているため、同社の総務担当者から申立人の申立期間に係る厚生年金

保険の加入状況について確認することができない。 

加えて、Ａ社の元事業主は、「15 年前に当社を任意整理したため、申立期間当時の

資料も無く総務関係者も把握できない。」と回答しているため、事業主から申立人の厚

生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14288 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年10月１日から45年11月１日まで 

Ａ社Ｂ支店に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、そ

の前の標準報酬月額より引き下げられている。給与明細等の確認できる資料はないが、

給与が減給されたことはなかったので、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社において給与が減額したことはないにもかかわらず、厚生年金保険の

標準報酬月額が、昭和 42 年９月の４万 8,000 円から同年 10 月の定時決定により３万

3,000円に引き下げられているので訂正してほしいと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、「申立期間当時の厚生年金保険料の控除を確認できる資料を

保管していない。」と回答しており、また、申立人も給与明細書等を保有していないた

め、申立人の主張する報酬月額及び標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人と同時期に被保

険者資格を取得した従業員１名及び申立人の前後に入社した３名の従業員についても標

準報酬が下がっていることが確認できたため、当該従業員に当該期間の報酬月額を確認

できる資料等について照会したものの、所持する者がいないことから、同社の従業員か

ら申立人の主張する報酬月額及び標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について

確認することができない。 

さらに、上記被保険者名簿では、申立人の標準報酬月額について記載内容の不備や標

準報酬月額の遡った訂正等、不自然な処理が行われた形跡は見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申



                      

  

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14293 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和43年７月１日から45年１月31日まで 

② 昭和46年１月11日から47年３月31日まで 

Ａ社及びＢ社に勤務していた期間の厚生年金保険の加入記録が無い。Ａ社にはＣ社

へ社名を変更する前から継続して勤務しており、また、Ｂ社に勤務していたときには

当該事業所の健康保険証を使用した記憶もあるので、申立期間①及び②を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人と同様にＡ社での勤務を主張し、社名変更後の事業所

であるＣ社で厚生年金保険に加入している同僚の供述から、期間は特定できないもの

の、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、適用事業所検索システムによると、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所とな

った記録が確認できない。 

また、Ａ社が社名変更し、Ｃ社として厚生年金保険の新規適用事業所となったのは

昭和45年２月１日であり、申立期間は①適用事業所となっていない。 

さらに、Ｃ社が新規適用事業所となった同日に被保険者資格を取得した従業員は、

「Ａ社は厚生年金保険も健康保険も入っていなかったので、給与から厚生年金保険料

を控除されることはなかった。」と供述しているところ、同社の別の従業員が保管し

ている昭和44年２月、同年３月、同年４月、同年６月、同年９月及び同年10月の給与

明細書によると、この期間には厚生年金保険の保険料が控除されていないことが確認

できる。 

このほかに、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除を確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、Ａ社の関係者の供述から、申立人がＢ社に勤務していたこと



                      

  

は推認できる。 

しかしながら、申立人が申立期間②に在職していたとするＢ社は、適用事業所検索

システムによると、厚生年金保険の適用事業所となった記録が確認できない。 

また、所在地を管轄する法務局に商業登記の記録は無く、Ｂ社の事業主を特定する

ことができない。 

さらに、申立人は、Ｂ社における事業主及び同僚等の氏名を覚えておらず、これら

の者から、申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険の適用について確認するこ

とができない。 

加えて、申立人が健康保険証を使用したと記憶する保健所について、所在地の地方

自治体に照会したところ、「申立期間②中に当該保健所は存在したが、資料は保管期

間が経過したため破棄しており、加入していた健康保険の種類のみならず、受診の有

無すら確認ができない。」と回答しており、申立人が当時加入していた健康保険の種

類は特定できない。 

このほか、Ｂ社における申立人の雇用保険の加入記録は無く、その他に申立人の申

立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人 

が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14294 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和43年10月１日から44年８月１日まで 

② 昭和56年10月１日から57年８月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②に係るそれぞれの厚生年金保険

の標準報酬月額が、その前の標準報酬月額より引き下げられている。同社では設計の

仕事をしていたが、給与が減給になるようなことは無かったので、当時受け取ってい

た給与額に見合う標準報酬月額に記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立期間①については、申立人の標準報酬月額は、昭和43

年５月の資格取得時の標準報酬月額６万円が、その５か月後の同年10月の定時決定にお

いて５万2,000円に引き下げられ、44年８月の随時改定までの期間は５万2,000円と記録

されている。また、申立期間②については、申立人の標準報酬月額は、56年10月の定時

決定により、同年９月の標準報酬月額28万円から24万円に引き下げられ、57年８月の随

時改定までの期間は24万円と記録されている。 

これらのことについて、申立人は、当時受け取っていた給与額及び厚生年金保険料の

控除額を証明する給与明細書等は無いものの、Ａ社で設計など事務職の仕事をしていた

者には残業代の支給は無く、受け取っていた給与額が下がるようなことは無かったので、

申立期間①及び②の標準報酬月額が引き下げられているのは、不自然であるとして申し

立てている。 

しかしながら、申立期間当時のＡ社の事業主及び社会保険事務担当者は既に死亡して

いる上、取締役であった事業主の弟は、「同社は10数年前に廃業しており、関係書類は

既に破棄している。」旨回答し、同社の給与体系、申立人に係る厚生年金保険の標準報

酬月額に関する届出及び保険料の控除等について確認することができない。 

また、Ａ社で厚生年金保険の被保険者資格を取得している従業員のうち、所在の確認



                      

  

ができた27名に当時の給与明細書の保管の有無を照会したが、申立期間①及び②に係る

給与明細書を保管する者はおらず、当時の保険料控除の状況を確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立人の標準報酬月額等の記載

内容に不備や遡って標準報酬月額の訂正が行われた形跡は無く、オンライン記録と一致

している。 

加えて、上述の従業員のうち、連絡の取れた16名で、「オンライン記録の標準報酬月

額が当時受け取っていた給与額に見合った額となっていない。」と回答した者はいない。

また、そのうち１名から給与明細書（昭和47年11月分）の資料提供があり、当該資料か

ら、同社では、基本給に残業代等の諸手当を含めた総支給額に基づき、オンライン記録

の標準報酬月額とおおむね一致する標準報酬月額の届出を行い、当該標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を控除していることが確認できる。 

なお、申立期間①については、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、被保険者資

格を取得した日（昭和43年５月１日）から５か月後の昭和43年10月１日に定時決定が行

われている。当該定時決定は、同年５月から７月までの３か月間に実際に支払われた給

与の総額を３で除した額を標準報酬月額等級表の範囲に当てはめて決定される。一方、

資格取得時の標準報酬月額は、採用時の基本給等（固定的賃金）に仮定の残業代等の見

込額（非固定的賃金）を加算して決定されることから、実際に支給された残業代等の金

額が仮定の残業代等の金額より少なければ、10月の定時決定時に標準報酬月額が減額と

なっても不自然とは言えない。 

また、申立人と同様に厚生年金保険の被保険者資格を取得した後の最初の定時決定時

に、標準報酬月額が引き下げられている従業員を複数名確認することができ、当該定時

決定による標準報酬月額の改定は、上述の理由から行われたものと考えるのが自然であ

る。 

このほか、申立人の申立期間①及び②について、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間①及

び②について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14298 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年12月31日から48年１月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険

の加入記録が無い。同社に勤務していたことは確かなので、申立期間も厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出のあった社員名簿では、申立人の退職日は昭和

47 年 12 月 30 日と記録されており、同社は「申立人は申立期間に勤務していない。」

と回答していることから、申立期間に厚生年金保険の被保険者であったことが確認でき

ない。 

また、Ｂ社から提出された申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認

通知書の写しでは、申立人の資格喪失日は昭和47 年 12 月 31 日と記載されており、オ

ンライン記録と一致していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、これを確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14299 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年12月29日から17年１月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。平成 16

年 12 月 28 日に同社を退職したが、同年12 月の給料支払明細書及び賞与支払明細書

で厚生年金保険料が控除されている。給料支払明細書を提出するので、申立期間も厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった申立人の退職願には、「平成 16 年 12 月 28 日を以て退職す

る」旨の記載が確認でき、この日付は雇用保険の加入記録における離職日と一致してお

り、同社は「申立人は申立期間に勤務していない。」と回答していることから、申立期

間に厚生年金保険の被保険者であったことが確認できない。 

また、Ａ社から提出のあった申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確

認通知書の写しでは、申立人の資格喪失日は平成16 年 12 月 29 日と記載されており、

オンライン記録と一致していることが確認できる。 

一方、平成16年12月分の給料支払明細書及び賞与支払明細書により、厚生年金保険

料が控除されていることが確認できるところ、Ａ社は「当社は、厚生年金保険料は当月

控除方式であるが、申立人の保険料を誤って控除したことに気付き、平成16年12月の

給料支払明細書及び賞与支払明細書で控除した保険料を、17 年１月 25 日に申立人の銀

行口座に返金した。」と回答している。 

また、このことは、申立人の平成 17 年１月分の給料支払明細書及び同社から提出の

あった賃金台帳からも確認できる上、申立人自身も振込みがあったことを記憶しており、

16年12月の厚生年金保険料の控除が確認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14304 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和21年５月30日から22年６月１日まで 

② 昭和22年10月20日から同年11月１日まで 

Ａ社Ｂ営業所に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入

記録が無い。同社同営業所には、事務として勤務しており、各申立期間に勤務した証

明として昭和21年５月30日付けの同社の辞令を提出するので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人から提出されたＡ社における辞令及び同僚と従業員の回

答により、申立人が当該期間において同社Ｂ営業所に勤務したことは推認できる。 

しかし、Ａ社の承継会社であるＣ社は、既に解散しており、Ａ社Ｂ営業所の当時の事

業主代理人は、所在が不明であることから、申立人の当該期間における勤務実態及び厚

生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ社Ｂ営業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、昭和 19 年

10 月２日から 22 年５月 31 日までに被保険者資格を取得した者はいないが、同年６月

１日に33人が被保険者資格を取得していることが確認できる。 

このことについて、Ａ社Ｃ営業所において、当該期間において社会保険事務を担当し

ていた同僚は、「自身が担当していたと思うがよく覚えていない。一度に加入させたか

もしれない。」と供述している。 

さらに、Ａ社Ｂ営業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、連絡先が判

明した昭和 22 年６月１日に資格取得した同僚一人及び従業員二人に照会したところ、

二人は入社後すぐに厚生年金保険に加入したかどうかは分からないとしており、ほかの

一人は入社と同時に厚生年金保険に加入したとしている。 

これらのことから、Ａ社Ｂ営業所においては、昭和 22 年６月１日にまとめて厚生年



                      

  

金保険の加入手続を行ったことがうかがえる。 

加えて、申立人は上記同僚を除く上司及び同僚５人を記憶しているが、そのうちの二

人は既に亡くなっており、ほかの３人は連絡先が不明であることから、これらの者から

申立人の当該期間の厚生年金保険料の控除について供述を得ることができない。 

また、申立人の被保険者資格取得日は、Ａ社Ｃ営業所に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿の記録と厚生年金保険被保険者台帳索引票の記録とは一致していることが確

認できる。 

申立期間②について、申立人は、Ａ社Ｂ営業所に継続して勤務していたと申し立てて

いる。 

しかし、Ａ社の承継会社であるＣ社は、既に解散しており、Ａ社Ｂ営業所の当該期間

当時の事業主代理人は、所在が不明であることから、申立人の当該期間における勤務実

態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ社Ｂ営業所において、当該期間に社会保険事務を担当していた同僚（昭和

22年６月１日資格取得、27年11月20日資格喪失）は、「当社の給与締め日が20日で

あったので、名前は覚えていないものの同日付けで辞めた者がいたと思う。自身も 20

日付けで厚生年金保険の資格を喪失した。」と供述している。 

さらに、Ａ社Ｂ営業所における上記同僚一人及び従業員二人の全員が申立人の当該期

間の勤務期間を記憶していなかったことから、申立人の当該期間における勤務実態及び

厚生年金保険料の控除について供述を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について、これ

を確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14305                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年11月24日から６年10月１日まで 

        Ａ社に勤務した平成５年の年収が６年及び７年より高いにもかかわらず、厚生年金

保険の記録によれば、申立期間の標準報酬月額が、６年10 月から９年９月までの 47

万円より低く記録されていることは納得できないので、訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された平成５年分給与所得の源泉徴収票の社会保険料等の金額を基に

算出した標準報酬月額は、当該期間のオンライン記録の標準報酬月額とほぼ一致してい

ることが確認できる。 

また、Ａ社の事業主は、社会保険労務士に厚生年金保険関係業務を全て委託してい

たので、社会保険事務所（当時）の記録と実際の支給が異なっていたとは考え難いと

している。なお、Ａ社から社会保険業務を委託されていた社会保険労務士事務所は、

当時の社会保険関係資料は残っていないとしている。 

さらに、申立期間にＡ社で勤務が確認できる従業員 14 人に照会したところ、回答の

あった５人のうち二人は標準報酬月額と実際の報酬月額は相違していないとしており、

３人は不明としている。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間に

ついて、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14306 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和32年９月から33年２月まで 

             ② 昭和33年５月から34年３月まで 

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立

期間②の加入記録が無い。しかし、それぞれ勤務していたので、各申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当時の事業主

の連絡先は不明であることから、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間①当時被保険

者であった従業員14人に照会したところ、回答があった12人全員が申立人を記憶して

いないことから、これらの者から申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について供述を得ることができない。 

申立期間②について、申立人は、Ｂ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当時の事業主

の連絡先は不明であることから、申立人の申立期間②における勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

また、申立人は、Ｂ社の当時の同僚３人を記憶していたが、これらの３人は、同社に

係る事業所別被保険者名簿に見当たらないため、連絡先が不明である。そこで、同社に

係る上記被保険者名簿により、当時被保険者であった従業員 18 人に照会したところ、

回答があった 13 人全員が申立人を記憶していないことから、これらの者から申立人の

申立期間②における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について供述を得ることができ



                      

  

ない。 

さらに、申立期間①及び②について、申立人は、当時、複数の印刷会社に勤務したの

で、勤務した会社名及び期間をよく覚えていないとしている。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14307 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年３月１日から同年５月１日まで                          

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。Ｂ社に確認したところ、在籍の記録があるということなので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てている。 

   しかし、Ｂ社は、申立人の申立期間の在籍は確認できるものの、同社は合併を繰り返

しており、申立期間の資料が残っていないので、申立期間に申立人がグループ会社のど

こで勤務していたか分からないとしている。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人と同様に昭和

24 年５月１日に被保険者資格を取得した従業員12 人（申立人を除く。）のうち、住所

が判明した４人に照会したところ、回答のあった二人のうち一人は申立人を記憶してお

り、ほかの一人は申立人を記憶していなかった。 

   さらに、申立人を記憶している上記従業員は、戦後すぐにＣ社に勤務し、申立人は同

社の後輩であったとしている。また、当該従業員は、同社は個人会社で、社会保険の手

続はしていないと思うが、昭和 24 年に社長がＡ社に資本ごとそっくり売却し、自身や

申立人のほかに、従業員３人がＣ社から引き続きＡ社に勤務し、それからは自身も厚生

年金保険に加入していると回答している。 

   そこで、上記の申立人を記憶している従業員及び当該従業員３人の被保険者記録を調

査したところ、申立人と同様に４人全員が昭和 24 年５月１日にＡ社で被保険者資格を

取得しており、この資格取得日の直前には、４人とも厚生年金保険の加入記録が無いこ



                      

  

とが確認できる。 

   加えて、Ｃ社は厚生年金保険の適用事業所となっておらず、商業登記の記録も確認で

きない。 

   また、Ｂ社は、Ｃ社について、当時の資料が無く、分からないとしている。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついては、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14308 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年10月１日から３年３月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社における申立期間の標準報酬月額

が実際に支給されていた報酬月額より低く記録されているので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通

知書」、Ｂ健康保険組合が保管する「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」及び

「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届」によると、申立期間に係る標準報酬月額

は、オンライン記録と一致していることが確認できる。 

また、Ａ社が保管する「健康保険保険料厚生年金保険保険料児童手当拠出金増減内訳

書」によると、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の保険料控除額は、標準報酬月額

が44万円に相当するものであることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14309 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和47年11月１日から48年７月２日まで 

             ② 昭和49年３月１日から同年４月１日まで 

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した申立期間①及び②の加入記録が無い。

しかし、各申立期間も同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務したと申し立てている。 

しかし、Ａ社から名称変更したＢ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いる上、当時の事業主は連絡先が不明であることから、申立人の申立期間①における勤

務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人が記憶していた上司二人及び同僚４人に照会したところ、回答が得られ

た４人全員が、申立人を記憶しているものの、申立人の入社時期を覚えていないことか

ら、これらの者から申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて供述を得ることができない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿により、申立期間①に被保険者記録がある

従業員９人に照会したところ、３人が申立人を知っているとしているものの、入社時期

は覚えていないとしていることから、これらの者から申立人の申立期間①における勤務

実態及び厚生年金保険料の控除について供述を得ることができない。 

加えて、申立人が、昭和47年11月１日にＡ社に入社した当時に、申立人と一緒に同

じデザイナーとして働いていたとする同僚３人のうち二人は、それぞれ48年１月13日

及び同年10月１日に厚生年金保険の資格を取得している。 

申立期間②について、複数の同僚の供述から、期間は特定できないものの、申立人が

Ａ社に継続して勤務していたことは推認できる。 



                      

  

しかし、Ａ社から名称変更したＢ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いる上、当時の事業主の連絡先は不明であることから、申立人の申立期間②における勤

務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿により、申立期間②に被保険者記録がある上

司一人、同僚二人、従業員３人の計６人に照会したところ、一人が申立人を記憶してい

たが、申立人の退職時期を覚えていないことから、申立人の申立期間②における勤務実

態及び厚生年金保険料の控除について供述を得ることができない。 

さらに、申立人を含めてＡ社からＣ社に移籍した５人全員が、Ａ社で昭和 49 年３月

１日に厚生年金保険の資格を喪失し、Ｃ社で同年４月１日に被保険者資格を取得してい

ることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14318 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年12月30日から６年１月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社を平

成５年 12 月末付けで退職しているので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人から提出のあった退職所得の源泉徴収票によると、申

立人のＡ社における退職日は平成５年12月29日と記入されており、同社は既に厚生年

金保険の適用事業所でなくなっている上、当時の代表者は、同社には資料が無く、当時

の状況は全て不明であると回答しているため、申立期間の勤務が確認できない。 

また、Ｂ厚生年金基金から提出のあった厚生年金基金加入員台帳によると、申立人の

Ａ社における資格喪失日は平成５年12月30日と記録されている。 

さらに、Ａ社における申立期間当時の社会保険事務担当者は、厚生年金保険と厚生年

金基金の届出書は複写式を使用していた旨供述している。 

加えて、申立人が、同日に退職したと記憶している同僚のオンライン記録では、平成

５年12月30日に被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14319 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年12月10日から27年８月８日まで 

無線通信士として鰹鮪漁船「Ａ丸」に乗船した申立期間の船員保険の加入記録が無

い。船員手帳の記録があるので、申立期間を船員保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

船員手帳の記録から、申立人は、申立期間において、Ａ丸（Ｂ氏所有）に通信士とし

て乗船していたことが認められる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ丸が船員保険の適用事業所となった記録が確認

できない。 

また、船員手帳に記載されている船舶所有者住所地のＣ漁業協同組合に船舶所有者の

Ｂ氏及びＡ丸について照会したところ、漁船のＡ丸の名前は記憶しているが、当時の資

料を保存していないためＡ丸であったかどうかまでは確認できない。また、Ｂ氏の名前

も記憶しているが、既に死亡した旨供述しており、申立人の船員保険の加入状況等につ

いて確認することができない。 

さらに、申立人は、Ｂ氏所有のＡ丸において一緒に勤務していた同僚を記憶していな

いことから供述が得られず、申立人の船員保険の加入状況等について確認することがで

きない。 

このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が船員

保険の被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14321 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成 10 年８月 20 日から同年８月 28 日までの期間については、申

立人の当該期間における厚生年金保険の被保険者資格喪失日に係る記録の訂正を認める

ことはできない。 

また、申立期間のうち、平成10年８月28日から11年11月２日までの期間について

は、申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年８月20日から11年11月２日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

中、同社には代表取締役として継続して勤務し、厚生年金保険料が給与から控除され

ていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成 10 年８月 20 日から同年８月 28 日までの期間については、オ

ンライン記録によると、申立人の厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、Ａ社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなった日（平成10 年８月 20 日）の後の同年８月 28 日付け

で、同年８月20日に遡って喪失処理されていることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本から、平成８年12月20日に代表取

締役に重任し、当該喪失処理が行われた10年８月28日の時点において引き続き同社の

代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「申立期間当時、自分一人が代表取締役として勤務しており、代表

者印の管理もしていた。また、社会保険事務所（当時）と厚生年金保険料の滞納のこと

で相談した記憶は無いが、健康保険の任意継続被保険者の資格取得手続について話をし

た記憶はある。」旨供述していることから、申立人が当該喪失処理に関与していなかっ

たとは考え難い。 

一方、申立期間のうち、平成10年８月28日から11年11月２日までの期間について



                      

  

は、オンライン記録によると、申立人の厚生年金保険被保険者の資格喪失時には、ほか

に被保険者がいない上、申立人は「申立期間において勤務していたのは自分のみであ

る。」旨供述していることから、当該期間における勤務実態に係る従業員の供述を得る

ことができない。 

また、健康保険制度では、会社を退職して厚生年金保険の被保険者資格を喪失したと

きに個人の希望により健康保険に任意で継続加入できることとされているが、申立人は、

オンライン記録によると、健康保険の任意継続被保険者資格を取得していることが確認

できる。 

さらに、申立人から提出のあった申立期間の大部分を含むＡ社における決算報告書の

損益計算書には、法定福利費（厚生年金保険料及び健康保険料）の項目が無いことが確

認できる。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間の

うち、平成10 年８月 20 日から同年８月 28 日までの期間については、申立人は、会社

の業務を執行する責任を負っている代表取締役として自らの被保険者資格喪失日に係る

喪失処理に関与しながら、当該処理の無効を主張することは信義則上許されず、申立人

の当該期間における厚生年金保険の被保険者資格喪失日に係る記録の訂正を認めること

はできない。また、申立期間のうち、同年８月28 日から 11 年 11 月２日までの期間に

ついては、申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14322 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年９月１日から55年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に給与

から控除されていた保険料に基づく標準報酬月額と相違しているので、申立期間の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事担当者は、「申立人の当時の標準報酬月額について確認できる関係資料を

保有してない。」旨供述していることから、同社における申立期間について、申立人の

主張する標準報酬月額及び保険料控除額を確認することができない。 

また、Ａ社の人事担当者は、「当時から、社会保険料については、毎月、納入告知書

や給与から控除した預り保険料と会社負担保険料を合算して突き合わせをしているため、

給与から控除した保険料に過不足が生じれば、人数も少ないので、必ず間違いに気付く

はずである。したがって、記録されている標準報酬月額に基づいた保険料を控除し、納

付していた。」旨供述している。 

さらに、Ａ社の複数の元従業員は、「当時の自身の厚生年金保険の標準報酬月額の記

録に間違いない。」旨供述している上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において、申立人の申立期間の標準報酬月額は、オンライン記録とも一致しており、遡

って標準報酬月額の訂正処理が行われた形跡は無く、その記載内容に不自然さは見当た

らない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料が控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間に

ついて、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14323 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和21年７月１日から同年11月１日まで 

Ａ社Ｂ支店に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同

社Ｂ支店には昭和 21 年７月１日から継続して勤務し、申立期間中、厚生年金保険料

が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間後に申立人が勤務した事業所から提出のあった申立人の履歴書及びＡ社Ｂ支

店の元従業員による「入社時期は分からないが、申立人が当社で勤務していたことは覚

えている。」旨の供述から判断すると、申立人が申立期間においてＡ社に勤務していた

ことは推認される。 

しかしながら、Ａ社のＣ地区を統括しているＣ支店の総務担当者は、「当時の関係書

類が残っておらず、申立人の厚生年金保険の届出及び保険料納付は不明である。」旨供

述していることから、同社における申立人の申立期間に係る厚生年金保険の取扱いにつ

いて確認することができない。 

そこで、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業員

に照会したが、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者として保険料控除され

ていたことを確認することはできなかった。 

また、申立人は、「申立期間において、Ａ社Ｂ支店から健康保険証を受領した記憶が

無い。」旨供述している上、厚生年金保険被保険者番号払出簿によると、申立人は、昭

和21年11月１日にＡ社Ｂ支店において厚生年金保険の資格を取得している旨記録され

ており、これは、オンライン記録による厚生年金保険被保険者の資格取得日（昭和 21

年11月１日）と一致していることが確認できる。 

さらに、昭和 30 年代以降も、引き続きＡ社Ｂ支店に在籍していた従業員については、



                      

  

同社において人事記録が保管されているところ、上記被保険者名簿によると、21 年 11

月１日に資格取得した従業員のうち、当該人事記録における複数の従業員の同社Ｂ支店

への入社日は、厚生年金保険被保険者の資格取得日（昭和21年11月１日）と一致して

いることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14324 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年９月１日から19年７月１日まで 

Ａ協会に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に給

与から控除されていた保険料に基づく標準報酬月額と相違している。同協会は、既に

訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間の記録は

給付に反映されていないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ協会における平成18年９月から19年６月までの標準報酬月額は、オンラ

イン記録によると、当初、38 万円と記録されていたが、同協会は、18 年９月の定時決

定に誤りがあるとして、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後に管轄

年金事務所に対し訂正の届出を行い、22 年８月 13 日付けで 41 万円に訂正されている。

しかしながら、当該期間については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金

額の計算の基礎となる標準報酬月額は当該訂正後の標準報酬月額（41 万円）ではなく、

訂正前の38万円となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ協会から提出のあった申立人の申立期間に係る給与明細書では、給与

から控除されていた厚生年金保険料に基づく標準報酬月額（38 万円）は、訂正前のオ

ンライン記録の標準報酬月額と一致していることから、特例法による保険給付の対象に

当たらないため、あっせんは行わない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間に



                      

  

ついて、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14331   

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男    

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 大正14年生     

住    所 ：     

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 昭和20年８月頃から22年11月１日まで 

    Ａ社Ｂ支店に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社同支店には、

終戦直後から同社同支店のＣ部が独立し、Ｄ社となるまで勤務していた。申立期間に

ついて、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

                                          

第３ 委員会の判断の理由   

Ａ社Ｂ支店及びＤ社の当時の同僚及び従業員の回答から、申立人は、Ａ社Ｂ支店及び

Ｄ社に継続して勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる資料等が無

く、当時のことは不明である旨回答している。    

また、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から、申立期間

以前において、被保険者資格を取得した従業員のうち、入社日を記憶していた従業員は

11 人いるが、そのうち７人について、入社日と被保険者資格取得日が３か月から２年

６か月相違することが確認できることから、同社同支店は、必ずしも入社と同時に厚生

年金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

さらに、申立人がＡ社Ｂ支店及びＤ社で一緒に勤務していたと供述する上司及び同僚

７人のうち４人は、いずれもＡ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間が無く、

申立人と同日の昭和22年11月１日にＤ社において被保険者資格を取得していることが

確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14332 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年10月１日から57年６月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

に入社したときから、厚生年金保険料を控除されていたので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の当時の取締役は、申立期間当時の資料等が既に無いことから、申立人の申立期

間における勤務状況を確認することができない旨回答している。また、同社における当

時の事業主からは供述を得ることができず、取締役のうち一人は既に死亡しており、さ

らに、住所が判明した当時の従業員（取締役等）二人の回答からは、申立人の申立期間

における勤務状況を確認することができない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及び適用事業所名簿によると、同社が厚生年

金保険の適用事業所となったのは、昭和 57 年６月１日であり、申立期間は、厚生年金

保険の適用事業所ではないことが確認できる。 

さらに、Ａ社の上記取締役は、厚生年金保険の新規適用前の期間については、給与か

ら保険料を控除していない旨回答している。 

加えて、申立人に係る雇用保険の資格取得日は、昭和 57 年６月１日と記録されてお

り、厚生年金保険の被保険者資格取得日と同日であることが確認できる。 

また、申立人に係る国民健康保険の加入記録は、資格取得日が昭和56年９月27日、

資格喪失日が 57 年６月２日と記録されていることから、申立人は、申立期間において

国民健康保険に加入していたことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



                      

  

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14336 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和62年１月21日から平成２年１月15日まで           

          申立期間について厚生年金保険の加入記録が無いことが分かった。申立期間につい

てＡ社の子会社であるＢ社に勤務していたので、当該期間について厚生年金保険の被

保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の当時の総務部長から提出のあった同社に係る社員名簿と、申立人から提出のあ

った表彰状及び銀行通帳により、申立人は申立期間より前の昭和60年１月21日から申

立期間を含む期間について、同社に勤務していたことが確認できるところ、厚生年金保

険の加入記録は、オンライン記録によると、同年１月21 日から 62 年１月 21 日まで、

同社の親会社であるＡ社において資格を取得していることが確認できる。 

一方、Ｂ社は、オンライン記録及び適用事業所検索システムにより、適用事業所であ

ったことは確認できないものの、同社の当時の総務部長は、「Ｂ社は、Ａ社の子会社で

あり、社会保険に加入しておらず、Ｂ社で採用しても、Ａ社の社会保険に一括加入して

いた。」と当時のＡ社の厚生年金保険の取扱いについて供述している。 

しかしながら、上記社員名簿では、「申立人は、昭和62年１月20日に嘱託終了し、

アルバイトとして勤務」と記載されており、上記預金通帳から確認できる、Ｂ社から申

立人に振り込まれている給料は、申立期間前に比べ金額が大幅に少なくなっていること

から、同社における雇用契約の変更に伴って厚生年金保険の資格を喪失する手続が行わ

れたことがうかがわれる。 

また、申立人は、昭和62年１月21日から国民健康保険の被保険者となっていること

が確認できる。 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14337 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年１月１日から61年12月31日まで 

    年金事務所で厚生年金保険の加入状況について調べたところ、Ａ駅が最寄りのＢ社

の工場でアルバイト勤務した期間について加入記録が無いことが分かった。以前、同

社Ｃ工場でアルバイト勤務していた期間の厚生年金保険の加入記録はあるので、申立

期間についても同様に厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ駅が最寄りのＢ社の工場においてアルバイト勤務

していたと主張しているところ、当該事業所は同社Ｄ工場であることが確認できる。 

しかしながら、Ｂ社では、「当社における当時の従業員の勤務記録は保管してある

が、申立人の勤務を証明する記録は無い。申立期間当時からアルバイト勤務員は厚生

年金保険に加入させていたはずであるが、加入条件については資料が無く不明であ

る。」旨回答しており、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認が

できない。 

また、申立人の記憶する同僚は連絡が取れないことから、申立人の申立期間におけ

る勤務実態について確認できないほか、申立期間にＢ社Ｄ工場において厚生年金保険

の被保険者であった複数の従業員は申立人を記憶しておらず、そのうち一人は、「ア

ルバイト勤務員の中には給与の手取額減少を懸念し、厚生年金保険に加入しない者が

いた。」旨供述していることから、同社では必ずしもアルバイト勤務員全員を厚生年

金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

さらに、Ｂ社Ｄ工場に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録において、健

康保険整理番号に欠番は無く、社会保険事務所（当時）の事務処理に不自然な点は見

受けられない。 

加えて、Ｂ社が加入しているＥ健康保険組合では、申立人は、Ｂ社Ｄ工場において



                      

  

は、同健康保険組合に未加入である旨回答しているほか、申立人の申立期間に係る雇

用保険の加入記録は確認できない。 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を控除されていたことを

認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14340 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年７月10日から51年７月15日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。確かに勤務して

おり、源泉徴収票を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人から提出された昭和 51 年分の給与所得の源泉徴収票

により、申立人が、申立期間のうち50年１月31日から51年７月15日までＡ社に勤務

していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社の当時の従業員（後の事業主）は、同社では、国民健康保険組合

と雇用保険には加入しているものの、厚生年金保険には加入していない従業員がいたと

供述しており、当時の従業員の雇用保険の加入記録と厚生年金保険の加入記録を確認し

たところ、それぞれの加入期間が一致していない者が複数いることから、同社では、従

業員によって、雇用保険には加入させても厚生年金保険には加入させないという取扱い

があったことがうかがわれる。 

また、上記源泉徴収票において、昭和51年１月１日から同年７月15日における社会

保険料等の控除額は確認できるものの、当該控除額を、申立人の給与支払総額から算出

した厚生年金保険料額を含む控除額と比較したところ、著しく低額であり、申立期間の

厚生年金保険料が給与から控除されていたと推認することはできない。 

なお、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の被保険者整理番号に欠番は無く、社会保険

事務所（当時）の記録に不自然さは見られない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



                      

  

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14344 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、労働者年金保険被保険者として労働者年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和17年６月１日から19年６月１日まで 

    Ａ社に検査工として勤務した申立期間の労働者年金保険の加入記録が無い。年金事

務所で確認したところ、昭和 19 年６月から同年９月までの労働者年金保険記録が見

つかり訂正された。しかし、同社には、昭和 14 年 10 月から勤務していたので、申

立期間を労働者年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された人事記録から判断すると、申立人は、昭和14年10月に同社に入

社して53年11月まで継続して勤務していたことが認められる。 

しかしながら、昭和 17 年６月１日から 19 年９月 30 日までの期間については、労働

者年金保険法の適用の期間であるものの、同法では、その適用範囲は、常時 10 人以上

の従業員を使用する工業、鉱業及び運輸業の事業所に使用される男子筋肉労働者とされ

ているところ、申立人は、Ａ社において検査を担当していた技師とみられ、筋肉労働者

ではなかったとうかがえ、申立期間においては労働者年金保険の被保険者ではなかった

ものと認められる。 

また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳索引票に記載されている被保険者台帳

記号番号と連番になっている複数の従業員の厚生年金保険被保険者台帳索引票には、申

立人と同様の資格取得日及び「○改」表示が記載されている上、当該従業員に係るＡ社

における厚生年金保険の加入記録は、いずれも、厚生年金保険法の適用準備期間後の昭

和19年10月１日からであり、かつ、同社に同従業員の職種を確認したところ、全員が

技術職である旨の回答があったことから、申立人は、17 年６月１日から 19 年９月 30

日までの期間において労働者年金保険の被保険者であったことが確認できない。 



                      

  

さらに、年金事務所では、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における資

格取得日が昭和 19 年６月１日と記載されていたので、一度、申立人の厚生年金保険被

保険者記録を同年６月１日と訂正したが、現在は労働者年金保険被保険者の適用拡大さ

れた訂正前の同年10月１日に再度訂正をした旨供述している。 

なお、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳索引票によると、被保険者資格取得日

が昭和 19 年６月１日と記録され、備考欄に「○改」のゴム印が押印されているところ、

この「○改」表示は、厚生年金保険法が同年６月１日に施行され被保険者の適用範囲が

拡大されたことより、適用準備期間中に新たに被保険者となったことを表すものである

ことから、申立期間は労働者年金保険の適用対象者ではなかったと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間における労働者年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間において労働者年金保険の被保険者として、申立期間に係る労働者年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案14345 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年６月１日から35年９月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。申立期間も継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚及び従業員の供述並びに申立人から提出された申立期間中の社員旅行の写

真等から判断すると、申立人は、申立期間もＡ社において継続して琴又はその飾り物等

の製作の仕事を行っていたものと推認できる。 

しかしながら、Ｂ社は、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の加入状況等は不明であ

る旨回答している。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及び申立人に係る厚生年金保険記号番号払出

簿によると、昭和31年３月１日に取得した厚生年金保険の被保険者資格を32年６月１

日にいったん喪失し、35 年９月１日に再度取得していること、並びに当該再度の取得

に際し、新しく「健保証の番号」及び「厚生年金保険の記号番号」が払い出されている

ことが確認できる。 

さらに、雇用保険の加入記録によると、厚生年金保険の上記再度の取得に際し、新た

に雇用保険に加入していることが確認できる。 

加えて、複数の同僚及び従業員の供述から、申立期間当時にＡ社では「受取り」等と

呼ばれる出来高制により仕事を行う者が多数存在しており、その場合は、別の場所で作

業を行っていたと認められるところ、当該従業員のうちの一人は、申立人は申立期間も

仕事をしていたが「請負など」独立した形だったと思う旨供述し、他の一人は、自身及

び申立人を含む複数の従業員は、同社の「下請け」として同社の近くの作業場で琴の飾

り物の製作等を行っていた旨、さらに他の一人は、自身が昭和 34 年８月に入社したと



                      

  

きには申立人は「受取り」だった旨それぞれ供述している。 

その上、琴の製作に従事した従業員のうち、いったん被保険者資格を喪失した後、申

立人と同じく昭和 35 年９月１日に再度被保険者資格を取得した記録のある者は、会社

の指導で「受取り」になり、しばらくして会社の方針で会社に戻った旨供述している。 

これらのことから、Ａ社において「受取り」等と呼ばれる出来高制により仕事を行う

者は、同社の厚生年金保険には加入していなかったものと考えられる。 

なお、申立人も、時期は不明だが「受取り」になり、後に会社に戻ったことがあった

旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を控除されていたことを

認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案14346 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年６月10日から同年11月12日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。戦時中の大変な時期に仕事を休むことはないと思うので、申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に申立期間も継続して勤務していた旨申し立てている。 

しかし、申立期間当時に申立人が勤務していたＡ社Ｃ工場に係る適用事業所名簿によ

ると、同事業所は昭和20年６月10日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

また、同事業所に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿（表紙）の備考欄には、

「昭和20年６月10日、工場疎開により全喪」と記載されているほか、申立人を含む全

ての従業員について、同日に一括して厚生年金保険の被保険者資格を喪失していること

が確認できる。 

また、上記被保険者名簿に記載のある申立人の被保険者資格記録は、申立人に係る厚

生年金保険被保険者台帳に記載されているそれぞれの記録とも一致している。 

さらに、Ｂ社では、申立期間当時の事業所は、現在の同社と直接つながりのある企業

ではないため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて「不明」と回答し

ているほか、上記被保険者名簿から、申立人と同時期に勤務していた複数の従業員に照

会を行ったが、申立期間における申立人の勤務実態等について確認することができない。 

加えて、申立人のＡ社Ｃ工場に係る被保険者資格喪失日（昭和20年６月10日）と同

日に被保険者資格を喪失した従業員は、申立期間当時の状況について、「昭和 20 年３

月の大空襲で自宅も工場も焼失し、仕事どころか食べ物が無く生活に窮していた。戦災



                      

  

以後、給料も取りに行かず、退職も自然消滅になったものと思う。」と供述している。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

 


